
PDF issue: 2025-06-01

職場レベルの諸問題の処理方式(承前) : 協
力的労使関係の事例

MINE, Manabu / 嶺, 学

(出版者 / Publisher)
法政大学社会学部学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
Society and labour / 社会労働研究

(巻 / Volume)
20

(号 / Number)
1

(開始ページ / Start Page)
1

(終了ページ / End Page)
91

(発行年 / Year)
1974-02-15
(URL)
https://doi.org/10.15002/00007296



一一一

一○九八一上六五四三二

ぱ
し
が
ぎ

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式
霊
前

ｌ
協
力
的
労
使
関
係
の
事
例
Ｉ

基
本
関
係
の
成
立

苦
情
処
理
制
度
の
成
立

労
働
組
合
組
織
と
内
部
迦
営

団
体
交
渉
と
労
使
協
議

苦
情
処
理
の
制
度
と
運
用

人
事
管
理
政
紫

中
間
的
要
約
（
以
上
前
号
）

賃
金
改
訂
と
配
分
（
以
下
木
号
）

賃
金
体
係

賞
与
と
配
分

労
働
時
間
と
勤
務

職
場
と
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

目
次

嶺

学



賃
金
水
準
は
、
従
業
員
Ⅱ
組
合
員
の
全
体
に
関
係
し
、
直
接
的
に
は
職
場
問
題
の
範
囲
に
入
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
水
準

の
改
訂
は
直
ち
に
配
分
や
賃
金
体
系
と
関
連
し
て
い
る
し
、
Ａ
社
で
も
職
場
の
一
般
組
合
員
の
も
っ
と
も
大
き
な
関
心
事
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
要
求
と
組
合
全
体
の
要
求
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
組
合
執
行
部
が
組
合
員
に
受
け
容
ら
れ
る
よ
う
な
交
渉

に
成
功
し
な
け
れ
ば
、
執
行
部
へ
の
信
頼
が
失
な
わ
れ
て
、
職
場
固
有
の
問
題
に
つ
い
て
組
合
が
関
与
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
賃
金
に
関
す
る
不
満
が
蓄
積
さ
れ
て
ゆ
け
ば
、
協
力
的
関
係
が
崩
れ
、
職
場
問
題
の
処
理
も
平
穏
趣
に
行
な
わ
れ
な
く
な
る
可
能
性

も
あ
る
。
さ
ら
に
賃
上
げ
の
影
響
を
吸
収
す
る
た
め
の
経
営
の
政
策
は
、
後
に
蕊
る
よ
う
に
各
種
の
職
場
問
題
を
派
生
さ
せ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
訳
で
、
賃
金
水
準
と
賃
上
げ
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
く
こ
と
が
必
喪
で
あ
る
。

当
社
の
賃
金
水
準
は
、
大
企
業
の
中
で
も
上
位
に
あ
り
、
組
合
ニ
ュ
ー
ス
は
第
、
表
の
よ
う
な
モ
デ
ル
賃
金
の
対
比
表
を
載
せ
て
い

る
。
組
合
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四
七
年
初
任
給
（
基
準
内
賃
金
）
は
、
高
校
卒
男
子
で
四
万
九
五
○
○
円
、
大
学
卒
男
子
で
六
万
円
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
は
全
国
平
均
を
一
万
円
程
度
上
回
る
も
の
で
あ
る
。
董
た
、
当
社
の
賞
与
の
水
鱸
も
高
い
か
ら
、
賞
与
が
伸
び
悩
ん
だ
昭

和
四
六
年
で
も
、
年
収
は
化
労
研
（
化
学
産
業
労
組
調
査
研
究
会
）
調
査
で
も
、
著
名
な
巨
大
企
業
の
う
ち
上
位
に
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
こ
の
企
業
の
賃
金
水
準
は
高
い
が
、
も
ち
ろ
ん
、
従
業
員
Ⅱ
組
合
員
は
こ
れ
で
満
足
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
組
合
の
活
動
と
し
て
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も
律
員
上
げ
に
も
っ
と
も
期
待
し
て
い
る
㈱

渉
の
相
手
方
で
あ
る
経
営
者
に
も
理
解
で
き
、
少
を
無
理
を
し
て
も
組
合
の
要
求
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
あ
る
程
度
合
理
的

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
」
「
信
用
の
で
き
る
要
求
、
信
用
の
で
き
る
妥
結
、
こ
れ
が
Ａ
労
連
の
進
み
方
な
の
で
あ

る
」
（
昭
和
四
三
年
四
月
）
。
こ
の
立
場
は
、
そ
の
後
も
一
貫
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
要
求
と
妥
結
額
の
推
移
は
第
哩
表

の
と
お
り
で
、
昭
和
四
三
’
四
六
年
に
は
全
く
一
致
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
要
求
が
「
経
営
者
に
と
っ
て
も
理
解
で
き
る
」
か
は
、
も

ち
ろ
ん
問
題
で
あ
る
。
こ
》
」
数
年
の
要
求
根
拠
で
は
、
業
界
の
動
向
や
企
業
の
経
営
状
態
も
他
の
要
素
と
と
も
に
勘
案
さ
れ
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
他
の
賃
金
交
渉
で
一
般
に
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
世
間
相
場
も
組
合
の
報
道
に
よ
る
と
交
渉
過
程
で
金
額
決
定
に
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
。

第13表昭和46年モデル賃金

多
数
の
同
業
会
社
が
同
じ
地
区
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
事
情
や
、
関
係
労
組
が
、
関
西
地
区
の
同
業
の
労
組
連
絡
体
（
約
三
○
組

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

一一一
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＆
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勧
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妬
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０
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３
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１
９
７
４
９

４
３
３
３
２

５７．Ｅ 55.7

6５．６７４２

若
い
年
齢
層
が
圧
倒
的
な
相
模
工
場
の
場
合
に
も
こ
の
こ
と
が
当
て
は
ま
笏

8２６ 7９－６

1０１２ 9４．７

(注)１京京商工会議所1971年モデル

漬金，製造業，１，０００人以上，
首都圏と対比
２入社年度は学校卒業と同時に
入社した場合の年度

相
模
工
場
の
場
合
に
も
一
‐
｜
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る
（
第
５
図
）
。

賃
金
改
訂
の
交
渉
は
、
毎
春
中
経
協
の
場
で
、
す
な
わ
ち
争
議
行

為
を
背
景
と
せ
ず
に
行
な
わ
れ
、
こ
れ
が
慣
行
化
し
て
い
る
が
、
こ

の
図
と
同
じ
澗
査
で
は
、
こ
の
穏
健
な
貸
金
交
渉
に
対
し
て
批
判
的

な
意
見
も
回
答
の
四
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
裏
か
ら
一
一
一
一
戸

え
ば
、
大
多
数
の
組
合
員
は
、
執
行
部
の
態
度
を
支
持
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。

単
一
化
以
前
の
機
関
誌
に
は
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
要

求
額
は
組
合
員
に
も
納
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
ま
た
交
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社
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保
障
の
充
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公
害
対
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物
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下
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の
充
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消
化
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(注）Il1ML支部（||M和４７ 年７月）Ｎ－７７８



お
り
、
賃
上
げ
の
傾
向
に
つ
い
て
或
程
度
見
通
し
が
つ
い
た
時
期
で
あ
り
、
金
額
が
具
体
的
に
参
照
さ
れ
る
よ
り
は
、
前
年
と
の
高
低
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

上
記
の
点
と
関
連
し
て
、
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
れ
、
世
間
相
場
ｌ
前
年
妥
結
額
に
く
ら
べ
て
ど
う
か
程
度
の
も
の
ｌ
を
無
視
す
る
こ

と
は
信
頼
関
係
を
危
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
Ａ
の
労
使
に
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
交
渉
が
難
行
し
、
要
求

と
妥
結
に
ず
れ
の
出
た
昭
和
四
七
年
の
交
渉
に
は
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
る
。
「
組
合
。
（
組
合
は
）
終
始
、
労
使
の
信
頼
関
係
の

上
に
立
っ
て
、
話
し
あ
い
の
中
で
問
題
の
解
決
を
は
か
っ
て
き
た
し
、
今
後
も
こ
の
姿
勢
は
つ
ら
ぬ
い
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
も
十
分
勘
案
願
い
（
要
求
ど
お
り
の
金
額
を
示
し
て
欲
し
い
）
」
「
会
社
。
会
社
と
し
て
も
、
組
合
が
い
わ
れ
た
労
使
の
信
頼
関

峨
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

五

第14表賃上げの》伏況

同業大手
８社平均

要求ｌ妥結

昭和43年IIHi

４４

４５

４６

４７

４月

５０７０

７３５０

9930

12017

12547

5,000

７，６００

9,200

121500

13,500

17,600

5,000

７，６００

9,200

12,500

12,700

16,50Ｃ

合
）
を
組
織
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
春
の
賃
上
げ
の
時
期
に
は
労
使
そ
れ
ぞ
れ
に
情
報
交
換
が
お

こ
な
わ
れ
て
、
結
果
的
に
類
以
し
た
妥
結
額
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
社
は
、
同
業
者
間
の

賃
上
げ
額
の
比
較
で
は
、
プ
ラ
イ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
に
近
い
か
ら
、
同
業
他
社
の
妥
結
金
額
は
参
照

で
き
ず
、
他
の
一
般
的
世
間
相
場
の
動
向
が
、
交
渉
過
程
で
参
照
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
組

合
員
向
け
ニ
ュ
ー
ス
に
掲
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
四
六
年
、
四
七
年
の
場
合
、
交
渉
過
程
で
次

の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
四
六
年
の
場
合
会
社
側
が
、
家
電
、
味
の
素
、
鉄
鋼
の
回
答
が
渋
い
こ
と
を
指
摘

昭
和
四
七
年
の
場
合
組
合
員
が
鉄
鋼
等
の
回
答
が
前
年
を
上
回
っ
て
い
る
と
主
張

ま
た
、
妥
結
の
時
期
を
み
る
と
、
四
六
年
の
場
合
、
化
学
大
手
、
鉄
鋼
の
後
で
、
電
機
、
私
鉄

の
前
と
な
っ
て
お
り
、
四
七
年
の
場
合
、
鉄
釧
の
後
で
電
機
と
ほ
竺
川
時
、
私
鉄
の
前
と
な
っ
て



峨
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レ
ベ
ル
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諸
問
題
の
処
理
方
式

一ハ

係
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
た
い
せ
つ
に
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
過
去
の
実
績
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
だ
と
思
う
。
」

要
求
額
と
妥
結
額
が
一
致
ま
た
は
近
似
し
て
き
た
理
由
と
し
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
組
合
が
会
社
の
業
紙
と
見
通
し
を
考
慮
し
て
現

実
的
な
要
求
を
出
し
て
い
る
こ
と
と
、
労
使
協
力
関
係
へ
の
配
一
魔
の
ほ
か
、
配
分
の
内
容
が
相
当
部
分
事
前
に
専
門
委
員
会
で
合
意
に
達

し
て
お
り
、
こ
れ
に
無
本
給
改
訂
の
前
年
の
実
績
を
勘
案
す
る
と
、
実
際
上
交
渉
す
べ
き
金
額
の
帆
は
か
な
り
小
さ
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
組
合
要
求
は
、
次
の
よ
う
な
形
式
で
お
こ
な
わ
れ
る
。

昭
和
四
七
年
度
定
期
昇
給
を
含
む
給
与
増
額
（
要
求
）

昭
和
四
八
年
度
定
期
昇
給
を
含
む
給
与
増
額
（
要
求
）

紺
合
員
一
人
平
均
一
万
三
五
○
○
円

組
合
員
一
人
平
均
一
〃
七
六
○
○
円

一
定
則
昇
給
は
、
賃
金
調
査
委
員
会
の
結
論
に
基
づ
き
、
実
施
一
配
分

す
る
こ
と

配
分
は
、
賃
金
増
額
要
求
の
妥
結
後
中
央
経
協
に
お
い
て
慎

二
一
律
一
五
○
○
円
、
な
ら
び
に
塊
基
本
給
の
三
％
を
墹
額
す

重
に
検
討
協
議
す
る
。

る
こ
と

定
期
昇
給
お
よ
び
こ
れ
に
伴
う
補
正
、
扶
養
手
当
の
増
額
、

三
職
務
手
当
の
源
資
を
一
人
当
た
り
五
五
○
○
円
増
額
す
る
こ

住
宅
手
当
の
増
額
は
、
賃
金
調
査
委
員
会
の
結
論
に
基
づ
き

と
（
た
だ
し
、
職
級
進
級
に
要
す
る
源
資
は
別
と
す
る
）

実
施
す
る
こ
と

四
扶
養
手
当
は
、
妻
以
外
の
扶
瀧
親
族
二
人
ま
で
一
人
に
つ
き
二
実
施
川
Ⅱ
四
月
一
一
五
ｎ
分
給
料
よ
り

二
○
○
○
円
、
一
一
一
人
目
以
降
一
人
に
つ
き
一
五
○
○
円
に
増
一
一
一
要
求
提
出
日
三
月
二
一
一
日

額
す
る
こ
と

五
そ
の
他
、
賃
金
調
査
委
員
会
の
結
論
に
基
づ
く
補
正
を
実
施
す
―



す
な
わ
ち
、
要
求
は
定
昇
込
象
の
一
人
平
均
引
上
額
で
あ
る
が
、
四
七
年
度
の
場
合
で
は
、
配
分
の
大
部
分
を
指
定
し
て
い
る
こ
と
に
た

る
。
こ
の
う
ち
、
定
期
兇
給
、
補
正
、
手
当
の
州
額
に
つ
い
て
は
、
邪
前
に
専
門
委
員
会
で
了
解
が
つ
い
て
い
る
。
四
八
年
度
の
場
合

は
、
専
門
委
員
会
で
了
解
し
て
い
る
部
分
以
外
は
妥
結
後
協
議
で
、
そ
れ
ま
で
は
不
確
定
な
部
分
が
多
か
っ
た
。
要
求
金
額
が
噸
加
し
た

た
め
、
職
務
手
当
、
基
本
給
定
額
部
分
、
同
定
率
部
分
の
割
振
り
が
組
合
に
と
っ
て
も
微
妙
な
も
の
と
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
賃
上
げ

額
の
配
分
紡
果
は
第
嘔
表
の
と
お
り
で
、
四
四
’
四
七
年
に
つ
い
て
熱
れ
ば
、
そ
の
方
式
は
お
お
む
ね
安
定
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
配

分
の
方
式
を
大
き
く
変
更
す
る
の
で
な
い
限
り
、
交
渉
に
よ
り
決
定
す
る
金
額
幅
は
小
さ
い
』
」
と
に
な
ろ
う
。

配
分
に
関
し
て
は
、
専
川
委
員
会
の
事
前
の
了
解
が
こ
の
企
業
の
紳
徴
で
あ
る
。
四
七
年
の
要
求
の
場
介
で
は
組
合
の
要
求
で
配
分
の

大
部
分
が
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
個
人
に
と
っ
て
こ
れ
で
賃
金
が
い
く
ら
に
な
る
か
、
計
算
す
る
こ
と
か
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
は
定

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

七

］
わ
こ
、
と

（
実
施
期
日
）

四
月
二
五
［

（
要
求
提
出
日
）

一
一
一
［
月
二
二
［

四
八
年
は
そ
の
後
、
小
火
経
営
脇
》

合
は
即
刻
次
の
配
分
案
を
提
示
し
た
。

一
定
期
昇
給
は
、
捕
箙
を
含
め
実
』

一
定
期
昇
給
は
、
補
耐
を
含
め
実
施
す
る
こ
と

｜
一
雄
本
給
一
律
二
○
○
○
円
お
よ
び
三
％
の
引
上

三
職
務
手
当
一
人
当
り
六
○
○
○
円
増
額
（
職
級
進
級
源
資
を

除
く
）

小
火
経
営
協
議
会
の
場
の
剛
体
交
渉
で
組
合
員
一
人
当
り
一
万
六
五
○
○
円
の
金
額
に
つ
い
て
合
意
に
還
し
、
組

四
月
二
五
日
分
給
料
か
ら

一
一
一
月
二
二
日

四
扶
養
手
当
、
妻
を
八
○
○
○
円
と
す
る

五
貨
金
稠
査
委
員
会
の
結
論
に
よ
り
住
宅
手
当
を
琳
額

六
そ
の
他
の
塒
額



第15表賃上げ額の配分の榧移 (円〕

44年’４５年’４６年’４７年 48年

定期昇給

定期昇給に伴う補正

一律増額定額分
唾本給）

定率分

職務手当増額

職務手当の職級進級源資

諸手当の増額

その･他

計

1,950 1,950 １，９５０

８５

１，５００
(3％）

１，４４２

５，０３０

２５５

(庄寵Ｆ淵）
５３０

〔補正）

１，７０８

」２，５００

２，０５０

ｍ

１，５００

(3％

１，５８２

４，６００

４５６

(扶澱手当）
７９４

(柵正）
１，７０８

１２，７００

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

０鋼
一
Ｍ
纈
汕
迦
鏥
而
曄
瓢

２
２
Ｌ
ａ

１
１
６

Ｊ
③
糊
、
１

％
鹸
鰹
伽

く ３

１１４５Ｃ
(3.5％）

１，３３５

2,050

１，３００

(3％）
１，３３４

３，０００

１２０

(扶拙手当）
８３１

(柿1，６６５

９，２００

(住宅手当）

４３０

(hli正）３８５

７，６００

(注〕－はゼロまたは公表されていないもの

八

期
昇
給
に
査
定
部
分
が
あ
る
こ
と
、
職
務
手
当
の
金
額
が
職
級
ご
と
に
い
く

ら
に
な
る
か
不
明
な
こ
と
、
補
正
が
具
体
的
に
ど
う
な
る
か
明
ら
か
で
な
い

こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
例
年
の
交
渉
経
過
で
は
、
一
人
当
り
金
額

が
組
合
の
要
求
と
同
一
ま
た
は
類
似
し
た
金
額
に
決
雲
っ
た
あ
と
、
同
じ
経

協
の
場
で
会
社
側
が
配
分
を
明
ら
か
に
し
、
組
合
側
は
質
問
に
よ
り
そ
の
詳

細
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
協
議
よ
り
は
報
告
に
近
い
零
朋
気
で
行
な

わ
れ
て
い
る
。
、
も
っ
と
も
、
組
合
の
配
分
に
関
す
る
要
求
（
具
体
的
金
額
表

示
を
と
ら
な
い
も
の
）
が
あ
る
際
、
屯
お
お
む
ね
こ
れ
を
会
社
側
が
受
け
入
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
配
分
の
詳
細
が
川
ら
か
に
な
る
が
、
》
」
の
段

階
で
も
な
お
個
人
の
賃
金
は
査
定
部
分
な
ど
が
あ
る
か
ら
、
具
体
的
な
金
額

は
支
払
を
受
け
て
か
ら
し
か
解
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
、
も
っ
と
も
そ
の
帆
は

次
項
に
述
べ
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
大
き
く
な
い
。

Ａ
の
賃
金
改
訂
交
渉
で
は
、
要
求
の
決
定
か
ら
妥
結
に
い
た
る
ま
で
、
中

央
執
行
部
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
点
で
蝿
個
別
職
場
の
蕊
求
ｌ
仕

事
の
遂
行
に
伴
う
も
の
が
当
然
反
映
さ
れ
よ
う
ｌ
を
積
上
げ
為
方
法
を
と

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
執
行
部
は
組
合
員
Ⅱ
従
業
員
の
世
間
相
場
に
対
す

る
関
心
や
生
活
実
感
に
伴
う
要
求
を
推
測
し
、
そ
の
支
持
が
得
ら
れ
る
よ
う

咄



Ｂ
経
過
と
組
合
の
態
度

当
社
の
戦
後
の
賃
金
体
系
は
、
大
企
業
に
お
け
る
一
般
的
傾
向
と
並
行
し
た
動
き
を
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
社
史
に
よ
る
と
、
戦

後
、
多
様
な
生
活
絵
的
手
当
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
当
社
の
賃
金
は
、
昭
和
二
一
一
年
二
月
電
魔
型
（
年
齢
給
、
家
族
絵
、
勤
続
給
お
よ
び

能
力
給
）
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。
し
か
し
、
当
時
一
一
五
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
能
力
給
部
分
（
鏑
六
脚
の
個
別
給
で
あ
ろ
う
）
ば

二
六
年
に
は
六
○
％
に
端
大
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

二
四
年
協
約
（
一
二
月
締
結
）
に
よ
る
と
、
「
会
社
は
組
合
員
の
能
率
、
技
能
及
び
勤
怠
等
を
考
慮
し
、
原
則
と
し
て
毎
年
四
月
に
昇
給
を

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

九

に
要
求
し
交
渉
を
ま
と
め
て
き
た
。
こ
の
方
式
は
、
職
場
で
は
な
く
、
ま
ず
従
業
員
全
体
の
利
益
を
代
弁
す
る
も
の
と
し
て
執
行
部
が
行

動
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
．
要
求
か
ら
妥
結
讃
で
は
、
会
社
と
藥
負
の
續
關
係
Ｉ
闘
争
対
立
の
防
止
ｌ
を
強
調
し
つ
つ
、
全

般
の
傾
向
を
参
照
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
会
社
も
こ
れ
を
容
認
し
て
き
た
。
配
分
の
う
ち
か
な
り
の
部
分
が
専
門
委
員
会
で
決
定
さ

れ
為
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
．
組
合
は
Ｉ
鑿
支
部
か
ら
上
っ
て
く
曇
鼈
を
、
幹
部
の
判
断
で
協
議
に
も
ち
込
ん
で
お
り
、
こ
れ
霞

で
仕
事
に
関
連
し
た
も
の
も
と
り
上
げ
て
き
た
。
職
場
の
要
望
が
間
接
的
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
も
中
央

の
霊
峰
が
つ
よ
い
と
一
一
一
口
え
よ
う
．
平
均
引
上
額
の
決
定
潔
で
組
合
は
交
渉
的
な
撰
勢
で
臨
む
が
、
配
分
に
つ
い
て
繩
ｌ
奪
門
霧
覺
会

の
決
定
を
薑
の
う
え
ｌ
会
社
の
鍵
示
を
繍
禦
そ
の
瀧
隻
け
入
れ
て
き
た
藝
艸
雌
、
父
柵
職
燭
綱
人
闘
の
多
様
な
’
し
ぽ

し
噸
矛
膳
し
た
ｌ
賃
傘
総
篝
に
関
す
る
票
を
眉
ら
調
整
す
為
よ
り
鰍
、
注
文
灌
付
け
た
上
、
昇
給
考
課
譽
麺
毒
に
任
せ
て
き
た

、
と
い
鰐
Ｚ
ｒ
一
月
充

九
賃
金
体
系



オ６図賃金構成項目の推移

２７年協約24年協約
現行協約

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

鵬＞鱗(…
扶鍵手当住宅手当（39年１月説
作業手当役俶付手当
役付手当，作業手当
時間ﾀﾄ手当時間外手当

(注）対応119係が明らかなものは－を付してない

定時''１１外勤務手当

一
○

行
う
。
会
社
は
昇
給
そ
の
他
個
別
的
査
定
を
行
う
に
当
っ
て
は
、
予
め
連
合
会

と
協
議
し
て
そ
の
了
解
を
得
た
査
定
基
準
に
基
い
て
実
施
す
る
」
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
定
期
昇
給
が
制
度
化
さ
れ
、
組
合
の
関
与
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
二
六
年
一
○
月
の
ベ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
交
渉
を
機
会
に
賃
金
体
系

の
変
更
が
お
こ
な
わ
れ
、
社
史
は
「
こ
こ
に
戦
後
の
生
活
給
体
系
を
清
算
す
る

こ
と
に
な
っ
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。
鬮
産
型
の
生
活
絵
体
系
の
清
算
が
、
当

社
労
使
間
の
基
本
関
係
の
成
立
と
平
行
し
て
起
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
二
六
年
の
制
度
変
更
に
あ
た
っ
て
、
会
社
側
は
年
齢
給
、
勤

続
絵
を
廃
止
し
て
個
別
絵
に
繰
入
れ
、
個
別
絵
を
労
働
の
質
と
獄
に
応
じ
た
も

の
に
近
づ
け
る
こ
と
を
主
張
し
、
結
果
的
に
は
年
齢
給
の
基
本
部
分
の
個
別
給

繰
入
れ
が
行
な
わ
れ
残
さ
れ
た
部
分
の
名
称
も
変
っ
た
。
そ
の
幟
か
、
臓
邨
技

能
に
関
す
る
手
当
も
個
別
絵
に
繰
入
れ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
組
合
史
は
、

そ
れ
ま
で
の
制
度
を
継
承
す
為
－
方
、
個
別
給
部
分
が
増
加
し
た
た
め
、
「
職

務
の
価
値
と
出
来
栄
え
に
応
ず
る
賃
金
制
度
へ
の
移
行
の
素
地
を
作
っ
た
」
と

評
価
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
組
合
側
が
制
度
変
化
に
つ
い
て
よ
り
慎
重
で
あ

っ
た
と
は
い
え
、
「
合
理
的
」
賃
金
制
度
の
イ
メ
ー
ジ
は
一
致
し
て
い
た
。
具

体
的
に
は
、
基
本
給
部
分
を
増
大
し
、
定
期
昇
給
の
運
用
に
よ
っ
て
、
そ
の
方



職
務
手
当
が
導
入
さ
れ
る
前
の
昭
和
四
二
年
二
月
の
Ａ
労
連
の
調
査
（
数
え
年
三
○
才
以
下
の
組
合
員
七
一
一
一
七
名
）
に
よ
る
と
、
賃

金
体
系
に
対
す
る
こ
の
層
の
考
え
方
は
第
嘔
表
の
と
お
り
で
、
設
問
に
誘
導
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
じ
仕
事
を
し
て
い
て
も

年
齢
が
高
ま
れ
ば
賃
金
が
上
る
方
が
よ
い
と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
。
こ
の
調
査
の
解
説
に
は
「
当
初
の
予
想
で
は
若
い
人
は
も
っ
と
職

務
給
を
望
ん
で
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
」
と
あ
る
（
昭
和
四
三
年
四
月
機
関
誌
）
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
引
用
し
て
い
る
、

職
場
レ
ベ
ル
の
藷
問
題
の
処
理
方
式

一
一

向
に
接
近
で
き
る
と
、
当
時
労
使
が
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
定
期
昇
給
制
の
運
用
が
年
功
的
に
過
ぎ
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
基
本
給
部
分
が
昭
和
三
五
年
に
「
職
能
等
級
制
」
に
改
め
ら

れ
た
。
「
こ
れ
は
全
従
業
員
を
「
職
種
」
に
よ
っ
て
三
つ
の
系
列
に
分
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
職
務
能
力
に
基
い
て
進
級
並
び
に
昇
給
の
運
営
を

行
な
お
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
（
社
史
五
三
一
ペ
ー
ジ
）
。
し
か
し
こ
の
制
度
に
つ
い
て
も
再
び
年
功
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
出

て
、
「
職
務
手
当
」
が
採
用
さ
れ
（
昭
和
四
四
年
四
月
）
、
賃
上
額
の
配
分
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
手
当
の
比
重
が
漸
次

高
ま
り
、
基
準
内
賃
金
に
占
め
る
割
合
は
昭
和
四
五
年
の
八
％
か
ら
四
七
年
の
一
八
％
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
賃
金
体
系
は
生
活
給
的
な
も
の
か
ら
、
仕
事
と
能
力
を
中
心
と
し
た
も
の
に
漸
次
移
行
し
て
い
る
が
、
組
合
は
、
こ

の
両
耐
を
代
表
す
る
意
見
の
調
蜷
に
追
わ
れ
て
、
仕
珊
と
能
力
に
施
点
を
お
き
つ
つ
、
化
活
給
的
要
素
も
或
程
度
配
慮
す
る
よ
う
な
政
策

を
と
っ
て
き
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
四
年
度
運
動
方
針
の
中
で
、
「
職
務
手
当
の
新
設
は
、
い
い
か
え
れ
ば
職
務
給
の
一
部
灘

●
Ｂ
Ｇ
■
●
Ｃ
ｓ

入
で
す
が
、
こ
れ
は
昭
和
一
一
一
五
年
の
職
能
給
化
以
来
一
○
年
目
の
画
期
的
な
改
正
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
組
合
は
長
年
「
仕
噸
に
見
台

■
●
わ
●
■
■
●
●
■
■
⑰
◆

う
賃
金
」
を
要
望
し
て
き
ま
し
た
が
、
い
よ
い
よ
そ
の
紺
に
つ
い
た
と
い
え
ま
す
」
（
傍
点
筆
者
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
後

者
に
つ
い
て
も
職
務
手
当
の
検
討
の
中
で
「
賃
金
は
私
た
ち
の
生
活
そ
の
も
の
で
あ
る
」
（
組
合
一
一
ユ
ー
ス
昭
和
四
三
年
一
一
月
六
日
）

の
よ
う
な
主
張
が
承
ら
れ
る
。



第16表「あなたは、(|:螺と賃金の関係についてどのように考えますか｡」

男女計｜男
１００１０Ｃ計

１同じ仕事をしている限り，年齢に関係なく同じ賃金にすべ

きであり，年をとったとき賃金が上らなくても止む左得ない

〔職務給型〕

２同じ仕事をしていても,年齢が増せば賃金は上る方がよい，

そのためには若いときの賃金は多少低くてもやむを得ない

〔年功型〕

３同じ仕事をしている限り，年齢に関係なく同じ賃金にすべ

きであるが，年齢によってある程度の差はつけた方がよい

〔混合型〕

〔無回答〕

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

4-5５

6163７

5７雛

－
２

２５

(注）１Ａ労述42年11月調査，数え年30才以下

２〔〕内は組合の解説による

一
一
一

相
模
支
部
の
（
調
査
職
務
手
当
導
入
後
約
四
年
）
で
は
、
現
在
の
賃
金
制

度
に
満
足
し
て
い
る
者
、
不
満
な
者
が
相
半
ば
し
て
い
る
。
一
般
組
合
員

の
中
に
は
、
平
均
的
に
は
仕
事
に
見
合
っ
た
賃
金
に
徹
底
す
る
こ
と
に
対

す
る
危
倶
が
続
い
て
い
る
と
承
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
相
対
的
に

若
い
年
齢
層
●
’
も
、
仕
事
に
見
合
う
賃
金
と
い
う
方
向
に
同
意
し
つ
つ
・
も
、

基
本
給
と
定
昇
が
ｊ
も
つ
、
従
業
員
と
し
て
の
生
活
保
障
的
な
役
割
を
な
お

評
価
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
（
第
Ⅳ
表
）
。

そ
こ
で
、
従
業
員
と
し
て
の
生
活
保
障
的
な
面
に
つ
い
て
は
組
合
木
部

龍17表「現在あなたのもらっ

ている給与をあなたの仕事や

成果にくらべてどう思います

か｡］

答｜比率回

100.0

(773）

8.4

28.8

33.2

21`0

８．５

計

適当である

まあまあ適当である

わからない

やや不適当である

不適当である

(注）相模支部昭和47年７児



そ
の
ほ
か
、
生
活
絵
的
手
当
で
あ
る
、
住
宅
手
当
お
よ
び
扶
養
手
当
が
、
こ
こ
数
年
の
物
価
騰
貴
の
中
で
、
何
回
か
改
訂
さ
れ
て
い

為
。
具
体
的
に
は
第
四
表
の
と
お
り
で
、
い
ず
れ
も
専
門
一
委
員
会
で
結
論
に
達
し
て
い
る
。
な
お
、
住
宅
手
当
は
、
表
の
基
本
額
の
ほ
か

家
賃
負
担
の
多
い
者
に
つ
い
て
、
最
高
限
度
内
で
加
算
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
最
高
限
度
は
東
京
都
の
象
に
つ
い
て
や
や
高
く
、
各
醐
場

の
お
か
れ
て
い
る
地
域
的
な
実
情
が
反
映
さ
れ
る
仕
組
糸
に
な
っ
て
い
る
。

引
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、
生
活
“

蝋
次
の
よ
う
な
点
で
活
動
を
行
な
っ
て
き
た
。

基
本
給
に
つ
い
て
は
、
賃
上
げ
の
配
分
に
お
い
て
定
額
と
定
率
を
組
象
合
わ
せ
、
若
年
層
と
中
高
年
齢
層
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
と
う
と
し

て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
こ
れ
に
伴
い
昇
給
の
頭
打
ち
の
緩
和
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
予
め
制
度
の

説
明
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
給
の
「
職
能
等
級
」
ご
と
に
「
限
度
韮
本
給
」
お
よ
び
「
限
度
年
齢
」
が
設
け
ら
れ
、
昇
給
些

準
額
は
こ
の
二
つ
の
限
度
の
両
方
を
超
え
る
と
段
階
的
に
低
下
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
第
嘔
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

職
場
の
中
堅
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
こ
の
二
つ
の
限
界
に
達
し
不
利
な
扱
い
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
を
昭
和
四
七
年

度
賃
金
改
訂
に
あ
た
り
組
合
が
指
摘
し
て
頭
打
ち
の
改
善
を
図
っ
た
。
も
っ
と
も
限
度
基
本
給
は
例
年
一
般
の
基
本
給
の
定
額
、
定
率
で

韮
本
給
部
分
は
、
「
職
能
等
級
制
」
に
よ
っ
て
い
る
が
、
年
功
的
に
過
ぎ
る
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
醐
務
手
当

の
比
重
は
高
ま
っ
た
も
の
の
、
賃
金
構
成
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
仕
事
の
量
、
質
、
職
務
能
力
と
の
対
応
と
い
う
基
本
給
を
め
ぐ
る

面
の
問
題
点
は
依
然
持
ち
越
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
「
職
能
等
級
制
」
は
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
三
系
列
別
に
従
業
員
駈
級
別
す
為
よ

う
に
組
承
立
て
ら
れ
て
た
が
、
系
列
区
分
は
実
質
上
、
男
、
女
、
特
殊
勤
務
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
誉
ず
男
女
間
の
零
ハ
ラ
ン
ス
が
適
切
で

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

一一一一

目
基
本
給
と
昇
給
考
課



第18表基本給昇給基illA

(Ａ系列）

灘|麺臘ｌ１ｉＩＭ:|繍|鍵響繍鯲鰯
’（円）’（円）’（才）’（円）’（円）’（円）

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

（円）
750１

８５０

９５０

１，１００
１，２５０
１，４５０

の
色
』
Ｏ
Ｕ
４
朝
巨
Ｊ
｜
行
、

５００

５５０

６５０

７５０

56,400

63,000
70,300
77,０００

７００

８００

９００

１`０５０

狸
一
蝿
獅
一
順

皿
一
鋤
痂
而

７１１，７００１８４，３００１４８１１，２００１1,0()Ｏ
Ｒｌ２０００１９１３００１４８１14001１．２()0

９１２，３００１１０５，３００ 5２１１，６００１１，４０Ｃ

1０１２，６００１１１８，５００１５２１１，８００１１，６００

1１１３，０００’１３１，８００１５２１２１１００１１，８００
１２１３１５００１１４５．３００１５２１２，４００１２１００

1３１４，０００１１７１，５００１５２１２，８００１2,400

(Ｂ系列）

鰄橇,,1,蝋
限度蕪本給及び限度年齢に還した後
の昇給鑓準額限度

鎚本給
限度
年llih

３イド間 |次の７年間） それ以降

，’５野)’-1円)|(工）
２ ６５０１－｜－
３７５０１４８，７００３８
４１８５０１52,000’３８
５１１，０５０１５６，５００１４２
６１１，２５０１６０，０００’４２

(円〕 (円）１（円）

6ISp 4５０１４００

５００１４５０
６５０１５５０

60C

75C

qO(〕

450

550

650750

７１１，４５０１６３，４００１４２１ＬＯ５Ｃ 900１７５０

(Ｃ系列）

限度基本給及び限度年齢に達した後
の昇給基準額
３年間１次の７年間｜それ以降

蕊爆

給
額

円
０

準 1堰度
雌本給

限度
年齢

１
ｌ
Ｚ
ｌ
３

Ａ系列及びＢ系列を参考にして適宜決定する。４１８５０

５１９５０
６１１，１００

1,250

1,450

1,700
2,000

７
’
８
’
９
－
ｍ

四

(注）１昭和45年３月27日付労働協約書。１１[｛腱昇給額はその鱗改訂。

２４７年度より昇給jiLMli額をＬ５倍としＢ列１，こ8級をlllえﾌﾟこ



あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
同
等
の
仕
事
に
関
し
て
女
子
の
昇
給
額
や
水
準
が
低
い
こ
と
、

鮒19表生活手当の改訂経過

が
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
中
学
卒
四
年
で
高
校
卒
初
任
給
、
高
校
卒
五
年
で
大
学
卒
初
任
給
で
あ
る
か
ら
、
企
業
内
経
験
年
数
が
就

学
年
数
よ
り
低
い
評
価
に
な
っ
て
お
り
、
な
お
不
満
を
残
す
可
能
性
は
あ
る
。
こ
の
種
の
是
正
は
、
社
会
一
般
の
賃
金
の
実
態
を
参
照
し

て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
よ
う
で
、
そ
れ
な
り
に
基
準
が
明
確
で
あ
り
、
一
つ
の
是
正
の
次
に
他
の
是
正
が
必
要
と
な
る
矛
盾
を
含
鋺
つ
っ

も
（
第
別
表
）
、
街
金
調
査
委
員
会
で
、
一
般
組
合
員
の
意
見
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
、
結
論
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
方
、
組
合
本
部
に
よ
れ
ば
、
こ
の
制
度
で
は
、
「
職
掌
」
区
分
が
な
い
た
め
、
研
究
、
技
術
な
ど
の
能
力
あ
る
者
の
処
遇
が
不
十
分

と
な
り
、
頭
脳
流
出
を
招
く
こ
と
が
一
つ
の
欠
点
で
あ
る
。

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

一
五

扶菱手当
（妻）年次｜(,止艤識額）

(１，０００）
↓

２，０００
44年度

4５

４６

４７

４８

(3,000）
↓

５，０００

８０００

3,000

5,ＯＯＣ

仕
事
に
関
し
て
女
子
の
昇
給
額
や
水
準
が
低
い
こ
と
、
お
よ
び
等
級
の
昇
進
に
限
度
が
あ
る
こ

と
が
、
こ
れ
ま
で
と
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
つ
ぎ
に
、
級
別
は
、
学
歴
と
関
連
し
て
い
て
、
新

規
学
卒
者
は
、
学
歴
に
応
じ
一
年
ま
た
は
二
年
の
未
格
付
期
間
を
経
た
後
一
定
の
等
級
に
編
入

さ
れ
、
Ａ
系
列
で
は
、
そ
れ
か
ら
三
’
四
等
級
は
標
準
者
の
場
合
四
年
ご
と
に
自
動
的
に
等
級

を
進
む
（
第
７
凶
）
。
そ
う
す
る
と
、
少
な
く
と
も
勤
続
一
○
年
位
ま
で
は
高
い
学
歴
の
者
の

方
が
有
利
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
学
歴
別
格
差
が
大
き
過
ぎ
る
と
い
う
不
満
が
起
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
毎
年
の
賃
上
げ
の
配
分
の
中
の
「
補
正
」
等
と
し
て
修
正
さ
れ
た
。
そ
の
内
容

は
複
雑
で
あ
る
が
、
初
任
給
と
在
籍
者
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
維
持
（
こ
れ
は
、
在
籍
者
の
賃
金
上

昇
が
大
き
い
た
め
前
年
度
採
用
者
の
賃
金
を
引
上
げ
る
も
の
）
、
中
だ
る
ゑ
の
是
正
（
こ
れ
は

賃
上
げ
幅
が
最
近
大
き
く
な
っ
た
こ
と
と
定
額
増
額
の
影
響
で
あ
ろ
う
）
個
別
に
生
じ
た
不

均
衡
の
是
正
の
ほ
か
、
最
近
で
は
、
昭
和
四
七
年
度
を
中
心
に
学
歴
間
男
女
間
の
格
差
の
修
正



て
も
各
等
級
ご
と
の
昇
給
基
準
瀬
の
上
下

に
鵬
を
つ
け
る
が
、
そ
の
幅
が
狭
す
ぎ
る
と
受
取
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
第
７
図
に
示
し
た
よ
う
に
、
入
社
後
の
一
○
年
程
腱

は
、
臓
能
等
級
の
進
級
が
Ⅲ
動
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
基
本
給
も
お
お
む
ね
勤
続
年
数
に
対
応
し
た
も
の
と
な
ろ
う
。
一
方
、
こ
の
年
限

を
超
え
る
と
研
究
技
術
の
分
野
に
限
ら
ず
上
位
の
職
務
の
数
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
能
力
が
あ
っ
て
も
幟
務
上
の
昇
進
が
で
き
ず
、

こ
れ
が
、
職
能
等
級
の
進
級
の
支
障
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
組
合
木
部
の
Ⅱ
断
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
昭
和
四
六
’
四
七

年
の
撹
金
調
査
委
員
会
で
は
、
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
と
組
合
一
一
ユ
ー
ス
鍬
報
じ
て
い
る
。

「
剛
合
…
現
在
の
職
能
等
級
制
度
の
運
営
が
画
一
的
、
年
功
中
心
に
行
な
わ
れ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
今
後
職
務
能
力
に
錐
づ
い
た

運
営
を
要
望
す
る
。
」
「
会
社
…
多
少
画
一
的
な
面
も
あ
る
が
、
若
干
ふ
る
い
わ
け
は
や
っ
て
い
る
。
従
っ
て
一
○
年
以
上
た
て
ば
、
個
人

差
は
出
て
き
て
い
る
…
…
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
職
能
等
級
と
職
務
手
当
の
職
級
と
の
関
係
に
基
づ
い
て
運
営
す
る
こ
と
を
考
え
て
い

オ７図職能諜級の関ｊｌＵ

Ａ（男）

職
錫
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

t一噸…

「
－
－
１
－
】

一
年
一

一
（
二
一

一
牢
一

一
校
一

宝
筒
一

‐「‐‐←←Ｉｌ
ｎニーレーハ。

↓

４
Ｊ

５〈－－大学卒２年

↓

６
’

が咀鰔|;kllii1能等級
側:lきuml的昇級

号

一
一
ハ

以
上
は
、
系
列
の
設
定
と
そ
の
中
の
昇

給
基
準
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
組

合
本
部
に
よ
れ
ば
第
二
の
問
題
は
昇
給
の

運
用
に
個
人
の
能
力
や
業
絞
を
十
分
に
反

映
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
点
で
あ
る
。
賃

金
改
》
訂
に
あ
た
っ
て
定
率
、
定
額
に
よ
る

基
本
給
の
引
上
部
分
が
定
昇
に
よ
る
よ
り

大
き
い
（
第
遁
表
）
し
、
ま
た
定
鼎
に
つ
い



鮒20表膿本給補正梢i1fの推移

昭和43年度

１高卒３年，６年，中学卒５年，９年の者を対象に是正

２４２年度初任給を抑えたため，４１年度入社者と均衡を保つ

３個別に著しく不均衡な者の是正

昭和44年度

１前年度２と同趣旨

２iilii年ｌＵｌＥ３と同じ

３Ａ系列６，７，８級の寵長旅

昭和45年度

１高卒女子入社年次36年以降の者につき逓減的に補正

２４３年度２と同趣旨

３４３年度３と同じ

４Ａ系列５級以上の者

昭和46年度

１Ａ系列６級以下，Ｂ系列５級以下について’層別に補正

２４３年度２と同じ

３４３年腱３と同じ

昭和47年度

１勤続の短い中学卒,ｉ1.6率間（ﾀﾞ｣子）男女llUの是正，男子中だお鍬是正

２４３年度２と同じ

３４３年度３と同じ

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

る
」
（
昭
和
四
七
年
三
月
七
日
）
。
会
社
の
こ
の
案
は
、

人
事
考
課
の
整
理
の
方
向
を
示
し
て
い
る
が
、
結
局
、

男
女
別
に
昇
給
基
準
を
設
け
る
方
式
１
１
年
功
的
賃
金

櫛
理
の
典
型
的
な
も
の
ｌ
の
中
で
は
、
仕
聯
と
鵬
〃

に
応
じ
た
賃
金
に
近
づ
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

定
外
制
の
運
用
で
、
仕
珈
や
能
力
を
反
映
さ
せ
よ
う

と
す
れ
ば
、
個
人
の
昇
給
の
基
礎
と
な
る
人
辨
考
課

の
方
式
が
問
題
と
な
為
。
実
際
、
こ
こ
二
’
一
一
一
年
人

事
考
課
の
方
式
お
よ
び
結
果
の
扱
い
が
問
題
と
な
っ

た
。
組
合
中
央
で
は
、
組
合
員
の
意
見
が
対
立
す
る
こ

と
か
ら
、
従
来
、
賃
金
は
個
人
の
秘
密
と
い
う
や
虫
特

異
な
態
度
を
と
っ
て
き
た
。
組
合
の
こ
の
態
度
は
、
主

と
し
て
、
人
事
考
課
に
よ
る
昇
給
に
関
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

組
合
の
個
人
苦
情
を
取
り
上
げ
て
ゆ
こ
う
と
す
為
方

針
と
、
ガ
ラ
ス
張
り
に
す
れ
ば
か
え
っ
て
不
満
が
で
る

一
七



職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

一
八

と
い
う
判
断
と
は
、
矛
盾
を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
機
関
誌
は
昭
和
四
六
年
の
賃
上
げ
に
つ
い
て
、
対
話
形
式
の

記
蛎
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
僕
（
組
合
調
査
部
）
は
賃
金
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
程
度
ベ
ー
ル
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
方
が
む
し

ろ
い
い
、
あ
ま
り
ガ
ラ
ス
張
り
に
す
る
と
か
え
っ
て
不
満
が
で
る
と
思
う
。
だ
か
ら
、
年
齢
別
賃
金
を
は
っ
き
り
出
せ
ば
、
そ
れ
よ
り
高

い
人
は
い
い
が
、
低
い
人
は
な
ぜ
自
分
だ
け
が
低
い
の
か
と
い
う
疑
問
と
不
満
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
そ
の
人
が
合
理
的
な
理
由

で
低
い
と
し
て
も
、
か
え
っ
て
不
要
な
混
乱
を
お
こ
す
こ
と
に
な
る
」
（
昭
和
四
六
年
九
月
）
。
そ
こ
で
労
組
の
政
策
は
次
の
よ
う
に
な

る
。
「
賃
金
は
あ
ま
り
あ
か
ら
さ
ま
に
公
表
す
べ
き
で
な
い
性
格
が
あ
る
。
労
使
の
賃
金
調
査
委
員
会
で
は
、
非
常
に
詳
細
な
デ
ー
タ
を

作
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
面
を
考
慮
し
て
運
営
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
よ
く
理
解
願
い
、
信
頼
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
（
昭
和
四
五
年
八
月

中
央
大
会
に
お
け
る
、
賃
金
資
料
を
も
っ
と
公
表
せ
よ
と
い
う
意
見
に
対
す
為
委
員
長
答
〈
ひ
。
「
…
…
仙
人
の
賃
金
に
対
す
る
苦
憐
や
要

望
は
『
個
人
苦
情
』
と
し
て
各
支
部
の
執
行
部
が
責
任
を
持
っ
て
、
会
社
の
人
事
担
当
者
か
ら
資
料
の
提
出
を
求
め
た
り
、
蚕
た
所
属
課

長
か
ら
説
明
を
受
け
て
、
そ
の
上
で
本
人
の
要
求
が
疋
当
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
修
正
を
求
め
る
し
、
本
人
の
思
い
す
ご
し
や
誤
解
で
あ
れ

ば
、
説
明
し
て
納
得
し
て
も
ら
う
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
本
人
が
不
利
な
扱
い
を
受
け
な
い
よ
う
に
秘
密
を
厳
守

す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
」
（
昭
和
四
七
年
三
月
一
一
一
○
日
、
組
合
ニ
ュ
ー
ス
家
庭
版
）
。
要
す
る
に
こ
れ
ま
で
は
非
公
開
の
専
門
委
員
会
と

苦
情
処
理
が
組
合
の
政
策
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
最
近
、
組
合
が
職
能
等
級
制
の
改
善
を
目
指
す
と
と
も
に
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
人
事
考
課
に
対
す
る
態
度
は
や
や
変
化
し

て
い
る
か
に
ふ
え
る
。
当
社
の
人
事
考
課
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ま
ず
、
職
能
等
級
制
運
用
の
た
め
に
、
昇
給
用
お
よ
び
進
級
用
の
二
種
類

が
必
要
に
な
る
。
こ
の
ほ
か
に
賞
与
の
た
め
年
二
回
、
職
務
手
当
の
運
用
の
た
め
年
一
回
の
考
課
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
役
付
昇
進
に

あ
た
っ
て
も
人
事
考
課
が
あ
り
、
そ
の
体
系
は
複
雑
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
、
目
的
別
評
定
の
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、



職
務
手
当
が
導
入
さ
れ
て
一
層
複
雑
化
し
た
の
で
整
理
が
日
程
に
上
っ
て
い
る
。
さ
て
、
職
能
等
級
制
運
用
の
た
め
の
人
事
考
課
に
つ
い

て
は
、
制
度
導
入
時
（
昭
和
三
五
年
）
組
合
側
専
門
委
員
は
そ
の
内
容
を
承
知
し
て
い
た
。
最
近
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

昇
給
考
課
の
評
定
要
素
は
総
合
評
定
の
部
分
を
除
き
、
第
皿
表
の
例
が
示
す
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
職
能
等
級
別
に
小
項
目
が
異
っ
て

い
る
。
こ
の
着
眼
点
に
よ
り
仕
事
の
実
績
、
服
務
状
態
、
職
務
能
力
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
評
定
尺
度
に
よ
り
点
数
を
つ
け
、
ウ
ェ
イ
ト

を
付
し
て
綜
合
し
、
得
ら
れ
た
結
果
が
昇
給
額
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
進
級
は
こ
の
評
点
が
累
積
さ
れ
て
一
定
の
点
に
な
っ
た
と
こ
ろ

第21表昇給考課の評定要素

剃鍵鰄櫻|,謹磯， ）賊
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

仕斯の実繊｜仕事の成果｜,仕Ｚｌｆの成果

闘
勉
極 Iiil；

調
極
圧

性
性
感

協
勤
紙服務状態
認
カ
カ
カ
カ
カ

職務知

企画

判断

折衝

研究

応用

カ
カ
能

解
断

理
判
技職務能力

つ
け
ら
れ
る
。
進
級
は
こ
の
評
点
が
累
積
さ
れ
て
一
定
の
点
に
な
っ
た
と
こ
ろ

で
、
改
め
て
進
級
考
課
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
際

定
章

め
総
文
は
、
職
務
遂
行
能
力
が
主
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
。
そ
の
着
眼
点

じ
で
て

穐
砂
朴
斗
は
昇
給
に
お
け
る
も
の
と
同
一
で
あ
る
。

騨
趣
密
嶮
最
近
（
昭
和
四
八
年
一
一
一
月
）
、
専
門
委
員
会
で
組
合
側
の
要

繊
辨
》
請
求
に
よ
り
、
以
上
の
方
式
の
主
要
な
部
分
が
例
示
的
に
公
表
さ

鍔
桐
荷
恥
れ
た
・
内
容
は
普
通
の
も
の
で
あ
る
が
、
Ａ
社
一
般
従
業
員
に

職
に
し
項

の
と
付
小
と
っ
て
ば
、
昇
給
額
を
左
右
す
る
重
要
な
手
続
の
概
蕊
が
は
じ

つ
ご
を
の
。

ｗ
蠅
講
玉
踊
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

嘔
鐘
紘
洗
畷
紅
組
合
の
政
策
と
し
て
は
、
考
課
後
、
管
理
者
が
本
人
に
面
接

解
評
唾
討
表
催
し
て
指
導
育
成
に
利
用
す
る
こ
と
を
会
社
側
に
求
め
て
行
く
方

１
２
３

針
の
よ
う
で
あ
る
。
組
合
が
、
人
蛎
考
課
制
度
を
改
善
し
て
》
」

ｊ注く

れ
を
利
用
し
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
一
」
と
は
、
協
力
的
な
関
係

一
九



人
事
考
課
の
第
一
次
評
定
者
は
課
長
で
あ
る
が
、
係
長
（
組
合
員
）
も
組
織
規
定
上
所
属
員
の
勤
務
評
定
に
つ
い
て
所
属
長
に
慰
几
を

具
申
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
昭
和
四
三
年
の
調
査
に
よ
る
と
、
全
社
平
均
で
課
長
一
人
に
組
合
員
一
五
名
で
、
一
般
的
に
は
管
理
者

の
統
率
範
剛
が
狭
く
組
合
員
が
考
課
に
参
加
す
る
こ
と
ば
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
工
場
で
は
平
均
三
○
ｌ
四
○
人
で
あ
る
。
工
場

の
大
き
な
課
で
は
、
係
長
や
職
長
に
考
課
の
実
質
的
な
権
限
を
下
降
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
組
合
員
の
一
部
が
人
事
考
課
を
実

質
上
分
担
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
人
事
考
課
が
、
評
定
者
と
被
評
定
者
の
間
に
対
立
を
起
す
傾
向
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
組
合
の
内
部
運

営
と
し
て
も
、
問
題
を
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
組
合
の
意
図
す
る
よ
う
な
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
て
も
、
個
人
の
査
定
に
不
満
を
感
じ
た
者
が
苦
情
を
提
起
す
る
よ
う
に
な
る
か

ど
う
か
疑
わ
し
い
。
ま
ず
、
上
述
の
よ
う
に
人
事
考
課
に
関
す
る
責
任
の
一
部
が
同
質
性
の
強
い
作
業
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
に
与
え
ら
れ
て

媚
り
、
こ
の
集
団
内
部
の
人
間
関
係
が
調
和
的
で
あ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。
事
実
上
も
そ
の
関
係
は
、
多
く
の
場
合
成
立
し
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
第
盟
表
’
第
妬
表
）
。
仕
事
に
関
し
て
問
題
が
生
じ
て
も
、
こ
の
際
は
、
同
一
作
業
集
団
の
内
部
で
処
理
さ

れ
よ
う
。
人
事
考
課
の
結
果
に
つ
い
て
疑
義
を
提
起
す
る
こ
と
目
体
が
、
職
場
集
団
の
秩
序
に
反
す
る
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
服

場
錐
団
の
雰
凹
気
に
な
じ
ま
な
い
層
も
あ
る
し
、
昇
給
の
た
め
の
考
課
は
、
集
団
内
の
競
争
、
評
定
者
と
被
評
定
者
の
対
立
を
招
き
入
れ

で
、
す

者
と

こ
う
。

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

二
○

の
発
展
と
し
て
興
味
を
ひ
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
昇
給
の
た
め
の
考
課
、
あ
る
い
は
考
課
一
般
は
管
理
者
の
重
要
な
機
能
で
あ
る
が
、
そ

の
基
準
に
側
与
し
、
有
効
に
利
用
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
蕊
考
課
が
窓
観
的
公
正
に
連
用
さ
れ
得
る
も
の

で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
考
課
を
受
け
る
者
に
も
利
益
を
も
た
ら
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
組
合
が
前
提
と
し
て
い
る
筈
で
あ
り
、
ま
た
、
管
理

者
と
一
般
従
業
員
Ⅱ
組
合
員
の
調
和
的
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
情
を
指
摘
し
て
お



第22表「あなたの職場の雰囲気は全１体としてふて次のどれに一番近いでし

ょうかI。（％）

男’女答回

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

計

なごやかな雰囲気である

気まずい雰囲気になることはほとんどない

気まずい雰囲気になることが多い

とげとげしい雰囲気である

無回答

100.0

３６`８

４５．４

１４．４

１．７

１．７

100.0

３６．２

４８．６

１２．１

１．２

１９

１
２
３
４

(注） １Ａ労連昭和42年11月調査

２数え年30才以下

第23表「]職場の人間関係はどうですか｡」（％）

比率

100.0（778）

７．０

61.0

22.0

２．０

７．０

１．０

回答

計

非常によい

一応よい関･係にある

あまりよい関係にない

対立ばかり全くよくない

わからない

その他

（注）Ｉ相模支部昭和4;7年７月

２全員。た興し30才以下が多い

第24表「あなたの職場生活で悩みや苦情が起きたらどうしますか｡」（％）

女男

計

上司に相談す》if）

職場の人達と話し合って解決する

職場の委員など組合役員に相談す愚

自分で解決する

100.0

２７．９

５１．３

４．７

１６．１

100.0

３４．５

３９．１

６．４

２００

(注）１Ａ労連昭和42年調在 ２母集団ば組合員

￣●



第25表「仕事や職場の悩みや不満を誰と相談しますか｡」（％）

計

100.0（778）

１０．２

１３．４

４２．３

０．５

０５

１０．５

４．９

8.0

７．２

男

100.0（364）

１６．８

１５．９

３ｑ５

１．１

０．５

９．３

１．４

１０．４

９３

女

100.0（414）

４．３

１１．１

５２．７

０

０．５

１１．６

８０

５．８

５３

計

上司

職場の先輩

噸場の仲間

組合役員，委員

学校時代の先生

学校の同僚先雅

肉親や親類

相談相手はいない

その他

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

一一一一

る
可
能
Ｊ
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
不
満
は
、
直
ち
に
表
面
化
す
る
こ
と
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
評
定
項
目
と
そ
の
着
眼
点
は
主
観
的
で
あ
り
、
所
属
員
が
そ
の
監
督
者
、
管

蕊
理
者
の
判
断
の
不
当
を
立
証
す
る
こ
と
困
難
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

へ
こ
み

鐸
極
端
に
不
公
平
な
取
扱
が
お
一
」
な
わ
れ
、
、
ま
た
は
そ
う
信
じ
ら
れ
る
場
合
の
ほ
か
は
、

一ⅢⅢ一

綱
苦
情
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
”
ま
い
。

か嚥
白
職
務
手
当

こ
昭
和
四
四
年
度
か
ら
「
職
務
手
当
」
が
導
入
さ
れ
た
。

●
●
●
■
ｂ
●
Ｄ
Ｂ

２
組
台
で
は
、
昭
和
四
一
、
・
く
四
一
一
年
頃
か
ら
賃
金
体
系
の
改
正
を
連
合
会
の
方
針
と
し

て
取
り
上
げ
た
が
、
翌
年
夏
の
単
一
化
大
会
で
具
体
化
に
乗
り
出
し
た
。
こ
の
大
会
の

月
議
案
書
で
は
、
同
盟
の
賃
金
体
系
近
代
化
の
方
針
は
「
仕
事
の
性
質
と
各
人
の
努
力
に

［〉，０

悴
見
合
う
賃
金
」
で
あ
る
と
し
た
後
、
Ａ
社
の
賃
金
体
系
ｊ
も
こ
の
観
点
か
ら
見
直
す
必
要

。ｎ斗｛

聯
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
職
場
か
ら
の
要
求
ｊ
い
）
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
「
時
代
の
流
れ
」

部
（
機
関
誌
昭
和
四
一
一
一
年
四
月
）
を
中
央
で
汲
象
と
っ
た
、
中
央
か
ら
の
政
策
提
起
で
あ

緯
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

［ｎｈ門

，
頑
１
改
善
案
の
作
成
は
労
使
の
専
門
委
員
会
の
場
で
行
な
わ
れ
、
原
案
は
会
社
側
が
準
備

．
『
１
Ｊ

湖
し
た
。
労
使
の
合
理
的
賃
金
体
系
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
近
似
し
て
い
た
た
め
、
慨
し

〃
０
１
，

て
円
滑
に
協
議
が
進
行
し
、
賃
金
調
査
委
員
会
は
、
昭
和
四
一
一
一
年
八
’
九
月
の
正
味
一
一
一



日
間
の
協
議
で
中
間
報
告
と
し
て
、
現
行
職
務
手
当
の
大
要
を
ま
と
め
た
。
問
題
の
重
要
性
の
た
め
、
こ
れ
は
組
合
一
一
ユ
ー
ス
と
し
て
流

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
の
組
合
側
の
要
求
は
、
諸
定
義
（
職
掌
、
職
級
）
、
運
営
要
領
な
ど
を
明
確
に
し
て
ゆ
く
こ
と
、
ベ
ン
チ
マ
ー

ク
職
務
の
格
付
け
に
組
合
が
参
加
す
る
こ
と
、
職
務
手
当
は
漸
進
的
な
拡
大
と
す
る
こ
と
、
配
置
転
換
な
ど
に
伴
う
不
利
を
生
じ
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
基
本
的
総
成
に
関
ろ
も
の
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
会
社
側
が
受
け
容
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
会

社
側
は
、
職
務
の
調
査
を
行
な
い
、
そ
の
実
態
と
組
合
の
要
望
を
容
れ
た
原
案
を
作
成
し
、
専
門
委
員
会
で
二
回
の
協
議
の
後
、
労
使
の

「
格
付
委
員
会
」
で
具
体
的
に
適
用
上
の
問
題
を
協
議
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
結
論
に
達
し
た
。
一
連
の
過
程
で
、
組
合
側
は
、
会
社
の

提
出
し
た
、
ま
た
は
要
望
に
よ
り
提
出
し
て
も
ら
っ
た
原
案
を
必
要
に
応
じ
て
修
正
さ
せ
る
態
度
で
対
処
し
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
「
峨
務
手
当
」
は
、
付
屈
資
料
７
に
示
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

職
掌
の
区
分
。
各
職
務
を
七
系
統
に
区
分
す
る
。
こ
の
う
ち
、
特
別
職
は
、
技
能
職
、
事
務
職
に
準
じ
て
取
扱
わ
れ
、
管
理
職
は
別
扱

で
あ
る
か
ら
、
労
使
間
で
取
扱
わ
れ
る
の
は
実
質
五
系
統
と
な
る
。
し
か
し
、
営
業
職
は
取
扱
州
Ⅱ
に
よ
り
細
分
さ
れ
る
。

職
級
区
分
。
職
掌
ご
と
に
五
’
八
職
級
が
区
分
さ
れ
、
職
掌
相
互
間
に
対
応
関
係
が
設
定
さ
れ
る
。
各
職
級
に
単
一
の
金
額
が
設
定
さ

れ
る
。
こ
の
区
分
の
特
徴
は
、
「
業
務
の
困
難
度
」
の
糸
で
職
級
が
決
め
ら
れ
ず
、
「
発
揮
さ
れ
る
能
力
面
を
含
ん
だ
仕
事
の
内
容
に
よ
っ

て
区
分
さ
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
。

評
価
方
法
。
職
務
評
価
は
技
能
職
に
つ
い
て
は
、
基
幹
職
務
に
つ
い
て
点
数
法
に
よ
り
、
事
務
職
、
技
術
研
究
職
、
技
能
・
技
術
監
督

職
に
つ
い
て
は
分
類
法
に
よ
っ
て
い
る
。
技
能
職
の
評
価
で
、
特
徴
的
な
こ
と
は
、
評
価
要
素
に
責
任
、
作
業
環
境
の
要
素
が
含
ま
れ
て

い
な
い
こ
と
で
あ
る
ｃ

前
者
は
労
使
間
で
し
ば
し
ば
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
省
か
れ
た
の
は
、
班
長
以
上
に
支
給
さ
れ
る
役
付
手
当
が
存
続
し
た

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

一一一一一



事
務
職
に
つ
い
て
は
、
課
業
は
四
段
階
に
分
類
さ
れ
る
が
、
職
級
は
八
あ
り
、
例
え
ば
、
先
任
事
務
職
「
こ
の
区
分
は
個
人
の
熟
練

の
差
と
率
な
さ
れ
る
。
営
業
職
で
は
、
担
当
先
（
地
域
、
品
目
）
に
よ
っ
て
職
務
を
区
分
整
理
す
る
が
、
そ
の
職
級
決
定
に
対
す
る
ウ
ェ

イ
ト
は
低
く
、
能
力
の
ウ
ェ
イ
ト
が
高
い
。

人
の
格
付
け
。
職
級
の
概
念
と
並
行
し
て
い
る
が
、
こ
の
プ
ラ
ン
の
中
で
も
っ
と
も
微
妙
で
あ
る
。
職
掌
ご
と
に
異
る
が
、
担
当
職
務

の
象
で
な
く
「
職
務
遂
行
能
力
」
が
評
価
さ
れ
て
、
個
人
の
職
級
が
決
ま
る
。
職
務
と
能
力
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
当
初
の
マ
ー
ー
ュ
ァ
ル

で
第
妬
表
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
表
の
「
全
般
」
に
摘
記
し
て
あ
る
よ
う
に
、
人
と
仕
蛎
の
絡
ま
り
合
い
が
あ
り
、
単
純
繰
返
し
作

業
か
ら
研
究
、
営
業
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
態
様
を
異
に
し
て
い
る
た
め
、
上
記
の
微
妙
さ
が
生
じ
て
い
る
。

運
営
方
法
。
原
則
と
し
て
毎
年
一
Ⅲ
「
職
級
査
定
考
課
」
で
川
人
の
職
級
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
、
異
動
鮖
免
の
時
の
保
障
、
新
挑
採
用

者
の
取
扱
な
ど
に
つ
い
て
決
め
て
い
る
。
な
お
、
最
初
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
労
使
の
格
付
委
員
会
が
中
央
お
よ
び
支
部
・
事
業
場
で
も

た
れ
、
個
別
的
な
不
満
は
苦
情
処
理
手
続
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
四
四
年
夏
の
定
期
大
会
で
、
さ
き
に
引
用
の
と
お
り
組
合
は
職
務
手
当
を
、
仕
事
・
職
務
に
応
じ
た
賃
金
と
し
て
の
幟
務
給
と
規

定
し
て
い
る
が
、
上
記
の
人
の
格
付
け
に
も
謬
ら
れ
る
と
お
り
、
職
務
能
力
の
程
度
が
評
価
さ
れ
て
お
り
、
職
掌
に
よ
っ
て
は
職
能
給
と

ふ
な
し
た
方
が
よ
い
。
一
職
級
一
賃
金
率
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
シ
ン
グ
ル
・
レ
ー
ト
の
職
務
給
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

実
際
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
と
く
に
、
事
務
職
に
つ
い
て
は
形
式
上
も
同
一
職
務
が
二
つ
の
職
級
に
分
れ
て
い
る
し
、
営
業
職
で
は

格
に
職
務
を
把
握
し
て
い
る
。

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

二
四

こ
と
、
鑓
よ
び
監
督
者
は
別
職
掌
に
区
分
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
職
掌
間
の
賃
金
率
の
整
合
性
を
保
つ
た
め
、
作

業
手
当
を
存
続
し
た
こ
と
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
基
準
職
務
に
つ
い
て
は
職
務
分
析
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
他
職
掌
よ
り
厳



第26表格，付けの‘手続

職紫 格付けの手続（○印能力の評価を含むもの）

1「担当の仕事iｲﾆ唯じて各人を鵬級に格付ける」

②職級区分l～５級について共通の標準がおかれている。〔これは仕事に関するものである

が、資格要件として直ちにおきかえられるような記述である｡］

技能職

職長通長について、分類鱗準が設定される。

個人の「現実の能力発揮度」をこの基準Fこ照して判定する。

係長と主任職は、その職にあることで、当職掌４または５級に格付けられ愚。「担当職務

内容と職務遂行能力の程度を勘案」

１
②
③技能技術監督職

１職掌共通の分頬基準とこれを課、係単位:二適用した「主要課業分類表」を霊iﾅる゜

２各人を「担当課業」とその「遂行程膜」〔朧督をうける程腱〕により４段階のに分類。

③熟練の程度に応じ段階の上、下に格付ける。判定しがたいときは職能等級を参照する⑥

事務職

①職務分類表が各技術種緬ごとに作られる。これは５段階であるが、Ａ～Ｄは職制上の地位

と能力により区分きれる。た型し、職務分館表(,よ仕事に関する叙述形式をとる。

②各人の職務遂行能力を評価して位砥づける。

①。職種（取扱品目、担当先）ごとに、担当地区と鮨力段階により、着眼点にもとづき段階に

あてほめ、ウェイトを付して論合し１～６級に格付ける。

技術研究職

営業職

｢現実の仕事の与え方は」「担当者の能力発揮に応じて自ら仕事の範囲、深さが決って来る

場合が多い」から「現実に発揮される能力面を含んだ仕事の内容によって職級を区分する」

担当職務の内容およびIlMil務能力の程陛を職級査定考課により毎年１回迩定する。この際後者
については、営業職蓮除き分類蟄瀧に記載の資格要件の充足度による。（本文参照）

］

②
般全

(注）昭和44年４月の＝ニニアルより作成。

謹懇ユマミＱ總医園Ｑ急罰枳蜻 ||隅



扱
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
経
過
を
み
て
ゆ
こ
う
。
制
度
導
入
に
あ
た
っ
て
「
職
級
運
営
基
準
」
が
決
め
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
定
期
的
「
職
級

査
定
」
を
ど
の
よ
う
に
行
な
う
か
の
原
則
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
、
技
能
職
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
職
掌
、
職
種
に
変
更
の
な
い
場

合
①
上
位
の
職
務
内
容
を
な
す
重
点
課
業
の
遂
行
度
と
、
②
当
該
職
級
の
特
徴
点
と
し
て
記
述
さ
れ
た
資
格
要
件
（
職
務
知
識
、
判
断
力
、

技
価
熟
練
）
の
充
足
度
を
評
価
し
て
査
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
は
、
翌
年
の
賃
金
調
査
委
員

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

一一一ハ

職
務
能
力
が
主
要
な
職
級
決
定
要
素
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
そ
の
手
続
に
お
い
て
、
通
常
の
職
務

給
設
定
の
手
続
を
ふ
ん
で
い
る
技
能
職
に
つ
い
て
は
、
第
”
表
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
同
一
「
職
種
」
が
三
’
五
職
級
に
及
ん
で
お

り
、
同
一
職
種
の
中
で
、
職
務
能
力
の
伸
張
に
よ
っ
て
個
人
が
職
級
を
上
昇
す
る
こ
と
は
ほ
其
明
ら
か
で
あ
り
、
大
き
い
レ
ン
ジ
を
も
つ

職
務
給
と
桑
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
技
能
職
が
八
職
級
に
も
分
れ
て
い
る
た
め
、
各
職
級
に
シ
ン
グ
ル
・
レ
ー
ト
を
与
え
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
・
第
師
表
で
は
、
横
に
ゑ
る
と
大
部
分
の
職
種
で
一
’
四
職
級
に
あ
り
、
職
務
の
違
い
が
職
級
の
違
い

に
反
映
し
て
い
な
い
こ
と
、
最
近
の
運
営
で
は
、
同
一
職
種
の
職
級
の
範
囲
が
さ
ら
に
拡
大
し
、
現
場
の
要
求
で
格
上
げ
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
も
の
も
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
職
務
手
当
が
職
能
給
的
性
格
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
職
能
等
級
制
に
よ
る
基
本
給
す
な
わ
ち
職
能
給
１
１
突
態
は
年
功
給
を

職
能
給
的
に
昇
給
の
面
で
運
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
ｌ
に
さ
ら
に
新
た
な
職
能
給
を
加
え
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
手
続
上
の
手
段
で
あ
る

人
事
考
課
が
複
雑
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

制
度
導
入
時
に
お
い
て
は
、
技
能
職
に
つ
い
て
は
比
較
的
厳
格
な
基
準
、
手
続
が
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
他
は
必
ず
し
も
そ
う
で

な
か
っ
た
か
ら
誠
そ
の
後
毎
年
専
門
委
員
会
で
運
営
方
法
が
検
討
さ
れ
て
今
Ⅲ
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
主
要
点
の
一
つ
が
能
力
評
価
の
取



第27表職務格付けの事例
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A,Ｂ,Ｃ…はＡ級○○工のごとく同一職種(務)縞でランクの

差のあることを示す。

基準とあるのは鎚準職務

配置人員約110名，４係よりなる相模エ場の製造工程の課

備考１

２
月

会
の
結
論
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
付
属
資
料

８
）
。
こ
れ
は
各
職
掌
を
通
じ
「
職
級
と
職
級
の
ち

が
い
を
仕
事
に
結
び
つ
け
た
具
体
的
な
形
に
明
確
化

し
て
ゆ
く
」
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
（
組
合

ニ
ュ
ー
ス
（
昭
和
四
五
年
二
月
二
六
日
）
に
よ
る
会

社
側
説
明
）
が
、
技
能
職
の
場
合
、
「
査
定
の
ウ
ェ
イ

ト
」
と
し
て
「
主
要
担
当
課
業
の
内
容
、
差
異
重
点

課
業
の
遂
行
度
」
を
中
心
と
し
、
資
格
要
件
の
充
足

度
を
参
考
と
し
て
勘
案
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
職
掌
の
課
業
の
「
遂
行
度
」
と
は
、

あ
る
職
級
に
属
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
課
業
の
実
施

に
あ
た
っ
て
受
け
る
統
制
の
程
度
（
課
業
の
任
さ
れ

方
）
と
そ
の
課
業
の
頻
度
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た

「
主
要
担
当
課
業
の
内
容
」
は
新
た
に
加
え
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
全
体
と
し
て
仕
事
中
心
の

格
付
け
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
に
箕
職

務
の
遂
行
度
と
い
う
能
力
的
な
要
素
が
仕
事
の
客
観

二
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職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

二
八

的
側
面
を
規
定
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
は
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

仕
聯
中
心
の
格
付
け
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
査
定
対
象
者
も
一
応
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
査
定
の
対
象
と
な
る
街
は
、
課
業

の
変
虹
の
あ
っ
た
者
、
異
動
の
あ
っ
た
者
の
ほ
か
、
前
年
既
に
上
位
の
職
級
の
課
業
を
担
当
し
て
い
た
が
、
そ
の
時
は
遂
行
度
と
資
格
要

件
の
充
足
が
不
十
分
で
あ
っ
た
者
で
あ
る
。
こ
の
後
の
ケ
ー
ス
は
、
個
人
が
次
第
に
困
難
な
仕
蕊
を
担
当
す
る
前
記
の
よ
う
な
連
続
的
過

程
で
、
上
位
の
峨
務
を
行
な
い
始
め
た
と
き
に
生
ず
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
連
続
的
な
変
化
は
、
職
長
等
が
部
下
に
仕
聯
を
割
当

て
る
こ
と
に
よ
り
日
常
的
に
起
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

四
五
年
の
査
定
基
準
で
は
、
技
能
職
と
同
様
、
他
の
職
掌
で
も
ほ
ぼ
、
職
務
内
容
と
「
遂
行
度
」
が
職
務
の
構
成
要
素
を
な
す
も
の
と

さ
れ
、
こ
の
職
務
面
と
能
力
面
（
資
格
要
件
の
充
足
度
、
職
務
遂
行
能
力
）
を
総
合
し
て
格
付
け
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
基

準
で
職
掌
ご
と
の
、
仕
事
と
人
と
の
結
び
つ
き
は
第
犯
表
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
た
。
し
か
し
表
の
備
考
か
ら
明
ら
か
な
と
錆
り
、
一
方
で

は
、
能
力
を
上
位
の
職
務
に
反
映
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
と
ら
え
為
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
同
じ
上
位
の
職
務
に
か
か
わ
る
能
力
を

「
資
格
要
件
一
「
職
務
遂
行
能
力
」
と
し
て
相
当
の
ウ
ェ
イ
ト
を
お
い
て
、
査
定
要
素
に
入
れ
、
二
重
に
評
価
し
て
い
る
職
掌
が
あ
り
、

整
肌
は
成
功
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

事
務
職
で
は
技
能
職
と
異
り
、
四
五
年
の
査
定
基
準
で
、
職
務
に
関
す
る
能
力
の
側
面
（
資
格
要
件
）
が
、
担
当
課
業
の
内
容
遂
行
度

と
と
も
に
総
合
勘
案
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
対
人
比
較
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
事
務
職
は
同
じ
職
（
例
、
先
係
事
務
）
が
二
級
に
分
れ
る

た
め
、
査
定
埜
準
も
複
雑
を
き
わ
め
て
い
た
。
そ
こ
で
昭
和
四
八
年
に
は
、
「
職
．
｜
お
よ
び
職
内
の
級
の
査
定
基
準
の
川
確
化
が
卿
ら
れ

土
（
付
臘
資
料
，
）
．
す
な
わ
ち
、
各
灘
係
ご
と
に
設
定
ざ
れ
為
「
工
襲
灘
蠣
分
彌
菱
」
ｌ
こ
れ
は
課
業
を
段
階
分
け
し
た
州
の
Ｉ

と
臘
接
対
応
す
る
よ
う
に
、
係
ご
と
に
職
務
の
遂
行
度
と
熟
練
度
を
具
体
的
に
記
述
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
以
前
は
共
通
の
埜
醗
の
み
）
。



第28表職級査定の埜雌

ｃ資格要件の充足度｜査定要素のウエイトＢ職務の遂行度Ａ職務の内容

職務知識，判断力，技術
熟練

掌Ａ，Ｂが中心，Ｃを
参照勘案

主要担当課業が,上位(下
枝能職位）の職級の職務に該当

するか

壜|…|灘瀞護衛一

:㈱⑮|麓……。
鑿|鰯…|蕊蕪鑿内鑿…

*重点課業についてうけ
為ゴントロールの程度
その頻度

＊遂行の質的内容，うけ
るコント'二一ルの程度 ;]臘繊鯛蝋|職……力

水職務知識,判断力,企画霧Ａ，Ｂ，Ｃを総合訪案
力』指導響統率力.折酊力

瀞鰄|灘蝋轤
鶏鋼讓１町

誰遂行の質的内容'うけ
るゴソト原一"の程度

遂行の質的内容，うける
＝ソトロールの程度

il1ili霊藝！ ＊担当課業の盧驍度」
について，質的内容，う
けるコントロールの程度

捷術研究職｜蕊欝K程度を職議分 錨間鰯j痙鶴ｿ]計|難ょ繍臘案必

叢｡|轤艤騨鶚
納入促進力,説得力,組織Ｃを中心とし１Ａを参考
活動力,情鞍収集力(たエ勘案必要に応じ対人比較

営
業
職 鉱

し,職務遂行能力の程度）

上
件
の
要

そ
格，資

ム
ロ
マ
包

場
わ
の
関

様
に
て

同
業
い

と
課
つ

左
要
に

位
上
る

下
が
い
て

は
業
て
い

た
課
っ
つ

壼
一
＠
な
に

位
す
と
業

上
当
容
認

，
該
内
の

り
に
当
そ

よ
務
担
‐

に
職
な
ぎ

左
の
要
と

上
該

て
に

い
級
つ
職
に
の
か

業
位
う

諜
下
ど

当
は
か

担
た
る

派季豈‐二｛日
主
位
当一
勺

傭

(注）1昭和d5fFの職級査定基雌より作成２串は44年のプランでふれられていないか、）IIJ象的であった屯の

善霊ユ．〈ミｅ龍＝圏ｅ割圏択禎11-Fミ



以
上
四
五
年
の
査
定
基
準
お
よ
び
四
八
年
の
一
部
改
正
で
は
、
個
人
の
能
力
は
仕
事
に
客
観
化
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
「
遂
行
度
」
な

ど
と
し
て
間
機
的
に
把
握
さ
れ
る
と
と
も
に
、
職
務
に
関
連
し
た
「
資
格
要
件
」
（
職
務
知
識
、
判
断
力
、
折
衝
力
等
）
「
職
務
能
力
」
が
評

価
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
、
基
本
給
の
昇
給
の
た
麺
の
人
事
考
課
中
の
職
務
能
力
評
定
よ
り
は
職
務
と
の
結
び
つ
き
が
よ
り
密
接
に

な
り
、
窓
観
的
な
評
価
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
も
厳
格
な
手
続
を
も
つ
技
能
職
に
つ
い
て
ぶ
て
も
、
上

位
の
職
級
に
厩
す
る
重
点
課
業
の
遂
行
度
は
、
十
分
で
あ
る
か
、
概
ね
満
た
し
て
い
る
か
、
満
た
し
て
い
な
い
か
、
と
い
っ
た
評
定
者
の

主
観
的
判
断
に
頓
っ
て
い
る
し
、
資
格
要
件
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
特
定
個
人
に
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
、
ど
の
よ
う
な
統
制
の
も
と

で
与
え
る
か
、
お
よ
び
そ
の
結
果
と
、
そ
れ
を
通
じ
て
あ
ら
わ
れ
た
能
力
を
い
か
に
評
価
す
る
か
は
、
管
理
者
・
監
督
者
に
任
さ
れ
た
役

当
初
の
プ
ラ
ン
で
、
能
力
と
職
務
が
不
可
分
に
結
合
し
て
い
た
技
術
研
究
職
に
つ
い
て
も
、
四
五
年
の
査
定
基
準
で
は
、
概
念
の
整
理

が
垢
こ
な
わ
れ
、
技
術
。
研
究
内
容
の
程
度
（
仕
事
の
面
）
と
資
格
要
件
（
人
の
面
）
の
充
足
度
に
区
分
し
て
評
価
し
、
さ
ら
に
対
人
比

較
を
併
用
し
て
査
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
資
格
要
件
の
諸
側
面
（
専
門
知
識
、
応
用
力
・
創
造
力
、
そ
の
他
）
は
こ
の
と
き
は
じ
め
て

登
場
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

三
○

た
堂
し
、
「
遂
行
度
」
と
「
熟
練
度
」
の
定
義
が
不
明
瞭
の
た
め
、
両
者
の
関
係
は
事
例
に
つ
い
て
も
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
職
の
査
定
の

方
で
、
職
務
に
関
連
し
た
処
理
能
力
の
有
無
が
仕
事
に
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
評
価
さ
れ
、
職
内
査
定
で
は
そ
の
程
度
が
評
価
さ
れ

る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
重
複
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
四
五
年
の
査
定
基
準
の
「
査
定
の
着
眼
点
」
に
、
「
職
」
の
査
定
と
職

内
職
級
の
査
定
で
同
一
の
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
見
合
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
複
雑
さ
は
、
技
能
職
以
上
に
、
個
人
の
能
力
に
よ
っ
て
仕
事
の
範
囲
、
程
度
が
異
る
と
い
う
実
情
と
、
職
級
数
を
多
く
し

た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
。



割
で
あ
る
か
ら
、
昇
給
の
た
め
の
人
事
考
課
の
場
合
と
同
様
、
職
務
手
当
の
運
用
に
つ
い
て
も
個
別
的
な
苦
情
が
潜
在
的
に
あ
っ
た
と
し

て
も
出
に
く
い
事
情
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

職
務
手
当
の
制
度
自
体
が
、
専
門
技
術
的
か
つ
複
雑
な
た
め
一
般
従
業
員
に
理
解
し
に
く
い
こ
と
の
ほ
か
、
制
度
の
全
容
が
親
切
に
解

説
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ン
の
う
ち
、
技
能
職
の
評
価
方
式
、
評
価
要
素
の
定
議
、
ウ
ェ
イ
ト
等
に
つ
い
て

は
、
質
問
が
あ
れ
ば
答
え
る
が
、
｜
般
に
周
知
徹
底
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
基
準
職
務
の
、
職
務
明
細
書
と
そ
の
評
価
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
四
八
年
の
嚥
務
職
の
職
級
査
定
方
式
の
精
密
化
等
に
つ
い
て
、
組
合
は
文
書
で
は
ほ
と
ん
ど
解
説
し
て
い
な

い
。
昭
和
四
六
年
の
組
合
中
央
大
会
で
は
、
代
議
員
の
要
望
に
こ
た
え
て
、
「
…
評
価
基
準
を
公
表
す
る
こ
と
は
、
無
用
の
混
乱
を
ま
ね

く
錆
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
慎
重
を
期
し
て
ゆ
き
た
い
」
と
委
員
長
が
答
弁
し
て
お
り
、
組
合
も
職
務
手
当
の
詳
細
を
公
表
す
る
こ
と
に
積

極
的
と
は
い
え
な
い
。

経
常
的
職
級
査
定
の
方
法
に
関
す
る
も
の
の
ほ
か
、
峨
務
手
当
の
プ
ラ
ン
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
お
よ
び
運
用
を
め
ぐ
っ
て
い
く
つ
か

の
問
題
が
で
て
髄
り
、
専
門
委
員
会
で
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

プ
ラ
ン
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
仕
事
の
雌
、
質
を
手
当
に
反
映
さ
せ
よ
と
い
う
要
望
と
安
定
、
保
障
を
求
め
る
喪
望
が
あ
わ
せ
て
出

て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
営
業
職
に
つ
い
て
業
績
を
評
価
基
準
に
入
れ
る
こ
と
な
ど
新
し
い
評
価
基
準
を
導
入
す
る
こ
と
が

組
合
側
か
ら
提
案
さ
れ
、
継
続
雰
議
さ
れ
て
い
る
。

な
お
営
業
職
に
つ
い
て
、
会
社
側
は
業
績
に
よ
っ
て
営
業
能
力
を
評
価
す
る
こ
と
は
、
本
人
の
能
力
以
外
の
諸
条
件
が
加
わ
る
か
ら
困

難
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
新
規
学
卒
者
の
採
川
後
職
務
手
当
が
適
川
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
四
五

年
度
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
現
行
八
職
級
の
増
加
ま
た
は
レ
ン
ジ
・
レ
ー
ト
制
採
用
に
つ
い
て
組
合
側
か
ら
会
社

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

一一一一



職
場
ピ
ヘ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

一一一一一

の
意
向
が
打
診
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
四
六
年
度
）
。
こ
れ
は
、
賃
金
引
上
げ
が
職
務
手
当
を
中
心
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
、
満

よ
び
こ
の
手
当
＃
は
旋
纐
プ
ラ
ス
定
雰
式
で
増
加
さ
れ
て
き
た
が
、
爽
纐
と
し
て
ｌ
紫
と
し
て
で
は
な
く
ｌ
職
務
間
綴
篝
が

拡
大
し
て
き
た
こ
と
（
第
豹
表
）
に
対
す
る
疑
問
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
職
務
内
容
や
「
資
格
要
件
」
の
少
し
の
違
い
が
大
き
な
金

額
差
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
会
社
側
は
、
職
級
数
を
多
く
す
る
と
職
級
間
の
区
別
が
困
難
と
な
り
、
レ
ン
ジ
，
レ
ー
ト

に
す
る
と
自
動
昇
給
的
に
流
れ
る
こ
と
を
あ
げ
、
当
時
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。

運
営
に
関
し
て
は
、
事
務
、
技
術
の
中
間
的
な
職
種
の
取
扱
、
多
能
工
化
に
伴
う
処
股
、
公
的
資
格
の
取
扱
、
昇
進
の
部
門
間
不
均
衡

の
問
題
な
ど
が
、
専
門
委
員
会
で
討
議
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
う
ち
、
最
後
の
も
の
は
、
事
業
部
間
に
昇
進
の
難
易
が
あ
り
、
こ
れ
が
職

級
、
手
当
に
反
映
す
る
こ
と
を
組
合
が
問
題
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
昇
進
あ
る
い
ば
上
位
の
課
業
を
与
え
ら
れ
る
機
会
が
な
け
れ

ば
、
現
行
の
制
度
で
は
上
位
の
職
級
に
進
桑
得
な
い
か
ら
、
昇
進
と
仕
事
の
配
分
は
重
大
な
関
心
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
新
規
学
卒
者

の
当
初
の
格
付
に
つ
い
て
も
、
能
力
に
応
じ
た
配
置
が
鯛
こ
な
わ
れ
な
い
な
ら
、
配
置
部
門
に
よ
っ
て
職
級
が
違
い
、
公
平
を
欠
く
こ
と

に
な
ろ
う
。
具
体
的
に
は
女
子
の
大
学
卒
に
つ
い
て
問
題
と
な
り
、
専
門
委
員
会
で
検
討
さ
れ
た
。
職
種
を
特
定
せ
ず
に
採
用
す
る
慣
行

の
中
で
、
職
務
中
心
の
督
理
を
行
な
お
う
と
す
れ
ば
、
昇
進
、
配
悩
の
公
平
性
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

労
使
の
賃
金
調
査
委
員
会
は
、
職
務
手
当
創
設
後
も
そ
の
運
営
の
明
確
化
と
、
組
合
員
の
要
望
を
う
け
た
制
度
改
訂
と
運
用
の
検
討
を

行
な
っ
て
き
た
。
そ
の
際
、
組
合
側
委
員
は
、
批
判
、
要
望
を
提
起
す
為
も
の
の
、
会
社
側
が
管
理
者
と
し
て
検
討
し
改
善
案
を
出
す
た

め
に
、
こ
の
よ
う
な
専
門
技
法
を
背
景
に
も
つ
組
織
的
、
膨
大
な
制
度
で
は
プ
ラ
ン
そ
れ
自
身
の
修
正
に
及
ぶ
よ
う
な
も
の
は
容
易
に
受

け
容
れ
ら
れ
な
い
実
情
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
賃
金
制
度
を
と
る
か
の
大
綱
は
協
約
に
明
示
さ
れ
、
ま
た
そ
の
方
針
と
雑
準
が
、
労
使
間

の
協
議
了
解
事
項
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
運
用
の
責
任
を
も
つ
会
社
人
事
部
の
専
門
技
術
的
発
言
が
、
優
位
を
占
め
て
き
た
と
い
え
よ



(月間円〕第29表職務手当の変化（技能職）

職級1級’２１３１４ ５１６１７１８ 

昭和44年４月③

４７年４月(Eリ

Ｂ－Ａ(円）

Ｂ／Ａ(倍）

１，６００ 

１２，００Ｃ 

10,400 

６．５ 

1,900 

14,000 

12,100 

04 

２，３００２，８００ 

]6,50019,500 

14120016,700 

６．２6.0 

3,400 

22’500 

19,100 

５－６ 

4,100 

26,500 

22,300 

５．４ 

1,050 

9,500 

8,45Ｃ 

9.0 

１，３００ 

１０１５００ 

９，２００ 

７．１ 

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

(注）職務手当の組合員平均は４～５級に相当

う
。
さ
ら
に
そ
の
専
門
性
の
た
め
、
組
合
側
も
専
門
委
員
な
ど
少
数
の
幹
部
以
外
に
は
職
務
手
当
に

つ
い
て
は
関
与
し
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

四
職
場
問
題
と
の
関
連

沿
革
的
に
は
賃
金
体
系
を
め
ぐ
っ
て
組
合
員
Ⅱ
従
業
員
に
保
障
と
安
定
を
求
め
る
要
求
と
、
仕
事

と
能
力
に
対
す
る
支
払
を
求
め
る
要
求
が
あ
り
、
労
使
は
そ
の
調
和
に
迫
ら
れ
て
き
た
。
政
雛
上
は

労
使
と
も
後
の
原
則
を
重
ん
じ
、
近
年
そ
の
傾
向
を
つ
よ
め
た
。
そ
の
結
果
、
職
務
手
当
が
導
入
さ

れ
た
が
、
こ
の
制
度
の
運
用
の
過
程
で
仕
事
と
能
力
の
絡
ま
り
合
い
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て

肌
ら
か
に
な
っ
た
。
職
掌
、
す
な
わ
ち
仕
事
の
系
統
に
よ
っ
て
は
、
個
人
の
能
力
に
よ
り
仕
事
の
内

容
が
決
っ
て
く
る
分
野
も
あ
る
。
工
場
現
場
の
技
能
職
に
つ
い
て
も
、
管
理
者
、
監
督
者
は
、
個
人

の
職
務
上
の
能
力
の
程
度
を
鑑
な
が
ら
仕
蕊
を
削
当
て
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
同
一
職
種
名
で
呼
ば

れ
て
い
て
も
そ
の
担
当
し
て
い
る
課
業
の
重
要
度
、
困
難
腰
に
は
大
き
な
幅
が
あ
る
。
職
務
手
当
で

は
、
こ
の
実
態
を
、
客
観
的
な
仕
事
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
割
り
切
ろ
う
と
し
、
会
社
は
吹
第
に
複
雑

な
手
続
を
考
案
し
組
合
と
協
議
し
て
き
た
。

職
務
手
当
が
、
個
別
職
場
で
問
題
と
な
る
と
す
れ
ば
、
韮
本
的
に
は
担
当
し
て
い
る
仕
小
の
職
級

へ
の
格
付
が
適
当
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
職
務
手
当
の
制
度
そ
の
も
の
の
職

場
に
お
け
る
適
川
の
状
況
が
十
分
公
開
さ
れ
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
職
級
の
決
定
に
符
理
者
、

監
督
者
の
主
観
的
判
断
に
よ
る
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
が
あ
っ
て
も
潜
在
化

一
理
方
式

一一一一一一



～ 

蕊
本
給
は
査
定
に
よ
り
昇
給
す
る
が
、
組
合
は
昇
給
考
課
を
個
人
の
能
力
、
業
繊
等
を
反
映
さ
せ
得
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
基
準
に

つ
い
て
関
与
す
る
一
方
、
実
施
を
管
理
者
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
支
持
し
て
き
た
。
組
合
の
こ
の
態
度
１
１
産
別
執
行
部
の
方
針
を
一

八
○
腱
娠
鍵
し
た
囎
の
ｌ
膝
…
斜
と
一
般
従
馨
鳧
の
調
和
的
臘
係
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
る
．
こ
れ
眺
雇
願
關
係
を
蓮
の
従

業
員
身
分
と
し
て
受
け
と
り
、
し
た
が
っ
て
会
社
業
績
へ
の
貢
献
に
よ
り
、
会
社
の
管
理
者
が
、
賃
金
に
差
を
つ
け
る
こ
と
も
当
然
で
あ

る
と
暗
黙
裡
に
前
提
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
人
事
考
課
に
よ
れ
ば
、
結
果
の
悪
い
者
が
当
然
に
生
ま
れ
る
が
、
こ
の
人
☆
が
個
人
の

権
利
の
問
題
と
し
て
ｌ
法
律
的
な
霧
で
ｌ
苦
犢
を
噸
立
て
る
こ
と
は
例
外
で
あ
っ
た
．
葉
謹
つ
い
て
は
、
個
別
蟹
の
仕
事

と
の
関
係
は
、
鵬
務
手
当
よ
り
も
間
接
的
で
、
管
理
者
、
監
督
者
の
判
断
に
よ
っ
て
賃
金
額
が
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
個
別
職
場
に

問
題
が
あ
っ
て
も
潜
在
化
し
て
し
ま
い
、
む
し
ろ
従
業
員
一
般
と
し
て
の
各
種
の
歪
是
正
が
、
企
業
レ
ベ
ル
で
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ

均
等
待
遇
の
要
求
で
あ
る
。

る
ロ

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

三
四

し
て
い
る
。
ま
た
、
能
力
に
応
じ
て
個
人
に
仕
事
を
割
当
て
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
仕
事
が
公
正
に
割
振
ら
れ
て
い
る
か
ど
う

か
も
Ⅲ
題
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
れ
は
、
職
場
の
技
術
体
系
、
慣
行
な
ど
に
制
約
さ
れ
つ
つ
、
管
理
者
、
監
督
者
が
決
定
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
職
場
に
お
け
る
「
人
間
関
係
」
は
円
滑
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
支
配
的
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
間
接
的

に
監
督
者
を
頂
点
と
す
る
作
業
集
団
内
部
の
仕
事
の
分
担
と
こ
れ
を
反
映
す
る
賃
金
の
相
対
関
係
に
つ
い
て
も
、
平
均
的
に
は
不
満
が
な

い
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
部
門
間
の
昇
進
の
相
違
、
定
期
採
用
者
の
配
置
部
門
の
違
い
に
よ
る
格
差
な

ど
、
職
場
間
の
不
均
衡
が
Ⅲ
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
職
務
手
当
の
原
則
に
反
す
る
苦
情
で
あ
る
が
、
定
期
採
川
制
の
も
と
で
は
不
可
避
な

賃
金
調
査
委
員
会
は
、
昇
給
と
基
本
給
調
整
の
仕
方
、
各
種
手
当
の
制
度
と
金
額
の
改
訂
を
扱
う
労
使
間
の
専
門
委
員
会
で
、
組
合
執



行
部
は
独
自
な
判
断
に
も
と
づ
き
こ
れ
を
通
し
て
賃
金
体
系
の
全
体
の
細
部
に
わ
た
り
発
言
し
て
き
た
。
こ
こ
で
も
、
原
案
は
会
社
側
が

提
示
し
て
き
た
が
、
著
し
く
専
門
技
法
的
に
な
っ
た
職
務
手
当
な
ど
に
つ
い
て
は
、
会
社
側
の
実
質
上
の
発
言
力
が
強
ま
ら
ざ
る
を
得
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

付
鰯
識
料
７
臓
務
手
当
マ
ニ
ュ
ア
ル
二
部
）
（
当
初
の
も
の
）

Ⅱ
、
職
務
手
当
の
内
容

三
、
技
能
脳
の

①
格
付
方
法

⑥
塒
別

⑦
糠
理

二
、
職
級
区
分

一
、
峨
峨
の
区
分

各
職
務
を
そ
の
性
質
に
即
し
て
次
の
七
職
掌
に
区
分
す
る
。

①
技
能
職
…
…
作
業
関
係
（
試
験
員
、
実
験
員
、
専
門
技
能
員
を
含
む
）

②
技
能
技
術
監
督
職
…
…
（
技
能
職
又
は
技
術
職
を
鵬
督
す
る
班
長
、
職
長
、
係
長
職
）

③
事
務
識
…
…
（
技
術
事
務
を
含
む
）

①
技
術
研
究
職
…
…
（
自
然
科
学
系
の
体
系
的
な
専
門
・
理
論
知
識
、
技
術
を
適
用
・
応
用
す
る
必
要
あ
る
職
務
群
、
研
究
員
竃
含
む
）

③
営
業
職
…
…
（
取
扱
品
目
別
に
小
分
類
）
な
お
、
テ
ク
ー
ー
ヵ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
営
業
担
当
部
・
課
に
所
属
す
る
者
は
営

業
職
と
し
、
研
究
技
術
担
当
部
課
に
所
属
す
る
者
は
技
術
研
究
職
と
す
る

⑥
絆
別
職
…
…
（
守
衛
、
消
防
士
、
自
動
巾
迩
聴
手
、
タ
イ
ピ
ス
ト
、
電
話
交
換
手
、
着
謹
婦
、
薬
局
蕊
剤
師
、
Ｘ
線
技
師
等
）

⑦
管
理
職
…
…
（
課
長
以
上
の
馴
制
に
あ
る
者
）

峨
蝋
別
に
臓
務
の
困
難
度
に
応
じ
て
次
の
通
り
職
級
区
分
を
殻
け
る
。
な
瀦
、
職
級
区
分
は
本
来
は
職
務
の
困
難
度
に
応
ず
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
現
突
の
仕
事
の
与
え
方
は
職
務
と
し
て
そ
の
範
囲
を
閲
定
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
担
当
者
の
能
力
発
揮
に
応
じ
て
自
ら
仕
辮
の
節

囲
、
深
さ
が
決
っ
て
来
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
現
実
に
発
揮
さ
れ
る
能
力
面
を
含
ん
だ
仕
事
の
内
容
に
よ
っ
て
職
級
区
分
を
行
う
。

、
技
能
職
の
格
付

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

五



職掌別職級区分

聯
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

技能職 ２ １ ３１４ 

【
●
｝ ６ ７ ５ 

専門技能

技術研究職
（含研究員）

１ ２ 

ｑ
」 ４ ５ 

究研 貝

技能技術監督職 Ｉ ２ 隠 ４ ５ 

班長

職長

|係長(含主任)’

一般事務Ｉ｜一般事務Ⅱ｜先任事務｜専門監督職

事務IMI １ 目 １ Ｂ １ １ ２ 陽

営業職 1 ２ 目 ４ ５ 

い
、

係長(含主任）

１ 豚
六

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

１ ２ ３ ４ ５ 

|研究員’

１ ２ ３ ４ ５ 

｜班長｜

￣~~rjm『長’
１葆夏歴F至到

一般事務Ｉ 一般事務Ⅱ 先任事務 専門!； 皇督職

卜ⅡⅡ２工'２
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

係長（ 『主任）

1 ２ 



⑦
職
務
分
析
を
行
い
、
職
務
内
溶
と
資
絡
要
件
を
明
ら
か
に
す
為
。

①
評
価
要
素
毎
に
相
対
比
較
し
、
段
階
区
分
す
る
（
点
数
化
。
）

③
点
数
に
よ
り
格
付
し
、
必
要
に
よ
り
調
盤
す
る
。

③
一
般
職
務
（
事
業
場
全
職
務
）
の
格
付

（
１
）
分
析
様
式
「
職
務
明
細
書
」
に
よ
る
。
資
料
（
技
能
’
三
）
（
略
）

職
務
内
客
…
…
基
準
職
務
と
同
様
の
要
領
に
よ
り
、
差
異
重
点
課
業
を
明
確
に
す
る
。

資
格
要
件
の
特
徴
点
…
…
職
務
区
分
の
最
も
重
点
と
な
お
課
業
に
つ
き
、
こ
れ
を
遂
行
す
る
に
必
要
な
資
格
要
件
の
特
徴
点
等
、
「
職
務

内
容
」
を
補
足
す
る
。

職
務
区
分
は
人
の
格
付
、
職
務
進
級
の
基
準
に
な
る
も
の
で
あ
ぁ
だ
け
に
、
制
度
の
目
的
に
沿
う
よ
う
窓
観
的
、
具
体
的
蕊
準
と
す
る
。

又
、
｝
」
の
基
準
が
明
確
に
な
る
範
囲
で
出
・
来
る
だ
け
簡
略
な
記
述
と
す
る
。

②
飼（１） 

（
２
）
 

当
該
事
業
場
基
準
職
務
、
全
社
基
準
職
務
を
参
考
に
綜
合
評
価
す
る
。

（
３
）
専
門
技
能
職
（
六
級
以
上
）
（
略
）

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

グー、

２ 
卍＿二

尻
ｑ
‐
］
・
ず
に
つ
い
て
は
、
評
価
要
素
毎
に
点
数
法
に
よ
り
、
評
価
の
上
、
職
務
格
付
け
を
行
う
。
そ
の
他
の
職
務
に
つ
い
て
は
、
尻
昌
」
・
ず

を
参
考
に
、
総
合
評
価
に
よ
り
職
務
格
付
け
を
行
う
。

嵐
ｑ
］
Ｃ
ヶ
の
分
析
・
評
価

１
）
評
価
要
素
・
ゥ
一
一
イ
ト
は
、
資
料
（
技
能
’
一
）
．
（
技
能
－
二
）
（
略
）
の
通
り
。

③
分
析
・
評
価

各
部
（
又

②
職
務
編
成

⑪
基
準
職
務
の
選
定

各
部
（
又
は
課
）
毎
に
、
代
表
的
な
職
種
を
選
ぶ
。

評又
価、

同
一
聯
種
内
で
能
力
の
差
に
よ
る
担
当
業
務
内
容
の
差
が
あ
る
場
合
は
、
能
力
段
階
に
よ
筋
峨
務
編
成
を
行
う
。

職
務
綱
成

七



九
、
人
の
絡
付
け

（
注
）
》

五
、
事
務
職
の
格
付

② 
(2)（１）初
初別任
任表格
職期付
級間け

①
一
般
格
付
け

各
職
蝋
侮
の
格
付
蕊
準
及
び
手
続
に
よ
り
各
職
級
に
格
付
け
る
。

②
人
の
格
付

①
主
要
課
業
の
分
類

「
辨
務
職
分
類
基
準
」
資
料
（
事
務
ｌ
己
に
錐
づ
き
、
各
課
毎
に
係
単
位
（
又
は
課
単
位
）
で
代
表
的
な
主
要
課
業
を
一
般
事
務
職
１
．
一

般
事
務
職
Ｉ
・
先
任
事
務
職
・
専
門
監
督
職
に
分
類
し
、
「
主
要
課
業
分
類
表
」
を
作
成
す
る
。
資
料
（
事
務
’
一
一
）
〔
こ
の
二
資
料
は
改
一
訂

後
の
咽
の
を
後
掲
〕

（
１
）
「
主
要
課
業
分
類
表
」
に
基
き
、
各
人
を
担
当
課
業
と
そ
の
遂
行
程
度
（
被
監
督
、
指
示
の
態
様
に
よ
り
ど
の
程
度
の
チ
ニ
ッ
ク
を
受
け

な
が
ら
、
課
業
を
遂
行
し
て
い
る
か
）
に
よ
り
い
ず
れ
か
の
本
務
聯
に
分
類
す
為
。

（
２
）
各
職
に
お
け
る
熟
練
度
に
応
じ
て
一
又
は
二
職
級
に
絡
付
け
る
。

（
３
）
な
お
、
人
の
格
付
に
際
し
て
、
判
定
し
難
い
場
合
に
は
、
補
足
的
に
現
職
能
等
級
を
参
考
に
す
る
。

（
５
）
聯
級
の
定
義

（
４
）
人
の
格
付

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

初
任
格
付
時
の
担
当
職
務
の
職
級
に
よ
る
。
但
し
、
新
規
学
校
卒
業
者
に
つ
い
て
は
最
高
職
級
を
次
の
通
り
と
す
る
。

技
能
職
各
聯
級
の
定
義
は
資
料
（
技
能
’
四
）
の
通
り
。
（
略
）

（
注
）
基
準
職
務
の
合
計
点
数
に
よ
り
段
階
区
分
し
た
も
の
を
文
章
表
現
し
た
し
の
。

担
当
の
仕
事
に
応
じ
て
各
人
を
職
級
に
格
付
す
る
。

（
新
現
学
卒
採
用
後
一
定
期
間
）
中
の
者
は
職
級
格
付
を
行
わ
な
い
。
（
但
し
書
略
）

八



Ⅲ
、
峨
級
運
営
基
準

一
、
職
級
の
査

毎
年
一
回
定

②
査
定
の
方
法

①
査
定
⑪
時
期

毎
年
一
回
定
時
に
行
う
。
但
し
、
職
制
任
免
庭
よ
り
、
明
ら
か
に
職
級
の
変
る
場
合
は
、
そ
の
都
度
査
定
す
る
。

原
則
と
し
て
休
務
直
前
の
剛
務
に
よ
っ
て
絡
付
け
る
。

⑤
係
長
・
主
任
職
の
格
付
け

係
長
・
主
任
職
は
二
職
級
に
区
分
す
る
が
、
そ
の
格
付
に
つ
い
て
は
、
担
当
職
務
内
容
及
び
倣
粉
遂
行
能
力
の
程
度
を
勘
案
の
上
決
定
す
る
。

④
長
期
休
務
者
の
取
扱

な
お
、
最
終
的
に
は
全
社
の
格
付
け
調
整
時
に
職
掌
間
の
バ
ラ
ン
ス
等
も
考
慮
の
上
決
定
す
為
。
（
注
）
四
五
年
に
改
訂
さ
れ
た
。

③
最
近
一
年
以
内
の
異
動
者
の
取
扱

原
則
と
し
て
現
在
担
当
し
て
い
る
職
務
に
よ
っ
て
格
付
け
為
。
但
し
興
励
前
の
担
当
峨
務
に
よ
る
格
付
け
の
方
が
明
ら
か
に
商
い
掛
合
は
次
の

担
当
職
務
の
内
容
及
び
職
務
能
力
の
程
度
を
職
級
査
定
考
課
に
よ
り
評
価
し
て
査
定
す
る
。

（
た
鈴
、
上
記
職
級
査
定
雰
課
は
昇
給
考
課
の
際
に
併
せ
行
う
）

峨
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

職
級
の
査
定

⑩
現
職
務
に
お
い
て
異
動
前
職
務
に
相
当
す
る
職
級
の
職
務
を
担
当
し
う
る
期
待
可
能
性
が
あ
る
老
…
…

…
…
異
動
前
担
当
職
務
の
職
級
に
絡
付
け
る
。

②
そ
の
他
の
老
…
…
現
在
の
担
当
職
務
に
よ
っ
て
絡
付
け
る
。

通
り
と
す
る
。

初
任
職
級
の
最
高
限
度
女
子
二
一
女
子
一
般
Ⅱ
一

男
子
三
（
級
）
｜
男
子
先
任
一

技
能
職
一
事
務
聯
一
技
術
研
究
職
一
営
業
職

一一一
一一一

九

初任職級の最高限度
男子三（級）女子二 技能職

男子先任一女子一般Ⅱ一 事務

－ 

－－ 

－ 技術研究職
￣ 

－－ 

￣ 営業職



職
級
の
査
定
に
当
り
、

二
、
職
種
・
職
掌
等
の
変
更

②
職
級
の
査
定

①
職
鍵
の
変
亜

異
動
・
任
免
等
に
よ
り
職
種
・
職
掌
に
変
更
の
生
じ
た
と
き
の
職
掌
・
職
級
の
取
扱
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。

③
そ
の
他

原
則
と
し
て
、
職
種
・
職
掌
の
変
更
後
一
年
を
経
過
し
た
最
初
の
定
時
査
定
時
に
職
級
を
査
定
す
る
。
但
し
、
新
し
い
職
掌
が
、
営
業
職
の
場

合
は
、
変
更
後
二
年
を
経
過
し
た
股
初
の
査
定
時
と
す
る
。
上
記
一
年
’
二
年
の
間
は
、
従
前
の
職
嬢
の
取
扱
に
見
合
う
倣
級
に
仮
格
付
す

通
常
職
掌
の
変
更
は
、
そ
の
都
度
行
う
。

考
課
要
素
の
着
眼
点
は
、
別
途
検
討
す
る
。

職
級
の
査
定
に
当
り
、
特
に
職
級
決
定
が
困
難
な
と
き
は
、
対
人
比
較
法
、
滞
留
年
数
を
綜
合
勘
案
す
る
こ
と
が
あ
る
。

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

四
○

職
蝋
毎
の
査
定
要
素
は
次
の
通
り
。

⑩
技
能
職
及
び
技
能
技
術
監
督
職
…
…
上
位
の
職
務
内
容
の
差
異
重
点
課
業
（
下
位
職
務
と
の
差
を
示
す
重
点
作
業
）
の
遂
行
度
、
資
格
要
件

（
職
務
知
識
、
判
断
力
、
技
伽
熟
練
）
の
充
足
度
（
但
し
、
満
格
要
件
は
、
当
該
臓
級
に
つ
ぎ
特
徴
点
と
し
て
記
述
さ
れ
た
も
の
を
い
う
）

②
事
務
職
…
…
…
⑦
「
職
の
決
定
」
担
当
主
要
課
業
の
内
容
と
そ
の
遂
行
度
、
資
格
要
件
（
知
識
、
判
断
等
、
事
務
職
分
類
基
準
に
一
般
的

に
記
述
さ
れ
て
い
る
涜
柵
要
件
）

①
各
「
職
」
内
に
お
け
る
職
級
の
決
定
担
当
課
業
の
遂
行
度

⑥
な
お
上
位
「
倣
」
へ
の
外
格
は
、
下
位
「
聯
」
の
峨
級
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
⑦
の
条
件
が
充
た
さ
れ
た
と
き
に
こ
れ

を
行
う
。

③
技
術
研
蝿
職
…
職
務
内
容
と
そ
の
遂
行
腫
涜
格
要
件
の
充
足
度

③
営
業
職
：
…
・
…
担
当
（
地
区
）
区
分

職
務
遂
行
能
力

⑤
特
別
職
…
…
…
職
務
内
容
と
そ
の
遂
行
度

資
格
要
件
の
充
足
度



》（亜□

③
技
能
職
か
ら
、
技
術
研
究
職
へ
職
掌
を
変
更
す
る
と
シ
ご
（
略
）

の
低
位
の
職
級
へ
の
格
付
け
に
つ
い
て

異
動
、
任
免
等
に
よ
り
、
低
位
の
職
級
に
絡
付
け
ら
れ
た
と
き
の
職
級
の
取
扱
は
、
そ
の
理
由
に
よ
り
、
次
の
通
り
と
す
る
。

⑦
会
社
の
都
合
に
よ
る
と
き
は
、
従
前
の
聯
級
を
保
障
す
る
。

①
本
人
の
能
力
に
よ
る
と
き
は
、
新
職
級
に
よ
る
。

⑤
応
援
時
の
取
扱

応
媛
の
場
合
は
、
応
援
期
間
中
の
担
当
職
務
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
峨
級
は
変
更
し
な
い
。

三
、
長
期
休
務
者
の
取
扱
（
略
）

資
料
（
技
能
ｌ
評
価
要
素
）

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

職
務
の
複
雑
・
困
難
性

（
注
）
評
価
要
素
の
説
明
は
省
略
し
た
。

ｌ 
努 ＃ 

要
件

１ ｌ
身
体
的
努
力

力
１
１
精
神
的
緊
張

｜｜ 
技判

翻断
純力

ｌ
職
務
知
識

精
神
的
疲
労

①
実
務
知
識

恩
考
力

勘
・
コ
ツ

肉
体
的
疲
労

瀧
礎
知
識
十
実
務
知
搬

⑦
韮
礎
知
識

四



＝ロ

職
場
ピ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

付'瓜質料Ｈ１】IlN務手当の)IlMl級査定基釧に（］ ）（昭irll45年】

能並 蝋

次のいづれかに該当する看で威譲変更の必要があると鼬められ石考。

1．〕M1表１年Ⅲ1に職紋別１N寵遡iMl･』坊｣jMll、弧州１１１梁の灘ｌｌＭｌがあった箸。臓級yi定

2．上位１１鶇この職務繊哩ＬているがⅡ年格付罐は、その巡行似､及び支格要f卜の充足度が要iMiされる肱当溶

水弛に越してい窪かつた者。

1．主醗孤幽ill1難の内聯

並定要素１２．」百位乃至Ｉ圷位戦扱ﾘﾙ瀞iの蟹異五点脚梁の退行鹿

3．上仙乃電１Ｊコマ位】MtjMl馴務の茨liii要件mEjE座

欝雰…………'帆…'…………櫻
耗 1．主要i旦当鰹業の内野について

上位乃至I圷位戚級の蓬JK璽点廊躯tf中心に主樹蝿ii雛をIﾘIちかに｝･星

2．趨興重点瓢紫の巡行腿について

N1iurUjiJMMuIkにつ１，Ｗ.淡の）A(かちその巡行腿を兇笏。

(1)上:蝿fの讃献･鍵勒１．点桧の濯幽（課莱の萱かきれ方】壷定の
定

(2Ｍ蟹の韻喚（当肢醗業の廻り11;“ての位置はlHM11l､乃至は捌充的か、)}!時jl1当か、どうか）務眼点

2．変硲要件の充足皿について

(1)）剛務知服

(2)判断力

(3)技価然雛Z、

1．主蝿且当那難の内辮

ｉｎ野戦識（主要luLLiIM蕊による）１３:､職獅Iﾘ1細讐かＧみて上{t乃至は下位城ｌｉＪｉＭ綴fに、

①肱当する。
内

②賊当し江い。

2．越典遁点騨難の辺if鯉

上h切望は下位職柧の麩JHliE:点瓢蕊に饗;1Vされる職獅辿行のj蝉から鼻で

緋噸艤｜：鱗穗羅鰯鯛:：、

癖

③要;liざ;Iしるところを遡行してい蒲とは云えない。

30喪{曲要ｆＰの充足腿

Ｈす乃至は下位職級職務（ﾐ!EE異重刷係莱を中心として〉｛邑弼iM1される謝癖件からみ･て

①十分mえていろ。

②－応術えて&噸。
四

①やや不足ナろと崖ろがある。

(注）差異璽点謀雛とは前年のマニュアルによれば1丁位職級との鐘を示す皿馴i冒業』である。

技龍職

職jMFIxi;定

賊山渚

次のいづれかに該当１．ろ渚で駄繊変更の必要があると腿められ石渚。

1．jmI顕１年'111に職紋別１N寵迩iMl･］今ii』jMll、弧蛎隅梁の灘ＩＭＩがあった者。

2．上位11鶇この職務繊哩ＬでいるがIMI年格(ﾅ罐は、その巡行皮､及び安}浴要f卜の充足庇が要iMlされる

水ZIqに越してい窪かつた者。

正定の内鐺
鉦定要

玄定婆謝

の

'ｼエイト

定の

務lUI鳶

汗Imi段麗



]liR譜手当の職級通達基準（Ⅱ）（昭和45年）

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

1Ｆ 卿藩

｢職」内職級の盃定｢巖ｌの莚定

次のいづれかに識当する弼でiMi級変更のｌＩＺＷ』２ｶFあ

るとiMMj511,ろ者。

1．過去1年'111に「職』立定世饗する異mlj、担当illl
案の変UMIがあった者。

2．上位「職」の課業を池出しているが､加年桧付
時は、その逆行度および炭if要件の充足晩が要競
這れ覇水XULに達していなかった者。

各「)IMU内におけ悉熟料【度ITJこてj《F3《疏通行能力の

変化、lrlI｣目がⅢIちかで、1111級班Ⅲ⑪必要がiらると認
ＩＭＩ組Tli:寵

ぬられる月ＩＦ。

該当渚

1．主嬰ill鰹iiiM蕊のIﾉJ容と箔の逆行腿
２．喪脩嬰ｌｌｉ２の充足腹

3.9ﾋﾞﾑ2$により上位(下位〉「職」の航格付醤と｣上
譲玉淀する

1･現,lffli.|職」としての熟１１W【瞳

2．破鰯巡行能力のi程I瞳
3．必哩により上泣職綴剛|浩付巻と比較査定;･る。

盃定唾棄

熟糾峻および職務透行能力の感度を綜合勘案し、必
要により対人比救を!)卜、の上、玄定する。

担当謀難の内鐸逸行皮お`I:び溢桔要111;の充足庇を
綜合IEI案し必要により対人比蚊釘ｉｒＮ;の上、識寵す

査定要辮
の

ウエイト ○回

Ｌ担当沸燃の内容とその遂行度につ､】て

「Eifl型F京lぞポイントと承る那業の内容なり選iテ

膜が、どのよう'二変化・向上したか、その極庇を
みるロ

（１）朋撚の内春
議定上ポインＦとなる榔鯛）l春はどう変ったか。

（２）梛莱の進行庇

上淑１１の瓢難を中心lﾆその巡行護は職」迩定上

;nfji2のポイントとなる点からみて、どうなったか。
◎閲IllUIiu上

１．１聯１１度について

担当灘莱についての黙秘皮はどのように変化・向

上したか。

(1)HWIiiij-上
(2)上級希の摺鞭・点iiiの魍血

許

(蕊た窪潔蝋認識鑿澱が）
2．載獅退行能力の覆嘆について

担当郷業巡iifL必要な能力についてどのように雨
変化・Ｉ１Ｉ上したか。

(1)馴潴jill1W4（２）１wllUi力

'3)!|陶鰄(葹任:M輪以上で必要恋と瞳）
3．上位（下位)職級者との比較

上位（下位)戦級のJWiIii付者の熟練度なり職務違
猯iビカの穏度と比l峡する。

且irhEの
鬼

鞠１噸'2.．蝋蝋良鰡群紺I1H点

Pmfl3Hf定上ポイントとなる課業の逆行上必叫な

能力'二ついて:､伸長度を中心にその程庇をみる。
(1)Iii1満知臓（２）判lbi:力

(３１;駒鰄(蕊潔以上への｢噸｣…り
3．上位（下位）「iMU調との地賎
上位(下位）「戦」のI髄格付密の担当諏漿内容と
その巡行皮なり艤務進行能力の塞錘と比蚊するr、

の

鷺
1．担当11,乗の内容と遂行庇

（１）梛鑓の内容

査定上ポイントとなるW|雛はＭＩ務馴分獅Ｊｉ蝿kから
みて上位(下位）畷」に
①賊当する。②麟当しない。

（２）梛獺の遂行度

上位（下位）隣」（巍趨ニポイントとなるiW11紫を
’1]心'二）に癖繊れ愚11ill獅遮|ﾃ⑪水準からみて、

①野lilVimDに蓮行してい鴇
②概躯癖洲きれると廷ろを進行していろ

③要鮒され幕ところを巡行しているとはいえない
2．茨術喫件の充足度
上位(下位）、勤（流定上ポイントとなるillL衆を
中心lい（熱難きれ識職掛fPからZﾙて

①水i(嘘越えてい扇
②一応水蝋に達していろ
③やAP;Tl糊足なところがある

エー熟純腿

担鰯１K瀧の蝋騨ijuの変化lfl1｣Zの内容からみて、現
柏付｢jlll1」としての熟IWl煙は

①Ｍ１蝋興の向上カサもきく、難述した段IMiにあ為
＠ｺ鯉1匹の向上がかなりみられ､漏れ1M砿した段

蔽にある。

③熟糾【腿の向上がみられるカヘ蕪達した段階とは
いえMWbm

2･J1I1ijji滋行}iビカの程腿
現I付付「ji:N」＜担当課雄itfll1心に＞として瞬剛さ

れる能力について、その仲奨喚からみて、

①能力仲奨が大きく、十分艇れていろ
②能力lil【鍵がかなりみられ、水準を越晶てい愚
③力|A力１１１１僅かみられる力5Ｗ厨ね水準通り

①②鈍牝》“》辮幽”》鮓酢

零

肝
製

価
階

四
一

＝ 

】MlMu逃走

該当者

｜次の6mづれかに隷当する渚で'１W級変更の,Ｉｚｉ嬰力『あ
ると柵ＭＪＢ;１１,ろ者。

１．過去1年'１１１に「職.1立定世饗する異mIj、担当il1IL

卜瀞撫蕊鵜懸蝋騨蝋
｜吉れ覇水jIkに逮Lていなかった者。

各「)ＩＭＵ内におけ患熟糾【度』ずよ'｡《Ｆ１《疏通行ＩＩＥ力の

変化、ｌｒ１Ｉ｣:がlﾘIちかで、llIji級甑巫⑪必要がiもると認

ぬられる我。

客

ｉｌＦｌｉｉｉ 

股階

1．担当'111業の内容と遂行庇

(1)郡鍛の内容

査定上ポイントとなる１１M雛1判Ｉ務馴分蝿|蝿kから
みて上位(下位）畷」に
①賊当する。②麟当しない。

(2)抑獺の遂行度
上位（下位）隣」（説XZ｣二ポイントとなるiW11紫を
'1]心'二）に要縦ざれ愚1M噸通行⑪水iMLからみて、

①野ilVⅢDに蓮行してい鴇

②概躯秘;Wきれると陞る茜進行していろ
③要ｌＷされ幕ところを巡行しているとはいえない

2．茨欄要件の充足度

上位(下位）、勤（ｮ繩21上ポイントとなるillL衆を
巾'ＭＬ）ｉ;蔦』ili難きれ識職掛fPからZﾙて

①水i(嘘越えてい扇
②一応水単に達していろ

③やAi｣;Tl禰足なところ力｢ある

￣’ 
’’一縢而-爾葹，「……，

務 職
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回鋲 ；｜鱸

熾諒罫轍謎凱・鶴誌縛写弄騒群議扇Ｓ繕績満謙穆域糾腫啓魚諏静か鷺鈩冨皿童露酢Ⅷ＋靱輩厭酢柵酬吋謬←零軒輌鄭醐鰔輪倒鵜戟嗽瞬笥叶⑪露製・》窮壽墓衛誌凱・謁隷鰐舗弄柵醤画含汁驍僑・鋼戒・黙露忘識Ｊ勲剴蓄黒罫特ｓ筥胖緋廼・向忘塞獅灘蕪。 ｉ歸罫榊鴎蹴簿乞弄梛釧構紹Ｓ汁麹行謙己・樹齢屋雷器卉巷蝉一」遣祷弾餡識．並蕊ら．「Ｆ唇鮮利舞式露錐餓蘇鑛宇八回棚獅稀騨・腱湘棚叶騰輸埣戯露餅嫌杉一再智獣ご同夛誹園Ｓ蔚魁罫舜溝燕撫尋隣戴ｓ翠回、離撰、読巻綴
勵戴〉鴛耕。

Ｉ鞠融蝉蝋蟻拷毎再調国Ｓ総譲隣咋齢塗・行泳Ｐ怪篁〆辱瑠割魎離肇議調或←ベ討風獄侍画・麹黍・当醗鋳奇祷騰舎が獅馴轍謬で再劃蝋諭聯馴騨郡熱守
酊剣釧。

郷誤戴瀧

償喋騨議行露斗鹸溢繭，鵬僻・寅可。沫室祭ｓ蔚雛雪彗藍偉旦而蘋隣蘇鎖石扇呼算遡鍋野獣灘叶噸吟か。置峰瀞鋼而要呼血辮葺笛専重属諭鵜轆穴Ｊ壱 僧蝶劉璽郷難行室》永輯翻臆諦罫竺罰曾忌評厳酷Ｓ涜議・鱗諜’爾菖・鶏巍ｓ雪挫・鯛識鵯ｎＪ▽刑ｓ茜脹醜同轍料鵡冨讐誹佛軌赤獅醗、勘・謹臓緋銀行雪４岬瓢辨客嘗讓嗽胴坤飢・毎厘誤望郷耕作客壽瓠雪而ｌＵＳ橲昏代一八鱗洲ｄ汀瀞銅時邸穆’諭瀞鞭
門諏雨－弾呼伽。

尚雌瓢騨梛釧ゾ零緋塞僑辮鎌互罎斗飢國歸騨曇頭鯛鄭言雪蕎灘勺甲引識爺ｓ蜑饗廠噸斡脹澱⑪調隔Ｓ瓢竪総襲・慶臘緋鹸而雁蜥伽瀞耕響瀞時叺門糊輝叶蝉六蕎烈両Ｕ夛司Ｓ駒諄罫針璽難敵瀬
岑叡。

滋
一●

雛

瓶零審幹謀引欝面謀－科Ｓ嚇僻・判雑
穂宕認許憲罷毎．

僅灘齢Ⅱ斑黙Ｉ罫獄臓滝・難望叶鋼斗邨敷戴蓋客演脳Ｓ浄善華酊珊躯行闘灘ｆＪ⑭顯掲旬針郡。 輩雪ｓ鷺歸弄令を融ナ嵩緋で秣膳憾両貯⑪喬診憲可・排璽樫酔瞬靴佇ご科衝釧欝諜凱而沸山静研瓢箪露獣洲熱帆斡⑪韓鍬轟呼２Ｗ総零蒋涛薄罫暘斡〈絲秀画屏ｑ戸州Ｓ茜憾童筒一葱》拝ご呂黒剣那聖譲鷺砂房蝋祷謹瀞齢噸斗邨繭
胸姉詠軌。

雪醗ｓ賛漏弄響徽ご聡乞・雌繍釧‐脚帥殿等訶吉峰駿，卦鱗鹸濤薄暮灘祷轍鵠勤行ｏ夛州診汁蝋撒包一秤圖術蜥諏而ｕ己べＧ峠祢ｓ跣割ｑア柵獅罫刊罧誹熱ご譲鵠獄嗣柵雲軍藍潮鵜川溝郡。←》ず謄噸癖雫孵溺溌醜告釘逼濟寺伽幽汗琴徽鰍雫⑬柵搬零侭Ｓ麗樹韓弓抄ご遥灘命針ご似遮環ら餅圃扉鮮短。 鶚蔀幽罫隷誤歎川熱砂ダ苫墹戦潜鵡・聡爵丙廿汁飢燭鍼両Ｕ毎パリ琲嘩。汁搬両扉Ｐ馴濡榊樫冨隠謬警罫難‐刈製雪難両隣編ぺ酬斑華・戴緬轆叶牢載。‐伊徽球琲嘩汽印Ｊペ針勘狩熊僻酢鴎・等例代蜑鶏鵠榊栽二琶臓鵲繋行收神鈩轆轤群餅鍬陦ぐぺ鱒率言百顛維菫
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一
般
に
、
徽
与
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
収
益
分
配
的
な
い
し
功
績
報
奨
的
な
も
の
と
ゑ
る
か
、
賃
金
後
払
的
な
も
の
と
ふ
る
か
、
埜
本

的
な
対
立
を
含
承
な
が
ら
、
団
体
交
渉
の
対
象
と
さ
れ
、
そ
の
支
給
額
、
率
と
も
増
加
し
て
き
た
が
、
Ａ
の
場
合
は
、
組
合
側
が
岐
近
に

至
る
ま
で
利
洲
分
配
的
な
し
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
き
た
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で
あ
る
。

昭
和
二
四
年
協
約
に
は
、
「
｜
、
会
社
は
各
営
業
期
間
の
期
末
に
利
益
が
あ
る
と
き
は
賞
与
を
支
給
す
る
こ
と
が
あ
る
。
二
、
こ
の
章

（
給
与
）
に
定
め
る
給
与
の
ほ
か
臨
時
に
給
与
を
支
給
す
る
こ
と
が
あ
る
。
」
と
定
め
、
賞
与
お
よ
び
臨
時
給
与
は
経
協
付
議
事
項
と
さ

れ
て
い
た
。
雲
」
の
規
定
で
は
、
臨
時
給
与
と
賞
与
を
区
別
し
、
賞
与
は
利
益
の
分
配
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
川
ら
か

で
あ
る
。
こ
の
協
約
の
も
と
で
組
合
は
、
昭
和
二
五
年
末
「
越
年
資
金
」
二
カ
月
分
を
要
求
し
、
会
社
は
○
・
五
カ
月
分
を
越
年
資
金
、

一
ヵ
月
分
を
賞
与
と
し
て
支
給
す
る
と
回
答
し
て
い
る
。
ま
た
翌
年
に
は
、
組
合
が
は
じ
め
て
夏
期
賞
与
一
カ
月
分
の
支
給
と
、
一
‐
配
分

●
●
■
■
●
 

に
つ
い
て
は
、
賞
与
の
建
前
に
基
い
て
実
施
す
る
」
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
昭
和
一
一
七
年
五
月
に
は
、
組
合
が
夏
季
賞
与
総
額
一
億
円

の
要
求
を
提
出
し
、
そ
の
後
の
総
額
に
よ
る
要
求
の
先
例
を
作
っ
た
。

な
お
、
二
七
年
協
約
に
は
、
前
掲
の
規
定
は
見
当
ら
ず
、
就
業
規
則
に
移
さ
れ
て
い
る
。
就
業
規
則
そ
の
も
の
は
協
約
に
よ
り
、
予
め

協
議
し
組
合
の
了
解
を
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
行
就
業
飢
則
に
は
、
二
四
年
協
約
の
規
定
と
同
趣
旨
の
規
定
が
お
か
れ
て
い
る

ほ
か
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
な
項
が
あ
る
。

「
…
…
償
与
の
支
給
対
象
者
・
計
算
期
間
・
支
給
時
期
は
次
の
遡
り
と
す
る
。

一
支
給
対
象
者
は
利
益
の
生
じ
た
当
該
期
間
の
期
末
日
現
在
在
籍
社
員
と
す
る
。

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

一
○
賞
与
と
配
分

四
六



二
計
算
期
間
は
利
益
の
生
じ
た
当
該
営
業
期
間
と
す
る
。

三
支
給
時
期
は
原
則
と
し
て
利
益
の
生
じ
た
当
該
営
業
期
間
終
了
後
四
カ
月
以
内
と
す
る
」

こ
こ
に
は
、
賞
与
が
、
利
益
の
事
後
的
配
分
で
あ
る
こ
と
が
、
よ
り
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
協
力
的
労
使
関
係
が
深
化
す
る
過
程
で
、
賞
与
は
組
合
の
側
か
ら
も
利
益
の
事
後
配
分
と
し
て
位
腫
づ
け
ら
れ
て
行
っ

た
が
、
単
一
化
前
後
の
一
一
Ｉ
三
年
は
、
利
益
の
伸
び
に
比
例
し
て
賞
与
総
額
を
引
上
げ
る
方
式
が
行
な
わ
れ
た
。
賞
与
の
要
求
方
式
が
問

題
と
な
り
始
め
た
昭
和
四
五
年
末
の
組
合
一
一
ユ
ー
ス
記
事
お
よ
び
ｓ
氏
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四
二
年
末
以
降
、
組
合
は
利
益
の
伸
び

に
リ
ン
ク
さ
せ
た
要
求
を
行
な
っ
た
。
「
利
益
の
伸
び
に
応
じ
た
賞
与
要
求
を
行
な
い
、
し
か
も
要
求
ど
鐙
り
獲
得
し
て
き
た
組
合
は
、

日
本
中
探
し
て
も
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
訳
で
、
業
界
お
よ
び
Ａ
社
の
業
績
の
向
上
に
伴
な
い
、
当
時
は
一
流
企
業
の
中
で
も
股
高
の

水
準
に
達
し
た
。
基
礎
と
な
る
利
益
は
、
当
初
税
引
前
、
後
に
税
引
後
に
変
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
法
人
税
の
取
扱
変
更
に
よ
り
組
合
に

と
っ
て
有
利
の
方
が
選
択
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
賞
与
の
推
移
は
第
訓
表
の
通
り
、
昭
和
四
五
年
に
一
人
平
均
五
○
万
円
を
超
え
た
が
、

環
境
と
業
績
の
悪
化
か
ら
、
一
人
平
均
支
給
率
で
頭
打
ち
に
な
っ
て
い
る
。

莱
紋
の
低
下
と
と
も
に
、
賞
与
の
要
求
方
式
に
つ
い
て
、
中
央
委
員
会
、
中
央
大
会
等
で
論
争
が
あ
り
、
執
行
部
と
し
て
ば
、
業
績
低

下
の
時
期
に
は
一
定
方
式
に
よ
る
こ
と
を
や
め
、
「
た
え
ず
会
社
の
業
績
に
目
を
く
ば
り
、
最
も
有
利
な
方
式
で
会
社
と
話
し
合
っ
て
い

く
以
外
に
方
法
は
な
い
」
と
い
う
態
度
を
表
肌
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
昭
和
四
六
年
夏
の
大
会
に
お
け
る
Ｔ
委
員
長
答
弁
）
。
ま
た
同
年

一
二
月
の
中
央
委
員
会
で
も
賞
与
要
求
方
式
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
「
そ
の
期
、
そ
の
期
で
あ
ら
ゆ
る
情
勢
を
分
析
し
て
、
組
合
員
の
難

な
さ
ん
に
納
得
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
方
向
で
」
要
求
し
て
い
く
と
答
弁
し
、
利
益
に
直
接
リ
ン
ク
す
る
方
式
は
放
棄
さ
れ
た
。

賞
与
が
利
益
配
分
と
し
て
支
給
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
慣
行
化
す
れ
ば
、
組
合
員
は
「
あ
た
か
も
（
一
期
）
二
五
万
円
と
い
う
賞
与
は
あ

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

四
七
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四
八

た
り
》
川
の
こ
と
で
あ
り
、
毎
期
上
っ
て
い
く
の
が
当
然
と
思
い
こ
ん
で
」
い
く

（
Ｓ
閃
、
昭
和
四
五
年
一
二
月
七
日
、
組
合
一
一
ユ
ー
ス
）
。
そ
こ
で
、
上
記
の

中
央
委
員
会
で
も
、
「
一
部
に
は
ス
ト
ラ
イ
キ
ま
で
は
い
か
な
い
に
し
て
も
、

時
間
外
業
務
の
拒
否
ぐ
ら
い
は
や
れ
と
い
う
強
い
意
見
も
あ
っ
た
の
で
、
ぜ
ひ

前
期
な
黙
は
確
保
し
て
豚
し
い
と
思
う
」
と
い
う
、
こ
の
組
合
と
し
て
は
異
例

に
強
い
支
部
代
表
者
の
意
見
も
出
て
き
た
。
な
お
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
企
業

業
績
の
低
下
の
時
に
混
乱
を
起
す
べ
き
で
な
く
、
信
頼
関
係
を
強
め
て
経
営
回

復
を
凶
る
べ
き
だ
と
中
央
執
行
部
が
答
弁
し
て
い
る
。

上
記
の
、
支
部
代
表
者
と
本
部
と
の
や
り
と
り
と
関
係
す
る
が
、
以
前
か
ら

賞
与
の
比
率
が
定
期
給
与
に
比
較
し
て
高
す
ぎ
る
の
で
、
基
本
給
に
組
承
入
れ

て
ほ
し
い
と
い
う
下
部
か
ら
の
要
求
が
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
中

央
執
行
部
は
、
定
期
給
与
が
相
場
化
す
る
中
で
そ
の
上
位
に
あ
る
か
ら
、
賞
与

は
区
別
し
た
方
が
よ
い
こ
と
、
退
職
金
、
時
間
外
手
当
へ
の
は
ね
か
え
り
か
ら

会
社
川
の
反
対
が
強
い
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
、
こ
れ
ま
で
積
極
的
で
は
な
か
っ

た
。こ
こ
で
も
賞
与
の
闘
金
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
下
部
の
考
え
と
、
団
体

交
渉
の
当
面
の
責
任
を
負
う
中
央
執
行
部
の
利
益
配
分
的
な
理
解
と
に
差
が
あ



ら
わ
れ
て
い
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
業
績
の
低
滞
し
た
最
近
で
は
、
賞
与
の
要
求
根
拠
も
折
衷
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
昭
和
四
七
年

年
末
賞
与
の
場
合
、
「
総
額
三
○
億
円
」
と
い
う
要
求
を
川
し
て
い
る
が
、
交
渉
経
過
を
報
じ
た
組
合
一
一
ユ
ー
ス
に
よ
る
と
、
中
央
執
行

委
員
会
の
要
求
に
あ
た
っ
て
は
①
同
業
他
社
と
の
比
較
③
賞
与
は
業
緬
に
応
ず
る
と
い
う
基
本
的
立
場
に
あ
る
も
の
の
、
業
紋
低
下
が

二
期
に
及
ん
で
い
る
こ
と
③
従
業
員
の
努
力
に
報
い
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
こ
と
④
前
期
実
績
、
が
零
噸
さ
れ
て
い
る
。
交
渉
過
程

で
は
、
会
社
側
か
ら
も
「
労
使
の
信
頼
関
係
」
の
維
持
の
必
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
、
二
回
目
の
交
渉
で
満
額
を
回
答
し
て
い
る
。

賃
上
げ
交
渉
の
場
合
と
同
様
、
世
間
並
の
水
準
や
過
去
の
水
準
を
下
回
る
こ
と
が
、
信
頼
関
係
を
破
る
も
の
と
、
労
使
に
よ
っ
て
把
握

さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
四
五
年
以
降
業
績
が
低
下
し
た
と
い
え
利
益
を
生
じ
て
い
た
し
、
組
合
の
賞
与
要
求
総
額
は
、
前
期
の
税
引
利

益
を
下
回
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
ま
で
は
、
経
営
側
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
信
頼
関
係
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。

賞
与
が
前
期
の
利
益
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
要
求
と
交
渉
経
過
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
と
支
部
執
行
部
↓
支
部
委
員
↓
大
会
代
機

員
の
口
頭
説
明
は
、
業
界
と
会
社
の
業
績
、
会
社
の
経
営
方
針
を
、
一
般
組
合
員
に
定
期
的
に
伝
達
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
、

労
使
の
協
力
的
関
係
の
一
環
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
昭
和
四
七
年
夏
の
例
を
と
れ
ば
、
組
合
は
、
中
央
執
行
委
員
会
要
求
案
の
背
景
と
し

て
、
経
済
と
業
界
の
動
き
と
並
ん
で
、
会
社
の
経
営
概
況
と
業
績
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
ま
た
、
妥
結
を
報
告
す
る
ニ
ュ
ー
ス
で

は
、
交
渉
過
程
が
記
述
さ
れ
る
中
で
、
会
社
側
の
回
答
が
全
文
掲
げ
ら
れ
る
。
会
社
側
は
単
に
金
額
を
示
す
の
み
で
な
く
、
時
に
長
い
説

明
や
組
合
員
に
対
す
る
協
力
要
請
文
を
付
記
し
て
い
る
。
四
七
年
六
川
二
六
日
付
の
会
社
回
答
で
は
、
業
界
の
環
境
と
業
者
間
の
過
当
競

争
、
需
要
に
比
べ
Ａ
社
製
品
構
成
が
他
社
よ
り
不
利
で
あ
る
こ
と
等
業
績
悪
化
の
原
因
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
武
厭
体
制
に
よ
る
対
策
と
そ
の
見
通
し
を
述
べ
、
協
力
を
要
請
し
て
い
る
。
実
際
に
こ
れ
ら
の
説
明
が
ど
こ
ま
で
関
心
を
持
っ
て
読

ま
れ
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
各
自
の
賞
与
と
の
関
係
で
、
経
営
爽
態
に
関
す
る
情
報
が
提
供
さ
れ
て
お
り
、
中
央
経
協
の
内
容
と
と

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

四
九



職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

五
○

兆
に
、
一
般
従
業
員
Ⅱ
組
合
員
が
、
経
営
方
針
と
成
果
を
知
り
得
る
機
会
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
賞
与
の
伽
分
に
つ
い
て
ふ
よ
う
。
組
合
は
要
求
に
あ
た
っ
て
支
払
総
額
の
糸
を
示
し
、
平
均
一
人
当
り
ま
た
は
何
ヵ
月
分
と
い

う
表
示
は
公
式
に
は
し
て
い
な
い
。
ま
た
配
分
方
法
を
追
っ
て
協
議
す
る
と
し
て
い
る
が
配
分
方
法
ほ
こ
の
と
こ
ろ
ほ
ぼ
固
定
し
て
い

る
。
総
額
の
交
渉
が
終
る
と
会
社
側
が
配
分
方
法
を
示
し
、
組
合
側
が
質
問
、
確
認
す
る
形
で
協
議
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
四
七
年
夏
を
例

に
と
れ
ば
、
就
業
規
則
の
定
め
る
よ
う
に
、
支
給
対
象
者
は
、
四
七
年
九
月
末
現
椎
在
籍
社
員
、
計
算
期
間
は
同
年
四
’
九
月
で
あ
る
。

支
給
基
準
の
基
本
的
部
分
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

㈹
賞
与
は
成
縦
に
応
じ
て
支
給

②
勤
続
一
年
以
上
の
普
通
勤
獅
者
に
つ
い
て
は
、
（
基
本
給
十
職
務
手
当
）
×
二
○
五
％
を
保
障

普
通
勤
務
者
と
は
、
支
給
対
象
期
間
中
の
休
務
日
数
（
業
務
上
の
傷
病
欠
勤
お
よ
び
諸
休
暇
に
よ
る
休
務
日
数
を
除
く
）
が
三
○

Ⅱ
以
下
で
、
勤
務
不
良
者
、
低
能
率
者
で
な
い
者

③
勤
続
一
年
未
満
の
看
、
休
務
Ⅱ
数
三
一
日
以
上
の
者
に
つ
い
て
、
逓
減
的
な
支
給
率
（
略
）
を
規
定
し
て
い
る
。

支
給
対
象
者
約
一
一
、
五
○
○
名
の
う
ち
、
③
に
該
当
す
る
者
は
七
一
名
、
勤
務
不
良
者
、
低
能
率
者
は
一
％
以
下
で
あ
る
か
ら
、

大
部
分
は
普
通
勤
務
者
で
あ
る
。
当
社
は
事
業
部
制
を
と
っ
て
い
る
が
、
事
業
部
ご
と
に
総
額
を
配
分
す
る
こ
と
せ
ず
、
画
一
に
扱
わ
れ

る
。
仙
人
の
成
績
に
応
じ
て
支
給
す
る
た
め
に
、
人
事
考
課
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
方
式
は
、
基
本
給
の
運
営
と
の
関
係
で
、
職
近
の
賃

金
調
査
委
員
会
で
よ
う
や
く
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
方
式
は
、
一
般
社
員
の
場
合
、
昇
給
の
際
の
方
式
と
類
以
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た

だ
し
、
仕
事
の
実
績
、
服
務
状
態
、
職
務
能
力
の
一
一
一
つ
の
大
項
目
の
う
ち
、
第
一
の
要
素
の
ウ
ェ
イ
ト
が
高
く
、
第
三
の
ウ
ェ
イ
ト
が
低

く
、
特
定
期
間
の
実
繊
と
関
係
さ
せ
る
よ
う
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
総
合
し
た
結
果
は
六
段
階
に
区
分
さ
れ
る
。
保
障
部
分
は
賞
与
支
払
部



計
算
と
な
り
、
成
績
に
よ
る
帰

れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
一

人
収
入
に
大
き
く
影
響
す
る
。

賞
与
を
従
業
員
に
対
す
る
利
益
の
配
分
と
し
て
と
ら
え
為
考
え
方
は
、
協
力
的
関
係
と
と
も
に
成
立
し
て
き
た
が
、
組
合
の
下
部
か
ら

は
、
社
会
生
活
上
の
必
要
か
ら
賃
金
と
し
て
安
定
的
な
も
の
に
し
た
い
と
い
う
要
望
が
で
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
下
部
か
ら
要
求
は

個
別
職
場
の
仕
事
に
結
び
つ
い
た
要
求
と
は
い
え
ず
、
そ
の
意
味
で
、
賞
与
は
職
場
レ
ベ
ル
の
悶
題
と
し
て
の
性
格
が
薄
い
。
配
分
は
、

職
務
手
当
を
算
定
基
礎
に
し
て
い
る
こ
と
、
業
績
を
重
ん
じ
た
考
課
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
の
仕
事
に
直
接
関
連
す
る
部

分
も
あ
る
が
、
賞
与
総
額
が
事
業
部
の
成
績
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
従
業
員
が
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
中
で

貢
献
し
た
程
度
の
指
標
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
賞
与
配
分
の
た
め
の
人
事
考
課
は
、
各
職
場
で
行
な
わ
れ
、

そ
の
過
程
で
は
昇
給
の
場
合
と
同
様
な
事
情
が
あ
る
。

分
の
六
○
％
で
あ
る
か
ら
、
考
課
に
よ
っ
て
上
下
各
二
○
％
程
度
の
幅
で
個
人
の
支
給
率
が
決
め
ら
れ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
時

の
平
均
基
準
内
賃
金
が
約
八
万
円
で
あ
る
か
ら
、
最
低
保
障
率
は
あ
る
も
の
の
、
平
均
的
な
水
準
の
者
で
上
下
六
万
円
程
度
の
差
が
出
る

計
算
と
な
り
、
成
績
に
よ
る
個
人
差
は
実
額
と
し
て
は
相
当
に
大
き
い
。
昭
和
四
二
年
ま
で
は
定
額
部
分
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
廃
止
さ

れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
事
考
課
、
あ
る
い
は
勤
務
不
良
、
低
能
率
の
判
定
鎚
準
が
公
正
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
個

当
社
の
労
働
時
間
は
、
昭
和
一
二
年
の
協
約
で
一
日
実
働
七
時
間
と
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
昭
和
四
五
年
お
よ
び
四
七
年
に
実
働
時

間
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
隔
週
土
曜
休
日
制
が
採
用
さ
れ
た
。

職
場
、
個
人
に
つ
い
て
も
、
企
業
全
体
の
基
準
の
具
体
化
を
め
ぐ
り
労
働
時
間
と
勤
務
に
関
す
る
諸
問
題
が
発
生
す
る
。
そ
の
処
理
に

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

五
一

労
働
時
間
と
勤
務



ま
ず
、
組
合
内
で
は
、
時
間
短
縮
に
取
組
む
べ
き
だ
と
い
う
声
が
、
か
な
り
以
前
か
ら
（
少
な
く
と
も
昭
和
四
一
年
か
ら
）
大
会
の
席

上
出
さ
れ
て
い
た
。
当
時
は
、
時
間
短
縮
の
で
き
る
環
境
に
な
い
か
ら
、
差
当
り
時
間
制
度
の
変
更
を
と
り
上
げ
る
と
い
う
労
遮
執
行
部

の
判
断
で
あ
っ
た
。
制
度
変
更
が
お
こ
た
わ
れ
た
後
、
昭
和
四
七
年
の
大
会
で
、
組
合
内
に
「
労
働
時
間
問
題
委
員
会
」
を
設
贋
す
る
こ

と
が
決
定
さ
れ
た
の
で
、
時
間
短
縮
に
つ
い
て
今
後
労
使
間
の
協
議
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
勤
務
制
度
改
革
の
方
は
、
単
一
化
大
会
（
昭
年
四
三
年
七
月
）
で
労
使
の
「
労
働
時
間
合
理
化
委
員
会
」
の
設
置
が
決
議
さ

れ
、
翌
年
二
月
に
そ
の
第
一
回
会
議
が
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
具
体
化
に
向
っ
た
。
同
年
七
月
専
門
委
員
会
で
成
案
を
得
、
労
使
の
検
討

を
経
て
本
決
り
と
な
り
、
試
験
的
実
施
（
四
五
年
一
月
）
の
後
本
格
的
に
実
施
（
同
年
四
月
）
さ
れ
た
。

こ
の
制
度
変
更
は
、
実
働
時
間
を
不
変
の
ま
ま
、
そ
の
割
振
り
を
改
め
、
休
日
を
増
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
協
約
で
は
、

そ
れ
ま
で
、
一
週
六
日
、
｜
Ⅱ
実
働
八
時
間
以
内
の
勤
務
が
原
則
で
あ
っ
た
が
、
生
産
事
業
所
（
工
場
お
よ
び
研
究
所
）
に
つ
い
て
は
隔

週
土
臓
を
休
日
に
、
営
業
事
業
所
（
本
社
、
東
京
支
社
、
支
店
、
営
業
所
）
は
土
臓
半
日
勤
務
に
な
っ
た
。

休
日
蝋
の
一
方
、
総
実
働
時
間
に
変
化
が
な
か
っ
た
か
ら
一
日
の
実
働
時
間
が
増
大
し
た
。
生
産
事
業
所
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
一
日
七

時
間
か
ら
七
時
間
三
十
分
に
、
営
業
事
業
所
で
は
平
日
一
時
間
七
時
間
一
五
分
か
ら
七
時
間
四
五
分
に
（
土
曜
五
時
間
四
五
分
か
ら
三
時

間
一
五
分
に
）
変
更
と
な
っ
た
。
生
産
事
業
所
で
は
こ
の
ほ
か
、
年
間
四
日
の
国
民
の
祝
日
を
休
ま
な
い
こ
と
と
し
、
年
間
の
実
働
時
間

の
維
持
を
図
っ
た
。
営
業
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
「
拡
張
販
売
勤
務
専
門
委
員
会
」
で
昭
和
四
六
年
一
二
月
に
組
合
側
か
ら
、

提
案
し
協
議
の
結
果
、
生
産
事
業
所
と
同
様
、
隔
週
土
曜
休
日
制
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
昭
和
四
七
年
四
月
試
行
実
施
、
七
月

本
格
実
施
）
。

つ
い
て
糸
て
ゆ
こ
う
。

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

五
一

一



こ
の
労
働
時
間
合
理
化
、
す
な
わ
ち
勤
務
制
度
変
更
の
経
過
を
や
や
詳
し
く
立
入
る
と
、
ま
ず
、
組
合
側
委
貝
（
本
部
の
専
従
役
員
四

名
、
本
社
、
東
京
相
模
、
阪
神
、
研
究
開
発
、
瀬
戸
内
各
支
部
役
員
で
、
各
種
勤
務
形
態
の
支
部
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
）
の
打
合
せ
で

各
支
部
の
意
見
を
集
約
し
て
組
合
側
の
意
見
を
ま
と
め
た
（
四
四
年
二
月
）
。
内
容
的
に
は
営
業
事
業
所
の
部
分
を
除
き
そ
の
後
確
定
し

た
も
の
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
。

そ
の
後
、
会
社
側
委
員
と
の
合
計
三
回
の
協
議
で
一
応
の
結
論
に
達
し
て
い
る
（
四
四
年
七
月
）
。
そ
の
結
果
、
営
業
事
業
所
の
土
曜

の
扱
い
に
つ
い
て
は
半
体
制
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
初
、
組
合
側
で
ば
半
休
に
し
て
も
外
勤
務
者
は
、
午
後
ま
で
勤
務
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
月
一
回
休
日
の
方
が
よ
い
と
判
断
に
傾
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
業
務
の
あ
り
方
を
改
善
す
れ

ば
、
世
間
並
の
土
臓
半
休
で
不
郁
合
は
生
じ
な
い
と
い
う
結
論
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
間
報
告
が
ま
と
ま
る
と
、
「
…
…
会
社
側
は

各
職
場
に
お
け
る
仕
事
の
合
理
的
な
進
め
方
を
研
究
・
検
討
し
、
組
合
側
に
お
い
て
ば
各
支
部
の
職
場
懇
談
会
や
各
種
機
関
に
お
い
て
討

議
し
」
、
交
替
制
勤
務
の
あ
る
三
支
部
（
三
工
場
）
と
本
部
の
間
で
は
業
種
別
辿
絡
会
議
が
附
か
れ
、
外
勤
者
と
そ
れ
に
関
連
す
る
職
場

に
つ
い
て
は
「
拡
張
販
売
勤
務
専
門
委
員
会
」
の
組
合
側
委
員
の
打
合
せ
会
で
討
議
さ
れ
た
（
昭
和
四
四
年
一
二
月
一
八
日
組
合
一
一
『
－
１

ス
）
。
組
合
側
に
つ
い
て
言
え
ば
、
事
業
場
ご
と
の
業
務
と
職
種
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
点
を
支
部
で
検
討
す
る
と
と
も
に
、
本

部
の
指
導
で
調
整
し
、
中
間
報
告
の
線
で
ま
と
め
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
賃
金
制
度
の
変
更
の
場
合
と
比
較
す
る
と
、
勤
務
態
様
の
相

違
か
ら
支
部
レ
ベ
ル
の
意
見
を
尊
重
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
違
い
が
承
ら
れ
る
。
単
一
組
織
で
あ
っ
て
も
、
事
業
場
支
部
間
に
こ
の
穂
の
問

題
を
ま
か
せ
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
。
現
に
、
単
一
化
大
会
で
「
…
…
時
間
の
合
理
化
を
や
る
場
合
、
全
社
一
斉
に
や
る
の

か
、
事
業
場
単
位
で
や
る
の
か
」
と
い
う
質
問
も
で
て
い
た
。
し
か
し
、
勤
務
態
様
が
多
様
で
あ
る
と
い
っ
て
も
細
目
を
除
き
、
い
く
つ

か
の
事
業
場
に
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
統
一
的
に
処
理
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
中
央
の
専
門
的
協
議
が
、
意
思
決
定
の
中
心
に
な

職
場
レ
ベ
ル
の
藷
問
題
の
処
理
方
式

五
三



前
者
に
つ
い
て
、
四
四
年
一
二
月
の
専
門
委
員
会
で
は
、
付
属
擶
料
、
い
の
よ
う
な
組
合
側
の
要
望
事
項
と
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
旨
の

確
認
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
本
格
実
施
前
の
専
門
委
員
会
で
は
、
同
②
の
よ
う
な
組
合
の
懲
見
が
あ
り
、
会
社
も
了
解
し
て
い

る
。
組
合
側
の
意
見
の
中
心
釣
部
分
は
、
土
曜
半
休
と
し
て
も
外
勤
者
に
つ
い
て
臓
特
に
そ
れ
が
守
り
得
な
い
実
情
に
あ
る
の
で
、
そ
の

改
善
激
期
待
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
本
格
実
施
後
も
、
期
待
し
た
改
善
は
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
上
記
の
よ
う
に
土
臓
半
体
制

に
は
無
理
が
あ
る
と
剛
合
側
は
判
断
し
、
「
拡
張
販
売
勤
務
専
門
委
員
会
」
で
生
雄
事
業
所
並
欺
の
隔
週
土
曜
休
日
制
が
組
合
側
委
員
か

ら
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
委
員
会
の
単
一
化
前
の
協
議
で
既
に
休
日
出
勤
が
多
い
こ
と
、
実
働
一
○
’
一
三
時
間
に
及
ぶ
こ

と
が
問
題
と
さ
れ
て
粘
り
、
販
売
競
争
の
激
し
い
な
か
で
、
そ
の
後
多
少
の
改
善
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
同
様
の
条
件
が
続
い
て
い
た
。

営
業
醜
業
場
の
勤
務
の
変
更
は
、
Ⅲ
題
の
い
く
つ
か
を
解
決
し
た
が
、
余
暇
を
増
加
し
よ
う
と
す
る
組
合
員
は
、
こ
れ
で
満
足
し
た
訳

聯
場
レ
ベ
ル
に
媚
一

難
な
問
題
が
残
っ
た
。

勤
務
制
度
の
変
更
が
、
漸
進
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
、
会
社
側
の
対
応
に
組
合
側
も
協
力
す
為
姿
勢
で
臨
ん
だ
こ
と
は
、
組
合
の
一

般
的
態
度
の
反
映
で
は
あ
る
が
、
上
記
の
過
程
の
特
徴
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
右
の
経
過
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
後

者
に
つ
い
て
は
、
組
合
一
一
ニ
ー
ス
（
四
四
年
七
月
五
日
）
が
準
備
期
間
中
に
、
会
社
に
よ
り
作
業
段
取
・
作
業
工
程
の
改
善
、
省
力
化
設

備
の
検
討
・
推
進
、
時
間
尊
重
の
観
念
の
徹
底
等
が
行
な
わ
れ
る
が
、
「
私
た
ち
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
に
満
い
て
、
人
員
を
あ
ま
り
ふ

や
さ
ず
に
エ
程
の
改
良
や
作
業
分
担
範
囲
等
を
再
検
討
し
て
生
産
性
を
お
と
さ
な
い
範
囲
で
時
間
を
合
理
的
に
割
振
っ
て
い
く
具
体
策
を

考
え
て
詮
霞
し
よ
う
」
と
提
案
し
て
い
る
。

醐
場
レ
ベ
ル
に
媚
ら
し
て
検
討
し
た
結
果
、
中
間
報
告
の
線
が
確
認
さ
れ
た
が
、
営
業
関
係
辨
莱
場
、
交
替
制
勤
務
に
つ
い
て
は
、
閥

っ
て
い
っ
た
。 職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

五
四



で
は
な
か
っ
た
。
昭
和
四
七
年
の
組
合
の
調
査
に
よ
る
と
、
「
出
勤
の
土
曜
日
の
時
間
延
長
は
こ
ま
る
」
と
い
う
感
想
を
も
つ
者
が
三

分
の
二
に
及
び
、
「
休
日
が
増
え
て
大
変
け
つ
こ
う
で
あ
る
」
を
上
回
っ
た
（
昭
和
四
七
年
一
○
月
機
関
誌
）
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変

更
で
は
解
決
で
き
な
い
要
望
一
が
強
い
訳
で
あ
る
。

一
方
、
交
替
勤
務
に
つ
い
て
は
、
「
指
定
休
日
ま
た
は
明
け
休
承
に
よ
り
年
間
二
十
日
の
休
日
を
増
加
さ
せ
、
そ
の
日
数
分
の
二
つ
の

直
を
連
続
勤
務
す
る
」
こ
と
に
な
り
、
昭
和
四
四
ｌ
四
五
年
の
予
備
的
検
討
、
試
行
段
階
で
は
組
合
側
と
し
て
問
題
点
が
な
い
と
意
見

を
集
約
し
、
細
部
の
問
題
の
蕊
が
支
部
レ
ベ
ル
の
協
議
に
ま
か
さ
れ
た
。
た
輿
し
、
四
四
年
夏
の
大
会
で
瀬
戸
内
支
部
代
表
が
「
三
交

替
勤
務
者
に
つ
い
て
は
、
連
動
が
ふ
え
、
し
か
も
人
は
あ
ま
り
ふ
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
現
行
の
ま
ま
の
方
が
よ
い
と
い
う
考

え
も
あ
る
。
三
交
替
の
も
の
も
全
体
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
も
よ
く
わ
か
る
が
充
分
検
討
し
て
欲

し
い
」
と
発
言
し
た
こ
と
か
ら
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
央
の
方
針
に
下
部
と
し
て
は
十
分
納
得
い
か
な
い
面
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

合
理
化
以
前
は
六
日
で
直
を
変
っ
た
の
に
対
し
、
’
’
一
日
ご
と
に
直
を
変
り
体
調
を
整
え
に
く
い
こ
と
、
明
け
休
忍
が
休
日
と
い
う
よ
り

は
夜
勤
終
了
後
の
休
養
日
で
あ
る
こ
と
、
連
続
勤
務
が
増
え
そ
の
う
ち
手
当
の
つ
か
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
前
記
の
よ
う
に

組
合
と
し
て
は
了
承
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
の
該
当
職
場
の
不
満
が
持
続
し
た
。
早
く
も
昭
和
四
五
年
夏
の
大
会
で
は
瀬
戸
内
支
部
か

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式
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播
磨
工
場
の
例
は
第
皿
表
の
よ
う
な
、
三
組
三
交
替
制
で
あ
る
。
二
道
が
短
い
が
こ
れ
は
、
こ
の
地
域
の
交
通
事
惰
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
ま
た
各
直
三
○
分
’
一
時
間
三
○
分
の
休
憩
が
あ
る
。
１
．
２
と
あ
る
の
が
「
連
動
」
（
述
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
る
）
ま
た
は

「
続
勤
」
（
手
当
が
つ
か
な
い
。
一
周
期
一
八
日
に
一
回
）
で
あ
る
。
指
定
休
日
は
個
人
ご
と
に
交
替
で
休
む
も
の
で
一
周
期
に
二
日
あ

ろ
Ｃ 

る
、
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方
式

Ａ組ｌ１直１１．２２２３３３明１１１．２２２３３３明

Ｂ組ｌ２直２３３３明１１１．２２２３３３明１１１．２

Ｃ組’３１画３明１１１．２２２３３３明１１１．２２２３

、
髭
の
処
理
方
式

五
六

ら
、
四
組
三
交
替
に
移
行
す
る
考
え
は
な
い
か
と
い
う
質
問
が
出
て
、
Ｎ
氏
は
人
員
増
加
を
伴
う

０
 

叩
四
組
一
二
交
替
に
会
社
が
反
対
し
て
お
り
、
「
今
後
、
各
事
業
場
の
労
使
間
で
、
ど
う
し
た
ら
人
員

司望
の
増
加
を
伴
わ
な
い
で
、
直
勤
務
の
合
理
化
が
で
き
る
か
、
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
答
弁

、
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
組
合
木
部
と
し
て
も
交
替
制
勤
務
に
伴
う
問
題
を
放
置
で
き
ず
「
交
替
制

２
 

湾
特
別
委
員
会
」
が
組
合
内
に
設
置
さ
れ
た
（
昭
和
四
一
ハ
年
度
）
が
、
こ
れ
は
時
間
短
縮
を
検
討
す

３
 

る
「
労
働
時
間
問
題
委
員
会
」
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
い
く
》
」
と
に
決
め
ら
れ
た
。
人
員
を
噸
や
さ

０
 

卯
ず
、
総
実
働
時
間
を
減
ら
さ
な
い
原
則
の
も
と
で
は
、
休
日
を
噸
や
せ
ば
、
ど
》
」
か
に
熈
班
な
動

２
 

畦
務
が
出
て
来
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
当
然
の
発
展
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

焔
営
業
事
業
場
の
勤
務
制
度
の
変
更
を
決
定
し
た
「
拡
張
販
売
勤
務
専
門
委
員
会
」
（
拡
販
委
員

埴
膀
会
と
略
称
）
は
、
こ
れ
以
外
に
も
規
制
困
難
な
外
勤
者
の
勤
務
と
こ
れ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
と
り

ワ
】

加
秤
あ
げ
、
特
色
あ
る
活
動
を
し
て
き
た
。
〉
」
の
委
員
会
は
、
Ａ
労
速
の
昭
和
四
一
一
年
度
の
定
則
大
会

６
４
 

Ｍ
輝
嚇
で
設
置
の
決
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
》
」
と
に
よ
り
発
足
し
、
そ
れ
以
来
、
労
使
間
で
継
続
的
な
協
議

卸
舵
誌
を
お
こ
な
い
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
設
置
の
勤
機
は
、
営
業
事
業
場
の
苦
情
処
理
や
職
場
懇
談
会

填
恥
蠅
で
累
続
し
た
問
題
を
処
理
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
企
業
で
は
、
既
述
の
と
お
り
、
蒋
情
処

１
２
３
理
手
続
中
、
中
央
の
協
議
を
要
す
る
も
の
が
組
合
木
部
の
選
択
に
よ
り
専
門
委
員
会
に
移
行
す
る

函
が
、
こ
の
委
員
会
は
、
営
業
部
門
に
関
し
て
こ
の
機
能
を
果
す
と
と
も
に
、
営
業
方
針
や
業
務
そ

く

の
も
の
に
つ
い
て
も
協
議
し
て
お
り
、
》
」
の
部
門
の
経
営
協
議
会
の
役
割
も
果
し
て
き
た
。



拡
販
委
員
会
の
活
動
は
、
最
初
の
年
度
の
協
議
に
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
、
Ａ
に
お
け
る
、
専
門
委
員
会
の
本
領
を
発
揮
し
て
い

る
。
そ
こ
で
取
扱
わ
れ
た
事
項
は
多
数
あ
る
が
、
労
働
条
件
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
の
深
い
主
要
な
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
①
日
帰
出
張
後
の
内
勤
業
務
を
残
業
扱
い
に
②
外
勤
者
の
勤
務
態
様
に
応
じ
た
賃
金
体
系
の
樹
立
（
後
に
職
務
手
当
と
な
る
）

③
宿
泊
料
の
増
額
④
Ａ
社
社
員
に
ふ
さ
わ
し
い
旅
館
に
宿
泊
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
⑤
長
時
間
の
日
帰
出
張
の
際
規
定
ど
お
り
日

当
を
請
求
し
に
く
い
零
剛
気
が
あ
る
こ
と
⑥
乗
車
手
当
増
額
⑦
食
卓
料
増
額
③
長
期
連
続
出
張
の
改
善
⑨
休
日
出
勤
を
少
な
く

す
る
こ
と
⑩
有
給
休
暇
代
休
の
消
化
状
況
⑪
実
勤
務
時
間
が
き
わ
め
て
長
い
一
」
と
⑫
業
務
上
必
要
な
接
待
に
対
す
る
考
え
方
⑬

交
通
事
故
処
理
の
専
門
係
の
設
置
⑭
率
に
ク
ー
ラ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
⑮
内
勤
事
務
要
員
を
増
加
し
外
勤
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
問

題
⑮
外
勤
者
の
昇
進
異
動
（
激
務
で
満
年
齢
ま
で
続
け
ら
れ
な
い
た
め
、
お
よ
び
適
性
等
を
考
慮
し
て
）
⑰
自
動
車
に
安
全
灯
を
設
置

す
る
こ
と
⑱
セ
ー
ル
ス
マ
ン
教
育
の
爽
施

こ
れ
ら
は
、
組
合
側
か
ら
の
資
料
要
求
、
会
社
の
政
策
に
対
す
る
質
問
、
要
望
、
要
求
、
な
ど
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
事
務

所
を
離
れ
て
、
単
独
で
訪
問
し
、
販
売
、
拡
張
に
従
事
す
る
場
合
に
生
じ
る
多
様
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
野
で
は
、
業
務

の
特
性
か
ら
、
労
働
条
件
も
、
工
場
や
事
務
所
内
勤
と
異
質
な
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
管
理
者
と
一
般
外
勤
者
の
意
識
に
も
反
映
し
て

い
る
。
組
合
の
単
一
化
後
、
各
支
部
の
他
支
部
組
合
員
に
よ
る
訪
問
記
を
組
合
機
関
誌
が
特
集
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
記
事
か
ら
は
、
相
手

方
と
の
接
触
の
た
め
営
業
活
動
が
早
朝
か
ら
夜
間
に
及
ん
で
い
る
こ
と
（
第
犯
表
『
商
談
自
体
が
密
接
な
「
人
間
関
係
」
を
通
じ
て
形
成

さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
、
愛
社
精
神
に
よ
り
会
社
の
代
表
者
と
し
て
行
動
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
相
手

方
の
態
度
と
絡
詮
合
っ
た
取
引
と
営
業
の
実
態
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
長
時
間
労
働
も
当
然
と
ふ
な
れ
さ
勝
ち
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

拡
販
委
員
会
で
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
る
。
「
（
組
合
）
…
接
待
の
た
め
の
日
曜
出
勤
は
も
う
少
し
何
と
か
な
ら
な
い
か
。
（
会
社
）
…

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

五
七



第32表営業員の活動111:例（71ｔ京）

支社を出発

Ｓ商事へつくが，車臓場をさがして10間分まわる。

Ｓ商事:へ入り，打合わせ開始，憐業･インやＡの他の販売員と

協議

協議を終りⅡ１発，港区のＦ店へ

店を出て新宿へ

朝食と昼食を一緒'二とる

'１１発，渋谷区のＭ店

Ｍ店へ到着，店員と25分商談，主人不在のため近くの喫茶店で

待つことをつげ店を'１１る

主人が現われ，商談すすむ

出発，渋谷をへて青山へ

青山のＳ店へ

Ｓ店で打合わせののち新宿へ

新宿のＭ店へ，相談にのる

Ｍ店を出て高田馬場エ店へ

１店の主人不在のため店員と商談

会社へ連絡ののち麻布へ

麻布のＪ店へ，」店で話合い

」を出発，東京支社へ

支社へ帰着（それでも営業員として一番早い帰社であった）

８：３０ 

８：５０ 

９：00 

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

１１：１０ 

１２：００ 

１２：３０ 

１：００ 

１８２０ 

１：４０ 

3800 

３：３０ 

３：５５ 

４：３０ 

５：０５ 

５：２５ 

５：３５ 

６：0５ 

６８２５ 

６：５０ 

(注）１前|］再販(１W格維持の説得のため午前１時帰宅
２機関誌昭和44年８月

五
八

現
在
の
市
場
の
実
態
か
ら
み
て
止
む
を
得
な

い
と
こ
ろ
も
あ
る
こ
と
を
理
解
願
っ
て
お
き
た

い
。
全
く
な
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
（
昭
和

四
四
年
一
○
月
二
日
組
合
ニ
ュ
ー
ス
）

ま
た
、
個
人
が
会
社
を
代
表
す
る
と
こ
ろ
か

ら
、
業
続
と
報
酬
は
結
び
つ
い
て
も
労
働
時
間

の
観
念
は
成
立
し
に
く
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ

た
。
拡
販
委
員
会
の
組
合
側
は
、
こ
の
状
況
の

も
と
で
、
工
場
、
鶚
務
所
並
承
の
労
働
時
間
の

観
念
に
も
と
づ
い
て
問
題
を
整
理
し
よ
う
と
し

た
。
ま
た
、
業
務
そ
の
も
の
の
改
善
に
よ
っ
て

実
労
働
時
間
を
減
ら
し
、
超
過
労
働
に
関
し
て

は
、
手
当
を
要
求
し
た
。
労
働
時
間
以
外
で
は

自
動
車
等
で
社
外
で
長
時
間
活
動
す
る
こ
と
に

伴
う
諸
問
題
（
旅
費
、
交
通
関
係
等
）
に
つ
い

て
も
、
明
確
、
合
理
的
な
基
準
の
確
立
を
求
め

た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
専
門
委
員
会
は
、
困



第33表払販.妥負会の主要協議ﾖｷﾞ項（44年度以降）

４４年度 4５ 4６ 4７ 

|回組

灘薫…樵謹iWlfj::蕊議鮮
;篝裟::Ｗ詫灘繋轤麟灘鮮
面労働時間の実情７出張所の管理体制７外勤省の計画的配転

回接待の性格を明確に８大都市近郊出張所の住宅対策８製品の安全性対策その他

⑧営業車と自動車保険金額９営業部等の残業

９内勤事務要員増加１０外勤者の内勤事務合理化

*11機械計算資料を使い易く

ﾕ3販売計iiljiに第一線の声を

識変更後の醐業部運営方針

鱸：
営業負の増員状況

営業員に対するアンケート調

萱結果

社会》
原対題
理
間
管

律
策
服

法
況
対
漣

の
状
故
の

上
討
享
査

業
検
這
勤

営
の
』
父
外

四
１
１
１
旧
但
Ｌ
ｃ

耐

(健康診断突施計画）

(注）１年鹿は組合の大会（７～８月）までの１年間

た方針の再確認（半）,資料提出又は説明要求（□）

嚢喪ムマミｅ鴨扉鬮Ｑ望國択糀

２○印は決定により具体化されたもの。その他は既に決定し

協議，協議後継続審議］別途協識（÷）

牌員



職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

六
○

難
な
諸
条
件
を
処
理
す
る
討
議
の
場
と
し
て
有
効
に
機
能
し
た
と
い
え
よ
う
。

仏
収
委
員
会
の
活
動
状
況
を
組
合
の
活
動
報
告
と
一
一
ユ
ー
ス
に
よ
っ
て
磯
る
と
、
第
鋼
表
の
よ
う
に
な
る
。
委
員
会
設
臓
当
初
の
問
題

瀧
靴
が
終
っ
て
か
ら
も
各
種
の
事
項
に
つ
き
協
議
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
組
合
員
へ
の
報
告
で
は
、
そ
の
顛
末
が
は
っ
き
り
し
な
い

項
目
が
多
い
。
組
合
側
委
員
が
、
他
の
委
員
を
兼
ね
て
お
り
、
勤
務
制
度
の
変
更
（
生
産
事
業
所
、
次
い
で
営
業
事
業
所
）
等
、
他
の
順

点
螂
狐
が
艇
先
し
た
こ
と
も
そ
の
原
因
で
あ
ろ
う
。
人
事
部
に
つ
い
て
も
類
似
し
た
事
情
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
翼
、
こ
の
委
員
会

で
も
、
協
議
の
整
っ
た
事
項
を
組
合
組
織
と
し
て
下
部
で
直
接
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
委
員
会
の
決
定
が
経
営
末
端
ま
で
浸

透
し
な
か
っ
た
際
に
は
、
翌
年
苦
情
処
理
等
の
手
続
の
中
で
再
び
同
じ
問
題
が
提
起
さ
れ
、
委
員
会
で
再
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
あ
る
。
表
の
四
四
年
度
の
瀞
議
内
容
で
は
こ
の
頓
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
表
に
は
同
じ
よ
う
な
項
日
が
何
回
か

出
て
い
る
そ
の
中
に
は
、
検
討
に
時
間
を
要
す
る
も
の
、
一
定
の
方
針
に
よ
り
順
次
内
容
が
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
（
例
え
ば
内
勤

事
務
の
合
理
化
、
健
康
管
理
）
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
が
、
同
じ
問
題
が
繰
返
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
既
述
の
よ

う
に
営
業
事
業
所
の
土
曜
半
日
勤
務
の
実
効
が
上
ら
ず
、
制
度
変
更
に
至
っ
た
例
に
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
勤
務
の
職
場
、
個
人
へ
の
適
用
を
め
ぐ
る
問
題
を
承
よ
う
。
ま
ず
、
超
過
勤
務
に
つ
い
て
、
協
約
は
会
社
が
所
定
労
働
時
間

（
週
四
二
時
間
）
を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
た
上
、
「
但
し
、
労
働
基
準
法
第
一
一
一
二
条
及
び
第
一
一
一
五
条
に
定
め
る
制
限
を

●
●
●
●
●
け
い
ロ
Ⅵ
●
●
●

超
え
為
と
き
は
、
鰯
え
る
部
分
に
つ
い
て
、
基
本
的
琳
項
は
組
合
と
』
吻
定
し
、
そ
の
範
囲
内
で
支
部
と
協
定
す
る
」
と
し
て
い
る
。
週
四

八
時
間
ま
で
に
つ
い
て
は
、
組
合
の
規
制
が
及
ば
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
三
六
協
定
は
事
業
場
単
位
で
締
結
を
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
が
、
実
際
は
全
体
と
し
て
統
一
の
モ
デ
ル
を
作
り
、
必
要
に
応
じ
事
業
場
の
部
門
ご
と
に
余
裕
ゑ
て
協
定
を
締
結
す
る
。
そ
う

す
為
と
、
業
務
に
必
要
な
限
り
、
会
社
側
は
か
な
り
自
由
な
裁
砒
の
余
地
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。
協
約
は
さ
ら
に
「
…
…
勤
務
岬
側
の
廷



長
は
、
一
週
平
均
実
働
四
二
時
間
制
の
趣
旨
に
基
き
、
業
務
運
営
の
円
洲
化
、
職
場
規
律
の
向
上
等
に
よ
り
会
社
、
組
合
が
相
協
力
し
て

極
力
こ
れ
を
避
け
る
よ
う
努
刀
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
協
定
に
よ
っ
て
実
質
的
に
時
間
外
労
働
を
規
制
せ
ず
、
共
同
の
目
標
を
設
定

し
て
協
力
す
騎
方
式
は
労
使
の
叢
ｌ
蔓
蒄
Ｉ
に
お
け
る
利
篝
調
和
の
考
え
方
を
反
映
す
…
で
あ
ろ
う
．
個
人
腱
鑿
を

指
示
す
る
の
は
公
式
に
は
課
長
で
あ
る
が
、
人
事
考
課
の
場
合
と
同
様
そ
の
実
質
的
な
権
限
は
下
位
の
役
付
層
に
あ
る
場
合
も
多
い
。
賃

金
水
準
の
高
い
現
状
で
は
、
時
間
外
労
働
は
望
ま
し
く
な
い
と
一
般
に
受
取
ら
れ
て
い
る
が
、
個
別
の
、
ま
た
は
個
人
別
の
時
間
外
労
働

に
対
す
為
苦
情
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
職
場
単
位
で
、
廿
情
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
時
折
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
人
事
拠
苅
課

で
仕
事
の
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
職
制
に
対
す
る
指
導
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
是
正
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
、
協
約
に
よ
れ
ば
、
勤
続
七
年
未
満
の
者
は
年
間
一
二
日
、
そ
の
後
勤
続
一
年
に
つ
き
一
日
を
加
え
、
総
側

数
二
○
日
ま
で
で
あ
る
。
一
年
に
限
り
繰
越
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
運
用
上
、
七
’
九
月
に
各
職
場
で
計
画
的
に
有
給
休
暇
を
と
る
よ
う

な
政
策
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
時
期
に
つ
い
て
は
個
人
の
請
求
に
よ
り
休
暇
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

何
び
相
模
支
部
の
意
識
調
査
に
よ
る
と
、
制
度
上
の
有
給
休
收
日
数
に
満
足
し
て
い
る
者
は
、
六
五
％
、
不
満
な
者
二
六
％
で
あ
為
。

余
暇
を
選
好
す
る
若
年
層
は
勤
続
が
短
い
か
ら
、
不
満
は
主
と
し
て
こ
の
燗
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
有
給
休
暇
が
と
り
に
く
い
と
颪

う
答
が
四
三
％
あ
る
（
第
拠
表
）
。

昭
和
四
五
年
度
の
阪
神
支
部
苦
情
処
理
で
は
、
「
有
給
休
暇
を
消
化
し
き
っ
て
い
な
い
者
が
殆
ん
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
組
合

の
考
え
方
を
聞
き
た
い
」
と
い
う
質
問
が
あ
り
、
支
部
は
「
有
給
休
暇
は
事
務
的
手
続
を
行
な
い
…
…
使
用
す
れ
ば
よ
い
。
…
…
職
場
に

よ
っ
て
と
り
に
く
い
こ
と
が
あ
れ
ば
組
合
に
申
し
出
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
組
合
幹
部
（
支
部
委
員
等
）
も
ム
ー
ド
作
り
の
指
導
を
し
て
ほ

し
い
」
と
答
え
て
い
る
。
当
時
の
こ
の
地
区
の
有
給
休
暇
は
約
六
○
％
消
化
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
年
度
の
東
京
支
部
の
苦
情
処
理

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

一
〈
一



与
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
有
給
休
暇
と
同
じ
よ
う
な
辮
情
に
あ
り
、
拡
販
委
員
会
で
昭
和
四
四
年
に
会
社
側
が
職
制
を
指
導
し
、
代
休
も

と
り
易
く
す
る
旨
了
解
さ
れ
た
が
、
実
際
的
に
は
と
り
に
く
い
状
況
で
あ
為
。
昭
和
四
六
年
度
の
東
京
支
部
の
苦
情
処
理
報
告
に
よ
れ

ば
、
代
休
取
得
の
率
は
一
一
一
五
％
位
で
あ
る
。
有
給
休
暇
の
場
合
と
同
様
の
事
情
の
ほ
か
、
営
業
部
門
で
は
職
務
手
当
に
お
い
て
も
、
賞
与

の
配
分
に
つ
い
て
も
、
担
当
分
野
で
の
業
績
要
素
の
評
価
が
も
っ
と
も
大
き
く
影
響
す
る
。
賃
金
が
毎
日
、
毎
週
の
労
働
時
間
よ
り
は
、

よ
り
長
い
期
間
の
業
績
と
関
係
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
休
日
を
退
化
し
て
も
業
績
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
傾
向
を
生
む
と
考
え
ら

第34表有給休暇はとりやすいと思いますか（％）

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

（
第
二
段
階
）
階
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
承
ら
れ
る
⑥

計’男’女

100.0 

(364） 

１７．０ 

31.0 

１３．０ 

２０，０ 

１９．０ 

100,0 

(414） 

１２．０ 

２８．０ 

１３．０ 

２５．０ 

２２－０ 

100.Ｃ 

(778） 

15.0 

29.0 

１３．０ 

２２.(〕

２１０ 

計

とりやすい

主あとりやすい

どちらともいえない

ややとりにくい

とりにくい

l相模支部２昭和47年７月調査(注）

一
（
組
合
）
有
給
休
暇
の
利
用
に
つ
い
て
、
抵
抗
な
く
利
用
で
き
る
よ
う
（
管
理
者
に
対

す
る
）
御
指
導
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
」
「
（
会
社
）
現
在
有
給
休
暇
の
使
用
に
つ
い
て

抵
抗
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
が
、
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
個
々
の
ケ
ー
ス
に

つ
い
て
御
机
談
し
た
い
」

会
社
も
組
合
も
、
手
続
さ
え
と
れ
ば
問
題
が
な
い
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
爽

際
は
請
求
し
に
く
い
雰
囲
気
輝
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
の
理
由
は
、
有
給
休
暇
を

請
求
す
る
と
人
事
考
課
に
影
響
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
倶
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ

う
。
人
斯
部
で
は
そ
の
意
図
が
な
く
と
も
、
管
理
者
の
中
に
は
有
給
休
暇
を
完
全
消
化
す

る
も
の
の
服
務
状
況
を
好
ま
し
く
な
い
と
判
断
す
る
者
が
い
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
れ
を
第

二
次
評
定
者
等
が
見
出
す
こ
と
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

営
業
部
門
等
で
は
休
日
に
勤
務
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
際
は
請
求
に
よ
り
代
休
が

一ハーー



れ
る
。
会
社
の
販
売
活
動
を
個
人
別
に
、
具
体
的
数
麓
と
し
て
分
担
す
為
こ
の
分
野
で
は
、
管
理
者
の
み
な
ら
ず
、
一
般
従
業
員
も
労
働

条
件
よ
り
も
営
業
優
先
と
な
り
易
い
と
い
う
、
拡
販
一
委
員
会
の
当
初
以
来
の
基
本
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
時
間
外
勤
務
と
休
暇
の
個
人
へ
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
労
使
間
の
合
意
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
満
が
潜
在
化
す
る
傾
向

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
賃
金
と
人
事
考
課
の
関
係
と
同
じ
背
景
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

労
働
時
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
付
属
資
料
、
に
、
女
子
の
お
茶
汲
承
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
時
間
管
理
の
困
難
な
外
勤

者
に
つ
い
て
、
そ
の
内
勤
事
務
に
要
し
た
時
間
を
タ
イ
ム
カ
ー
ド
で
把
握
す
る
こ
と
、
「
直
訪
」
「
直
帰
」
の
際
の
時
間
算
定
（
出
張
旅
践

計
算
に
反
映
）
の
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
、
昭
和
四
四
年
の
拡
販
委
員
会
で
決
定
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
組
合
が
昭
和
四
三
年
に
お

龍35表 タイムカード打刻と始業のずれ

の
変
更
の
過
程
で
は
、
Ａ
社
の
労
働
関
係
の
柱
で
あ
る
専
門
委
員
会
の
特
徴
が
生
か
さ
れ
、
技
術
的
な
諸
問
題
を
協
力
的
雰
囲
気
で
処
理

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

一ハーーー
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一
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一
一
分

１
３
６
８
ｕ
畑
迦
皿
妬

､瀧9 １組台機関誌昭和43年11月

２「あなたは平均して始業`何分

前にタイム・カード激打ら散
すか」の答

こ
な
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
始
業
の
二
○
’
一
一
一
○
分
以
上
前
か
ら
出
勤
し

て
い
薯
が
ｌ
と
く
に
女
子
ｌ
が
多
い
（
露
襄
）
．
工
場
部
門
で

は
始
業
一
○
分
前
に
作
業
位
置
に
つ
く
慣
行
が
あ
る
。
時
間
短
縮
や
賃
令

コ
ス
ト
の
上
昇
と
と
も
に
細
か
な
時
間
算
定
の
基
準
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
企
業
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
労
使
間
で
問
題
と
さ
れ
る
こ
と

は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
時
間
ぎ
め
の
労
働
力
取
引
と
い
う
権
利
、

義
務
的
観
念
を
文
字
ど
お
り
徹
底
す
る
よ
り
は
長
期
的
協
力
関
係
を
寵
ん

ず
る
労
使
の
立
場
が
こ
こ
に
も
反
映
し
て
い
る
。

職
場
問
題
処
理
に
関
し
て
は
特
徴
点
を
要
約
し
よ
う
。
ま
ず
勤
務
制
度



拡
販
委
員
会
で
組
合
は
、
こ
の
系
統
の
仕
事
の
諸
条
件
を
、
工
場
、
事
務
所
の
通
常
の
労
働
条
件
設
定
の
枠
組
従
業
員
一
般
の
基

準
ｌ
に
合
わ
…
よ
う
、
細
か
な
協
議
を
行
な
い
、
か
獲
り
の
成
功
を
お
さ
ぬ
に
．
こ
の
過
纒
で
蔦
処
理
と
専
門
雲
農
会
に
お
け
る

協
議
の
特
徴
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
法
律
的
な
問
題
と
し
て
で
は
な
く
経
営
上
の
問
題
と
し
て
、
解
決
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
激
し
い
競
争
に
伴
う
販
売
部
門
の
勤
務
実
態
は
改
善
困
難
で
あ
っ
た
。

有
給
休
暇
な
ど
に
つ
い
て
は
、
人
事
部
門
と
労
組
の
間
に
完
全
な
了
解
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
別
職
場
の
雰
囲
気
と
し
て
、
権

利
を
行
使
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
磯
業
の
割
当
も
、
監
督
者
を
頂
点
と
す
る
職
場
集
団
の
中
で
決
定
さ
れ
、
集
間
全
体
と
し
て
残
業
が

多
い
と
い
う
苦
情
は
川
て
も
個
人
苦
情
は
で
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
職
場
集
団
が
、
人
事
部
門
満
よ
び
組
合
の
蕪
準
か
ら
、
相
対
的
に
独

自
に
こ
れ
ら
の
問
題
を
処
理
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

六
囚

す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
各
職
場
の
勤
務
態
様
の
違
い
に
よ
る
要
望
と
制
度
変
更
に
伴
う
問
題
点
は
、
組
合
内
の
通
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
方
法
に
よ
り
中
央
の
強
い
指
導
の
も
と
に
集
約
さ
れ
た
。
｜
方
、
こ
の
過
程
で
専
門
的
、
技
術
的
協
議
で
処
理
で
き
な
い
時
間

短
縮
の
必
要
性
も
ま
た
明
瞭
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
最
近
で
は
従
業
員
一
般
が
、
社
会
環
境
の
変
化
に
伴
い
、
時
短
要
求
を
強
勤
て
い

る
Ｃ 



付属資料１０

勤務制度凌更に伴うＭｊ縦11｢頂

（１）試行前の協議

職本社，営業関･係事業場（適用範囲略）

ｻﾞ(1)所定労働時間月曜日~金曜日午前9時~午後5間30分
ぺ土曜日午前９時～午後０時15分(注）

＄(2)体日現行通りとする
譜（注）土曜日の残業時間の起算は午後１時からとする。

：(3)土曜厨の昼食土鵬日の昼食繩支給するが,とらないで帰社…可。
の（４）組合からの要望?ＩＶ項
処 ①土曜日の定時退勤の確保をはかられたい。
理
方 ②女子の湯茶I|[ilMi，iliii11縦などのための異常な早'Iﾘ11｣:|動（８時以前に１１１鋤し
式 ている者がある）の緩和をはかられたい。

③夜間学校に通学する者に対すを配慮をねがいたい。（後記夜学通学者の

取扱いを参照）

④特に外勤者対策として，次の各点を要望したい。

ａ、土曜内勤制の爽施

ｂ、宿泊出張者は金曜帰宅，土曜内勤制の実施

ｃ,内勤調務の合理化

。、対外的なＰＲ

ｅ、職制に対する土曜半どん制の周知・徹底

⑤試行期間における残業の状況，±IliR11残業の状況につき労t1iで実態を調

査したい。

以上の要望に対して会社側は事情を十分調査し，できるだけ要望の線にそうよ

うに配慮する。

夜間通学者の取扱い

学校教育法第１条に定める高校・大学の夜間課程に通学する者については，所

定終業時刻終了後に通学しても勉学に差支えないよう課目の選択などについて十

分指導す為ものとす為。

またＳ､45年度以降に新たに夜間大学・高校に入学する者については，学校の

選択などにつき十分指導する。

上記措置によっても所定終業時刻前の退勤を必要とするときは．３０分を最商限

度として繰り上げ時差勤務を認める。

（１）時差勤務は本人の願l:|｣により会社が止むを得ないと認めたときに限る。

（２）時差勤務による繰り上げ時間には歩増しを支給しない。
－Ｌ、

jif（３）業務の都合により時差1M/務者に所定時間勤務あ覇いば時間外勤務を命ずるこ
とがある。

（注）昭和44年２月９１１専門萎員会で結論に達しﾌﾟこものの一部



(2)試行後の協識

労働時間合理化に対する意向集約(労,i1l1鯏溌化發員会）
各支部から’１１された意ｊｕ

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

Ｉ生産関係甑鍵場

1．現在の年間カレンダーで実施していくことに対し，問題となるような

基本的な瓢項はない。

2．細かい問題点については各１１V業場ごとに労使の話し合いをのぞ糸允い。

Ｈ本社営業側係噸業場

1．所定労Ili1ll1#１Mを試行期間のと:１８り実施していくことについて異議Iﾎな

い亡

2．ただ，次の点について今後改善．検討がなされるよう切望する。

①通信関係，特に電話とテレタイプの勤務に対し，全:社ｉＤに統一した

基準を設定されたい。

②外勤者の実態ば='二|麗半どんiljUからかなり程適いものである。

外勤者の土11m内勤制１内勤業務の合理化，内勤のあり方等について

検討整備をねがいたい。

③労使時間の合理化の前提として，仕事を合理化するという考え方が

管理者の中に浸透していない面が見受けられる。

前提となる仕事の合理化について管理者と組合員との対話をのぞ糸

たし､。

①仕事のfit及び拡大と人の面でのアンバランスが生じている部門につ

いては人の増員若しくは仕事の合理化を特にのぞみたい。

以上の意見については拡張販売勤務専門委員会の討議事項として検討を

進めたい。

Ⅲ交替制勤務職場

1．試行｣U]IMIのと稲り実施していくことについて特にl1U題ﾉilKはない。

2．細かい問題点については各諏業場ごとに労使の話し合いをのぞ染ﾌﾞこい。

以上の組合側意見に対し，会社はこれを了承し，進めていくことになった。

一ハーハ

各支部からｌｌｌされブこ意見

|’生鑿劉係鄭蘂艤,↓蕊…臘沖"_…していくこと縫鐡し間,…』:雍
｜基本的な勤…ない。

２．細かい問題点については各１１V業場ごとに労使の識し合いをのぞ糸允い。

’I本社営業lMl係事業場

１．所定労Ili1ll1#'１Ｉを試行期間のと:１８り実施していくことについて異議はな

’い。
’２．ただ，次の点について今後改善．検討がなされるよう切望する。
，①通信I測係，特に電話とテレタイプの勤務に対し，全:社ｉＤに統一した
’基準を設定されたい。

’。,蝋繍鰄|'職i'i鍼:鮒鵡鯛駆い、ｌ
検討鑿lilliをねがいたい。

｜③鶯露FM鰯便ii鷺総見驍麓1吋為という篝…
’前提となる仕調の合理化について管理者と組合員との対話をのぞみ’

卜､艤鵠■………………＝
|､,憲競雛驍鱸鯛…’

１．試行｣U]IMIのと稲り案施していくことについて特に'１M腿ﾉili(はない。
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会
社
は
現
在
多
彩
な
福
利
厚
生
施
策
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
徳
川
時
代
か
ら
六
代
目
の
当
主
が
社
長
で
あ
る
と
い
う
企
業
の

伝
統
に
伴
う
経
営
家
族
主
義
的
な
発
想
か
ら
福
利
厚
生
施
設
が
、
鯉
祝
さ
れ
て
き
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
今
日
で
は
労
働
組
合
の
活
動
に

よ
っ
て
、
労
働
条
件
に
近
い
も
の
に
変
化
し
て
い
る
。
会
社
の
櫛
卵
活
動
の
う
ち
で
一
般
組
合
員
の
声
が
そ
の
迎
欝
に
も
っ
と
も
よ
く
反

映
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
社
史
に
よ
る
と
、
福
利
厚
生
に
関
し
て
会
社
に
独
立
の
主
管
課
が
で
き
た
の
が
昭
和
一
八
年
で
あ

っ
た
。
戦
後
は
、
昭
和
二
一
年
に
「
福
厚
会
」
が
設
立
さ
れ
、
従
業
員
の
、
治
的
運
営
に
委
ね
ら
れ
た
。
組
合
結
成
後
は
、
こ
の
会
は
会

社
側
、
組
合
側
の
委
員
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
さ
ら
に
、
昭
和
二
二
年
六
月
に
そ
の
業
務
が
会
社
厚
生
課
に
吸
収
さ
れ
た
。

昭
和
二
三
年
協
約
で
は
「
会
社
は
従
業
員
の
福
利
厚
生
事
業
及
び
施
設
の
企
画
運
営
庭
関
し
て
は
組
合
の
参
加
を
認
め
る
」
と
労
働
条

件
の
章
の
中
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
二
七
年
協
約
を
継
承
し
た
現
行
協
約
で
は
、
福
利
厚
生
施
設
、
事
業
等
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て

は
、
会
社
が
組
合
と
協
議
し
了
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
以
上
の
経
過
を
糸
ろ
と
、
当
社
の
労
使
関
係
の
形
成
期
以

降
、
福
利
厚
生
は
経
営
管
理
活
動
で
あ
る
が
、
労
働
条
件
に
次
い
で
組
合
の
発
一
一
一
一
口
を
尊
重
す
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
と

い
え
為
。
昭
和
二
九
年
に
は
、
Ａ
労
連
は
、
労
働
組
合
の
自
主
的
共
済
活
動
と
し
て
Ａ
共
済
会
を
設
置
し
た
。
組
合
史
に
よ
れ
ば
、
「
労

働
者
相
互
扶
助
に
立
脚
し
た
友
愛
」
に
よ
り
団
結
力
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
組
織
は
も
と
も
と
Ⅲ
主
的
共
済
活
動

（
具
体
的
に
は
、
生
活
資
金
融
資
と
見
舞
金
等
の
給
付
）
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
普
通
会
員
と
し
て
の
組
合
員
の
ほ
か
、
特
別

会
員
と
し
て
非
組
合
員
の
加
入
、
特
別
会
員
を
代
表
す
る
理
伽
の
選
川
を
認
め
て
い
た
。
昭
和
三
二
年
か
ら
は
、
会
社
が
会
我
と
同
額
の

補
助
金
を
支
出
す
る
こ
と
に
な
り
、
労
使
合
同
の
組
織
と
な
っ
た
。
こ
の
組
織
に
は
専
従
職
員
が
会
社
か
ら
派
過
さ
れ
て
い
る
。
共
済
会
支

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

六
七

一
二
福
利
厚
生



職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

六
八

部
事
務
局
が
組
合
支
部
と
同
居
し
糺
合
の
書
記
的
事
務
の
一
部
を
共
済
会
事
務
職
員
が
手
伝
う
こ
と
が
慣
行
化
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

五
に
述
べ
た
組
合
員
独
自
の
共
済
活
動
と
こ
の
共
済
会
の
活
動
が
組
合
員
の
経
済
的
利
益
に
貢
献
し
て
い
る
分
野
が
あ
る
こ
と
は
認
め

ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
企
業
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
優
先
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
、
組
合
は
協
議
を
通
じ
て
会
社
の
福
利

厚
生
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
を
重
点
と
し
て
い
る
。
そ
の
全
体
的
な
協
議
の
場
は
、
中
央
経
営
協
議
会
お
よ
び
教
育
厚
生
委
員
会
（
専
門

委
員
会
）
で
あ
る
。
専
門
委
員
会
が
墹
称
の
示
す
よ
う
に
、
教
育
と
厚
生
に
関
し
て
は
、
協
議
の
Ⅱ
時
と
性
格
が
類
似
し
て
い
る
場
合
が

多
い
。
具
体
的
に
は
、
福
利
厚
生
の
協
議
の
内
容
は
第
調
表
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
協
議
の
型
と
し
て
は
、
ま
ず
、
年
度
（
四
’
三
月
）

の
事
業
計
画
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
会
社
側
が
年
度
計
測
茜
提
示
す
る
が
、
そ
れ
は
施
設
建
設
予
定
（
ど
こ
に
、
な
に
識
造
る

か
）
、
住
宅
融
資
枠
そ
の
他
の
持
家
助
成
策
が
主
で
あ
る
。
組
合
は
、
こ
れ
に
関
連
し
て
質
問
し
、
要
望
を
出
し
て
い
る
が
、
協
議
の
日

時
が
年
度
開
始
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
会
社
の
報
告
に
近
く
、
原
案
が
改
一
訂
さ
れ
た
例
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
昭
和

四
五
年
度
に
は
組
合
側
の
質
問
に
よ
り
、
住
宅
以
外
の
長
期
計
画
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
施
設
の
運
営
や
行
琳
に

関
す
る
雅
準
に
つ
い
て
は
専
門
委
員
会
で
協
議
が
お
こ
な
わ
れ
、
合
意
に
達
し
た
も
の
に
つ
い
て
実
施
に
移
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、

専
門
委
員
会
は
苦
情
処
理
等
で
出
て
き
た
意
見
を
集
約
し
て
、
組
合
側
が
要
望
を
提
起
す
る
場
に
も
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
組
合
の
報
道

か
ら
す
れ
ば
会
社
側
の
反
応
は
明
確
で
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
組
合
側
の
福
利
厚
生
に
関
す
為
要
望
の
い
く
つ
か
は
昭
和
四
六
年
度

に
は
中
央
苦
情
処
理
委
員
会
に
付
議
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
福
利
厚
生
の
内
容
に
進
も
う
。
Ａ
労
連
時
代
の
一
一
盲
年
層
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
福
利
厚
生
施
設
（
住
宅
を
除
く
）
、
文
化

体
育
附
助
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
（
第
”
表
）
。
そ
の
後
、
事
業
所
の
新
設
、
従
業
員
数
の
墹
加
も
あ
っ
た
が
、
施
設
が
充
実
さ
れ
た

の
で
全
体
と
し
て
は
同
じ
よ
う
な
状
況
で
あ
ろ
う
。
相
模
支
部
の
洲
査
（
昭
和
四
七
年
七
月
）
で
も
、
「
会
社
の
福
利
厚
生
面
の
待
遇
を



第36表福利厚生に関する労使協議の状況

Ⅲ１催｜機関 協議JjV項

中経協’

典青鰹’
43年度計画

`１４年度計画

住宅副I資，｜主宅積立制度改正，社宅.使用料改

訂，借上社宅管理基準改訂，社宅補修基準改

訂，文体行事費増額，要望と意見を組合で提

出

45年度計画

文体行事澱増額’皆勤賞源資により家族対象

行事を行なう件，借り上げ社宅料改訂，社宅

融資基準の改訂

46年度計画

蝋蝋藍勤労譜財應形成促進法によ
47年度計画要望と意見を組合側で提出

Ｓ４３．５．２０ 

４４．６．２３ 

４４．７月～45.4月
（５回）

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

中経協

教育厚生委

６．１６ 

６～９ノミ
(４回）

4６ 

教育厚生委

赦菅厚生護

ｇ
Ｌ
３
９
 

2８ 

１１ 
２１ 

47. 

47. 教育厚生黍

第37表青年層の労Ilill条件等の評価順位

男 女

鰐福利厚生施設(33)福利厚生施設(鰻）
て賞与（27)賞与（20）

:文体活動(1s)文体活動('9）

蕊住宅問魍(蝿)労'､,iMilIM(30）
て労働時間(14)住宅問題(28）

:給料（'3)文体活動('1）

第38表今後会社や組合が力を入

れてほしい福利厚生面は

（○印２つ）

男女計ｌ男｜女

文化活動

体育活動

絵食

診療所

住宅問題

その他

19.4 

21.7 

51.5 

28.1 

32.0 

３．１ 

３
４
２
０
０
６
 

■
。
●
●
■
二

１
６
１
８
３
３
 

１
２
４
２
５
 

26.6 

17.6 

60.6 

28.3 

13.5 

２７ 

(注）１昭和42年11月Ａ労連調査

数え年30才以下Ｎ＝737

２あなたはＡの労働諸条件の中で一

流企業と比較して何が優れ，′何が劣

っていると思いますか。（一つだけ）

文化体育活励，住宅問題，停年制

度，福利厚生施設，給料，賞与，

労働時間，その他

３（）は回答比率

(注）１

２ 

>'１N桃支部
昭和47年７月柵査

回答老＝100

六
九



会
社
の
福
利
厚
生
施
設
と
し
て
は
、
住
宅
関
係
の
ほ
か
、
給
食
（
会
社
の
直
営
ま
た
は
委
託
。
会
社
は
間
接
費
相
当
分
を
負
担
）
、
診

療
施
設
、
体
育
施
設
、
保
養
所
、
厚
生
寮
（
終
業
後
の
レ
ク
リ
ニ
１
シ
ョ
ン
な
ど
の
た
め
）
、
文
化
体
育
行
事
（
従
業
員
一
人
当
り
で
予

算
が
配
賦
さ
れ
、
会
社
の
主
催
ま
た
は
組
合
と
共
他
す
る
も
の
に
支
出
さ
れ
る
）
、
慶
弔
金
・
児
舞
金
、
生
活
資
金
融
資
、
理
髭
（
施
設

お
よ
び
費
用
補
助
）
会
社
製
品
の
社
内
販
売
、
家
族
慰
安
会
、
社
内
預
金
、
従
業
員
持
株
制
度
、
奨
学
金
貸
与
等
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
具
体
的
運
営
に
関
す
る
苦
情
は
、
そ
の
処
理
件
数
の
中
で
も
っ
と
も
多
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
苦
情
の
内
容
は
、
件
数
と
し
て
は

些
細
な
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
給
食
に
関
す
る
も
の
は
、
こ
れ
を
代
表
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
れ
ば
、

「
ご
飯
の
た
き
方
を
も
っ
と
研
究
し
て
欲
し
い
し
、
ペ
タ
ベ
ク
ま
た
は
硬
い
と
き
が
多
い
…
…
」
（
阪
神
支
部
、
昭
和
四
六
年
度
）

「
献
立
に
変
化
を
も
た
せ
て
欲
し
い
」
（
同
上
）

「
（
…
…
）
食
堂
が
余
り
に
も
帆
末
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
も
う
少
し
明
る
く
き
れ
い
に
し
て
欲
し
い
。
」
（
相
模
支
部
、
四
七
年
度
）

給
食
に
関
す
る
苦
情
は
嗜
好
の
違
い
も
あ
り
止
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。

住
宅
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
不
満
が
多
か
っ
た
。
調
査
の
回
答
の
選
択
肢
自
体
が
住
宅
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
Ａ

社
は
、
も
と
も
と
、
転
勤
者
用
の
住
宅
と
遠
隔
地
か
ら
の
新
規
採
用
者
の
た
め
の
独
身
寮
し
か
も
た
ず
、
現
在
も
そ
の
方
針
を
続
け
て
い

る
。
に
兵
工
場
新
設
（
最
近
で
は
関
東
工
場
）
と
事
業
場
間
配
娠
、
出
張
所
の
増
設
で
業
務
用
社
宅
を
増
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状

況
に
な
っ
て
い
る
。
一
般
従
業
員
と
し
て
は
、
住
宅
難
の
深
刻
化
に
伴
っ
て
、
福
利
厚
生
と
し
て
の
住
宅
対
策
の
強
化
を
要
望
す
る
よ
う

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

七
○

よ
そ
の
会
社
と
比
べ
ど
う
思
う
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
好
意
的
な
答
え
が
七
二
％
を
占
め
て
い
た
。
同
じ
調
査
で
改
善
要
望
が
多
か

っ
た
の
は
、
男
子
で
は
住
宅
対
策
、
給
食
、
診
療
所
、
女
子
で
は
、
給
食
、
診
療
所
（
当
工
場
で
は
医
務
室
）
、
文
化
活
動
で
あ
っ
た

っ
た
の
は
、

（
第
兜
表
）
。



に
な
っ
た
。
そ
こ
で
組
合
と
し
て
も
福
利
厚
生
の
中
で
も
っ
と
も
璽
点
を
お
い
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
昭
和
四
○
年
に
労
使
間
に
「
住
宅

問
題
研
究
会
」
が
設
け
ら
れ
、
四
二
年
に
持
家
助
成
の
た
め
「
住
宅
金
融
制
度
」
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
制
度
は
、
加
入
者
が
毎
月
の
賃

金
お
よ
び
賞
与
か
ら
一
定
期
間
積
立
を
行
な
い
（
住
宅
積
立
預
金
）
積
立
元
利
合
計
の
一
定
倍
率
（
当
初
二
倍
、
そ
の
後
三
倍
）
以
内
で

住
宅
建
設
資
金
を
融
資
す
る
（
銀
行
融
資
）
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
は
、
部
分
的
に
修
正
の
う
え
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
の
適
用
を
受

け
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
会
社
資
金
に
よ
る
住
宅
融
資
が
あ
る
。
こ
れ
は
形
式
的
に
は
会
社
か
ら
相
対
的
に
独
自
な
和
悦
会
と
い
う
組
織

（
昭
和
一
九
年
七
月
会
社
が
設
置
）
を
通
じ
る
も
の
で
、
実
質
上
ば
特
別
会
計
で
あ
る
。
昭
和
四
六
年
度
の
実
績
に
よ
れ
ば
、
積
立
に
も

と
づ
く
融
資
を
受
け
た
者
一
三
五
名
、
和
悦
会
か
ら
、
家
屋
新
築
、
購
入
、
土
地
購
入
の
た
め
資
金
を
借
り
た
者
二
九
三
名
（
重
複
の
者

も
多
い
で
あ
ろ
う
）
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
会
社
資
金
に
依
存
す
る
者
の
方
が
多
い
。
会
社
資
金
の
利
息
が
は
る
か
に
安
い
こ
と
と
、
お
よ

び
積
立
制
度
が
発
足
し
て
間
し
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

逮
設
賛
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
組
合
員
の
需
要
が
強
い
こ
と
か
ら
、
昭
和
四
五
年
に
専
門
委
員
会
に
お
け
る
協
議
の
結
果
、
こ
れ
ら

の
制
度
が
大
幅
に
改
善
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
過
程
で
年
功
層
に
重
点
を
お
い
た
運
用
か
ら
、
中
堅
層
を
中
心
と
す
る
も
の
に
改
め
ら
れ

た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
変
更
点
は
積
立
融
資
の
方
は
、
融
資
限
度
が
そ
れ
ま
で
の
一
一
○
○
万
円
か
ら
三
○
○
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
た

こ
と
（
積
立
額
に
対
す
る
融
資
限
度
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
）
、
こ
れ
に
伴
う
返
済
期
間
の
延
長
で
あ
っ
た
が
、
和
悦
会
の
融
資
で
は
、
融

資
限
度
の
引
上
げ
（
従
来
、
住
宅
新
築
の
場
合
最
高
一
五
○
万
円
で
あ
っ
た
も
の
を
、
新
築
の
場
合
二
五
○
万
円
、
宅
地
購
入
一
○
○
万

円
）
の
ほ
か
、
対
象
者
の
拡
大
等
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
第
一
に
、
従
来
融
資
の
限
度
が
、
自
己
都
合
の
退
職
金

を
限
度
と
し
て
い
た
の
を
廃
止
し
た
こ
と
で
あ
る
。
当
社
の
退
職
金
規
定
は
、
長
期
勤
続
者
優
遇
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
か
ら
、
従
来
は

年
功
層
重
点
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
第
二
に
、
対
象
者
も
五
年
以
上
勤
続
の
満
三
○
才
以
上
の
世
帯
主
を
原
則
と
し
て
い
た
の
を
、
三
年

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

七
一



雛39表「持家をした者」

の年ｌｌ１ｈｌ１川成

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

七
二

以
上
勤
統
の
世
帯
主
ま
た
は
準
世
帯
主
に
変
更
し
た
。
組
合
の
洲
査
で
も
、
二
○
才
台
で
住
宅
を
も
つ
者
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
よ
う

な
爽
怖
を
反
映
し
、
勤
続
・
年
齢
の
要
素
を
緩
和
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
融
資
額
算
定
基
準
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
勤
続

年
数
、
満
年
齢
、
職
能
等
級
、
自
己
都
合
退
職
金
と
融
資
希
望
額
と
の
割
合
お
よ
び
住
宅
積
立
制
度
加
入
状
況
を
点
数
に
表
示
し
、
こ
れ

に
単
価
（
共
通
に
二
万
円
）
を
乗
じ
て
基
準
額
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
組
合
ニ
ュ
ー
ス
に
よ
れ
ば
こ
れ
を
一
応
の
基
準
と
し
て
労
使
で

話
し
合
い
融
資
を
決
定
す
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
、
「
融
資
を
希
望
さ
れ
る
方
は
各
支
部
に
…
…
ど
し
ど
し
相
談
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
（
昭
和
四
五
年
六
月
一
○
日
）
。
基
準
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
翌
年
、
勤
続
、
職
能
等
級
、
自
己
都
合
退
職
金
等
の

要
素
は
点
数
か
ら
除
外
さ
れ
て
第
仙
表
の
よ
う
に
単
純
化
さ
れ
、
勤
続
尊
重
的
傾
向
は
表
面
か
ら
消
え
て
い
る
。
改
訂
し
た
点
数
に
よ
る

算
定
方
法
は
、
三
○
才
で
一
五
○
万
円
と
い
う
目
安
で
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
融
資
申
込
に
対
す
る
組
合
の
処
置
に
つ
い
て
は
、
組

合
ニ
ュ
ー
ス
の
よ
う
に
、
そ
の
後
も
支
部
役
員
が
審
査
一
委
員
会
に
加
わ
っ
て
い
る
支
部
と
、
審
査
は
会
社
に
ま
か
せ
苦
情
が
あ
れ
ば
関
与

す
る
と
い
う
方
針
を
と
っ
て
い
る
支
部
が
あ
る
。
後
者
に
は
、
希
望
ど
お
り
の
融
資
が
で
き
な
い
際
、
組
合
が
そ
の
責
仕
を
負
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
対
す
る
配
慮
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
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従
業
員
の
住
宅
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
ほ
か
に
も
会
社
が
宅
地
分
談
、
住
宅
相
談
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
深
化

す
る
住
宅
難
の
中
で
、
大
都
市
の
事
業
所
を
中
心
と
し
て
、
融
資
の
蝋
頗
や
、
新
た
な
施
策
を
要
望
す
る
声
も
強
い
。
以
上
の
経
過
か
ら

承
る
と
、
住
宅
難
の
進
展
と
い
う
社
会
的
環
境
に
よ
っ
て
、
労
使
と
も
住
宅
対
策
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際

問
題
の
一
般
性
の
た
め
に
、
対
策
は
、
住
宅
を
必
要
と
し
持
家
の
意
欲
の
あ
る
従
業
員
の
広
い
層
を
対
象
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
組
合
は
、
協
議
を
通
じ
て
関
連
諸
制
度
の
改
善
を
は
か
り
、
ま
た
財
源
の
拡
大
を
要
製
し
、
或
程
度
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、

環
境
の
悪
化
か
ら
組
合
員
の
要
求
に
十
分
に
答
え
得
な
い
状
況
に
あ
る
。

社
宅
に
つ
い
て
は
、
業
務
社
宅
「
特
殊
勤
務
の
た
め
居
住
場
所
を
指
定
さ
れ
た
も
の
及
び
伝
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
し
の
で
世
帯
持
者
を

居
住
さ
せ
る
施
設
」
）
と
独
身
寮
（
「
独
身
者
お
よ
び
単
身
者
を
居
住
さ
せ
る
施
設
」
）
が
Ａ
社
の
社
宅
の
主
な
も
の
で
、
一
般
社
宅
は
例

外
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
宅
を
め
ぐ
る
問
題
は
労
使
間
の
協
議
や
苦
情
処
理
に
相
当
の
頻
度
で
登
場
し
て
い
る
。
社
宅
利
用
料
金
の
改

訂
、
社
宅
補
修
基
準
、
借
上
社
宅
管
理
基
準
が
専
門
委
員
会
で
協
議
さ
れ
（
第
那
表
）
、
ま
た
建
設
計
画
が
毎
年
協
議
さ
れ
て
い
る
。
業

務
用
社
宅
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
誰
を
入
居
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
ほ
と
ん
ど
間
脳
と
な
る
こ
と
ば
な
か
っ
た
。
社
宅
管

理
に
つ
い
て
も
組
合
は
持
続
的
に
関
与
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
管
理
の
責
任
は
、
人
事
部
厚
生
課
に
あ
り
こ
の
ほ
か
「
社

宅
管
理
規
定
」
に
は
管
理
委
員
会
と
い
う
機
関
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
会
社
内
の
部
課
長
等
の
連
絡
会
議
で
あ
る
。
社
宅
の
あ
る
事
業
場
で

は
、
補
修
、
設
備
の
改
善
等
に
関
す
為
要
望
が
苦
情
処
理
の
際
に
提
川
さ
れ
て
い
る
。
独
身
寮
に
つ
い
て
は
、
会
社
の
管
理
規
定
が
あ
っ

て
入
退
寮
の
基
準
の
ほ
か
、
生
活
の
規
律
（
門
限
、
外
泊
と
欠
勤
の
届
出
、
面
会
者
の
届
出
、
外
来
者
の
宿
泊
禁
止
、
集
会
と
掲
示
の
許

可
）
を
定
め
て
い
る
。
寮
の
自
主
的
委
員
会
（
届
出
制
）
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
相
模
支
部
の
例
で
は
組
合
が
寮
生
の
苦
情
を
と
り
あ

げ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
み
る
と
昭
和
四
七
年
に
は
、
寮
管
理
に
関
し
て
は
女
子
寮
の
門
限
延
長
（
十
時
三
十
分
ま
で
）
の
要
望
が
あ
っ

峨
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

七
三



職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

七
四

た
だ
け
で
、
大
部
分
は
、
設
備
、
備
品
の
改
善
、
生
活
上
の
細
目
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
福
利
厚
生
に
つ
い
て
は
、
会
社
、
組
合
間
の
協
議
と
、
苦
情
処
理
を
通
じ
て
、
問
題
を
処
理
し
て
き
て
い
る
。
協
約
上
の
建
前

と
し
て
は
組
合
の
参
加
を
み
と
め
る
が
、
施
設
や
予
算
に
つ
い
て
は
会
社
の
事
後
報
告
的
色
彩
が
あ
る
の
に
対
し
、
各
項
目
の
運
営
の
基

準
腱
専
門
委
員
会
の
決
定
に
よ
っ
て
い
る
．
｜
方
、
福
利
厚
生
は
従
業
員
身
分
ま
た
は
事
業
場
の
従
業
賞
の
地
位
に
伴
う
問
題
ｌ
職
場

問
題
と
憾
い
え
な
い
Ｉ
で
あ
る
が
、
嵩
が
鑿
く
鵜
起
さ
れ
て
き
た
．
件
数
が
多
い
理
由
煙
食
佳
旗
ど
の
生
種
個
人
の
嶬
好

と
個
性
を
反
映
し
て
不
満
や
要
望
が
起
る
こ
と
、
直
接
上
役
の
管
理
下
に
な
い
か
ら
気
軽
に
意
見
を
出
せ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
は
、
賃
金
を
め
ぐ
る
個
人
苦
情
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
苦
情
で
、
事
業
場
と
組
合
支
部
間
の
協
議
で
処
理
さ
れ
る
も

の
も
多
い
。
し
か
し
、
組
合
中
央
に
集
約
さ
れ
た
問
題
は
、
福
利
厚
生
の
位
臘
づ
け
と
財
政
負
担
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
会
社
側
に
よ
っ

て
必
ず
し
も
好
意
的
に
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
福
利
厚
生
は
、
労
働
組
合
が
関
与
す
る
結
果
、
労
働
条
件
に
準
ず
る
地
位
を
占
め
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
住
宅
に
つ
い
て
は
、
持
家
を
腿
て
る
世
代
が
若
い
こ
と
に
あ
っ
て
、
長
勤
続
者
を
有
利
に
取
扱
う
方
針
が
放
棄

さ
れ
、
世
間
一
般
の
住
宅
難
を
反
映
す
る
従
業
員
の
希
望
に
応
ず
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

近
年
、
大
企
紫
を
中
心
に
組
織
的
な
教
育
訓
練
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
Ａ
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
Ａ
労
組
は
、
会
社

の
行
な
う
教
育
訓
練
を
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
受
取
り
、
協
力
、
推
進
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
雲
た
、
経
営
協
議
会
と
専
門
委
員
会

で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
会
社
側
の
プ
ラ
ン
の
説
川
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
教
育
訓
練
を
め
ぐ
る
苦
情
は
多
少
出
て
い
る
が
、
木
部

で
は
、
協
議
の
際
意
見
を
述
べ
て
は
い
る
が
集
約
し
て
会
社
側
に
提
起
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
教
育
訓
練
に
つ
い
て
組
合
が
慨
し
て

三
教
育
訓
練



受
身
で
あ
る
の
は
、
協
約
上
の
位
置
づ
け
と
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
現
行
労
働
協
約
で
は
、
昭
和
二
七
年
協
約
以
来
の
方
針
に
よ
り
、

教
育
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
会
社
は
組
合
員
に
対
し
職
務
ｋ
必
要
な
教
育
及
び
社
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
教
育
を
行
う
。
会
社
は
前
項
の
教
育
を
実
施
す
る
と

き
は
そ
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
予
め
組
合
と
協
議
す
る
。
」

労
使
協
議
機
関
の
協
議
の
程
度
で
、
単
に
「
協
議
す
る
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
事
項
は
、
教
育
の
承
で
あ
る
。
福
利
厚
生
で
は
、
会
社

は
協
議
し
了
解
に
努
め
る
と
し
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
よ
り
も
参
加
の
程
度
は
低
い
。
組
合
の
関
与
の
程
度
が
低
い
点
に
つ
い
て
は
労
使
の

基
本
関
係
の
成
立
期
に
教
育
訓
練
が
、
ま
ず
管
理
体
制
強
化
の
た
め
に
推
進
さ
れ
た
経
絲
を
反
映
す
る
面
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
社
史
に
よ
れ
ば
、
闘
争
的
労
使
関
係
か
ら
の
転
換
を
契
機
に
、
「
先
ず
職
場
秩
序
を
回
復
し
、
職
場
の
指
導
管
理
体
制
を
確
立
す
為
た

め
に
は
『
戦
前
の
温
情
主
義
的
乃
至
は
権
力
主
義
的
な
考
え
方
に
よ
る
の
で
は
な
く
民
主
的
な
経
営
．
新
し
い
人
間
関
係
的
管
理
を
充
分

に
理
解
し
認
識
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
の
観
点
か
ら
」
昭
和
二
六
年
、
Ｍ
Ｔ
Ｐ
、
Ｔ
Ｗ
Ｉ
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
定
型
訓
練
は
、
戦
後
の
状
況
に
適
合
し
た
管
理
方
式
の
確
立
の
手
段
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
昭
和
二
八
年
に
新
規
採
用
者
の
訓
練
が
鈴
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ほ
か
、
技
能
教
育
も
と
り
上
げ
ら
れ
た
。
昭
和
一
一
一
二

年
に
は
、
会
社
は
教
育
に
関
す
る
規
定
を
制
定
し
た
が
、
こ
れ
は
、
階
層
ご
と
に
ど
の
よ
う
な
定
型
ま
た
は
集
合
訓
練
を
行
な
う
か
、
お

よ
び
教
育
訓
練
の
管
理
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
（
一
般
的
な
も
の
は
人
事
部
主
管
、
専
門
的
な
し
の
は
事
業
部
主
管
）
で
あ

っ
た
．
こ
の
時
期
は
、
当
初
の
意
図
繩
一
応
実
蕊
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
従
鑛
輿
の
専
門
的
知
識
能
力
ｌ
蔓
橿
つ
い
て
は
管
理
能

カ
ー
の
向
上
を
体
系
的
に
過
求
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
承
て
よ
い
で
あ
ろ
う
．

昭
和
四
○
年
代
に
入
る
と
、
人
事
部
は
能
力
主
義
管
理
の
一
環
と
し
て
教
育
訓
練
を
位
置
づ
け
、
若
干
の
発
想
の
転
換
が
承
ら
れ
る
と

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

七
五



職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

七
六

と
も
に
、
経
営
の
必
要
に
応
じ
新
た
な
訓
練
分
野
が
生
ま
れ
、
ま
た
、
研
修
所
の
設
置
に
よ
る
全
般
的
充
実
が
図
ら
れ
た
。
昭
和
四
三
年

度
の
教
育
訓
練
方
針
と
し
て
同
年
五
月
の
中
経
協
に
提
示
さ
れ
た
文
欝
に
は
、
教
育
訓
練
の
基
本
的
な
方
向
と
し
て
次
の
三
点
が
あ
為
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
は
、
管
理
監
督
者
の
能
力
の
向
上
（
経
営
体
質
改
善
、
組
織
運
営
の
効
率
化
、
職
場
指
導
の
充
実
の
た
色
。

そ
の
二
は
職
場
に
お
け
る
日
常
的
指
導
に
よ
る
人
材
の
育
成
。
そ
の
三
は
自
己
啓
発
の
促
進
。
こ
の
う
ち
で
も
そ
の
二
が
川
と
な
り
、
集

合
教
育
は
こ
れ
を
補
足
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
前
記
の
教
育
に
関
す
る
規
定
が
集
合
教
育
を
中
心
に
教
育
の
体
系
を
榊
想
し
て

い
た
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
職
場
指
導
に
つ
い
て
は
、
指
導
目
標
を
設
定
す
る
が
、
こ
れ
は
部
下
の
自
己
啓
発
の
目
標
と
適
合
す
べ
き
も

の
と
し
、
一
定
期
間
後
に
は
成
耒
を
評
価
、
反
省
し
、
指
導
す
る
者
と
指
導
を
受
け
る
者
と
の
間
で
能
力
向
上
等
に
関
し
話
し
合
う
機
会

を
設
定
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
全
員
参
加
的
な
管
理
と
い
う
発
想
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
職
場
に
お
け
る
円
滑
な
意
思
疎
通
を
前

提
と
し
、
ま
た
こ
れ
を
促
進
す
る
機
能
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
職
場
指
導
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
も
、
教
育
の
方
針
と
し
て
、
繰
返
し

訓
練
が
灘
入
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
四
六
年
に
は
、
扇

で
贈
こ
な
う
一
般
的
な
屯
（

最
近
経
営
の
必
要
に
応
じ
て
新
し
い
分
野
の
教
育
訓
練
が
登
場
し
ま
た
は
強
化
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
四
年
度
の
計
画
か
ら
は
、
全
社

的
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
利
用
計
画
と
関
連
し
て
専
門
部
門
（
鵬
械
計
算
部
）
と
人
事
部
の
共
催
に
よ
る
関
連
の
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
四
五
年
度
か
ら
は
、
業
界
の
環
境
悪
化
と
販
売
競
争
激
化
に
対
処
し
て
、
各
事
業
部
の
行
な
っ
て
き
た
販
売

教
育
を
人
辮
部
も
援
助
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
昭
和
四
七
年
度
の
訓
練
計
画
に
よ
れ
ば
、
管
理
者
・
監
督
者
の
意
識
改
革
の
た
め
の

提
と
し
、
寵
た
こ
・

強
調
さ
れ
て
い
る
。に
は
、
｜
「
能
力
開
発
向
上
諸
施
策
」
と
特
約
店
等
の
訓
練
の
た
め
研
修
所
が
設
置
さ
れ
、
全
社
的
な
集
合
訓
練
（
人
事
部

股
的
な
も
の
、
事
業
部
で
行
な
う
専
門
的
な
も
の
）
が
満
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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銅
岨
姪

翌
年
は
営
業
部
門
で
の
機
会
均
等
を
訴
え
て
い
る
。
ま
た
、
四
七
年
度
計
画
で
は
、
一
般
社
員
訓

練
に
つ
い
て
「
三
年
毎
に
能
力
の
伸
張
に
応
じ
て
教
育
訓
練
の
機
会
を
も
ち
う
る
よ
う
計
川
」
す

る
と
し
て
い
た
が
、
組
合
側
は
、
何
年
た
て
ば
ど
う
い
う
教
育
を
受
け
ら
れ
る
か
「
段
階
的
な
教

職
場
レ
ベ
ル
の
譜
問
題
の
処
理
方
式

七
七

以
上
の
よ
う
に
、
会
社
味
、
階
隠
別
、
職
能
別
に
、
ま
た
は
特
殊
技
能
に
つ
い
て
体
系
的
に
救

育
訓
練
を
腱
開
し
て
き
た
が
、
労
組
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
計
画
に
つ
い
て
、
中
経
協
猫
よ
び
教

育
厚
生
委
員
会
を
迫
じ
て
関
与
し
て
き
た
。
最
近
ま
で
の
慣
行
は
、
年
度
当
初
の
中
継
脇
で
会
社

の
部
門
別
方
針
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
中
で
教
育
訓
練
に
関
す
る
方
針
が
示
さ
れ

た
後
、
改
め
て
別
の
中
継
棚
で
そ
の
年
度
の
教
育
訓
練
計
画
を
め
ぐ
っ
て
協
議
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
も
っ
と
も
こ
の
と
こ
ろ
は
呼
門
委
員
会
で
協
議
さ
れ
て
い
る
。
第
虹
表
の
日
付
も
血
嬰
で
あ

っ
て
、
年
度
半
ば
に
至
っ
て
よ
う
や
く
協
議
し
て
い
る
年
も
熱
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
教
行
訓

練
が
他
の
労
使
間
の
辮
項
ほ
ど
問
題
性
を
も
た
な
い
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
協
議
で
は
、
会
社
側
が
計
画
を
示
し
、
組
合
側
が
質
問
し
、
要
望
を
述
べ
る
。
提

示
さ
れ
た
案
が
変
更
さ
れ
た
例
は
な
い
。

協
議
経
過
か
ら
み
る
と
、
組
合
側
の
態
度
ば
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鯆
一

に
、
組
合
は
従
業
貝
教
育
が
帆
ま
し
い
も
の
と
の
立
場
か
ら
、
教
育
の
内
容
を
充
兆
し
、
機
会
を

多
く
か
つ
公
平
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
昭
和
四
五
年
度
の
協
議
を
組
合
側
は
「
教

育
は
必
要
な
こ
と
で
あ
り
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
願
い
た
い
」
と
い
う
要
望
で
締
め
括
っ
て
い
る
。



職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

七
八

一
宵
訓
練
計
画
が
肌
示
さ
れ
れ
ば
、
意
欲
の
向
上
に
も
つ
な
が
る
の
婚
は
な
い
か
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
交
替
制
事
業
所
に
つ
い
て
の
教
育

体
系
の
確
立
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
研
修
所
設
置
の
協
議
で
組
合
側
は
、
優
秀
な
専
任
の
講
師
を
お
く
こ
と
を
提
案
し
て
い
為
。

第
二
に
、
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
会
社
に
任
せ
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
ば
な
い
。
た
だ
、
教
育
訓
練
に
関
連
し
た
問
題
点
を
指

摘
し
て
改
善
を
要
望
し
て
い
る
。
組
合
側
の
意
見
で
は
、
た
と
え
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
教
育
が
実
務
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
（
昭
和
四
五
年
度
）
、
自
己
啓
発
の
語
学
教
育
で
検
定
試
験
に
合
格
し
た
者
に
何
ら
か
の
裏
付
け
を
し
て
欲
し
い
（
昭
和
川
六
年
度
）

な
ど
が
あ
り
、
「
、
己
啓
蒸
空
が
川
山
な
生
活
時
間
に
嘘
い
込
む
こ
と
へ
の
反
省
も
一
部
に
起
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

教
育
訓
練
を
め
ぐ
る
苦
情
は
多
く
は
な
い
。
収
集
し
た
事
例
で
日
立
っ
た
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、
第
一
に
会
社
の
教
育
に
関
す
る
方
針
が

徹
底
し
て
い
な
い
こ
と
に
伴
う
疑
義
な
ど
で
あ
る
。
当
社
の
教
育
訓
練
が
人
事
部
主
管
の
も
の
と
各
事
業
部
で
お
こ
な
う
も
の
と
が
あ

り
、
と
く
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
組
合
ま
で
十
分
に
情
報
が
流
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
教
育
訓
練
計
画
と
し
て
公
表
さ
れ
る
事
項
も
専
門

的
で
一
般
従
業
員
に
理
解
し
難
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
相
模
工
場
の
苦
情
（
四
七
年
度
）
に
は
、
定
型
訓
練
の
内
容
と
実
際

と
の
ず
れ
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
。
従
業
員
に
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
意
欲
が
強
い
が
、
監
督
者
、
営
業
担
当
者
等
、
主
な
訓
練
に
つ

い
て
ば
全
員
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
訓
練
対
象
者
の
選
択
に
脚
す
る
個
人
苦
情
は
出
て
い
な
い
。

以
上
、
会
社
が
お
こ
な
う
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、
組
合
は
こ
れ
を
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
璽
視
、
促
進
す
る
立
場
に
あ
り
、
協
議
で
も

会
社
の
政
策
に
信
頼
し
て
い
る
面
が
つ
よ
い
。
全
社
的
、
｜
般
的
教
育
は
従
業
員
身
分
に
関
連
し
、
専
門
的
教
育
は
個
別
職
場
の
業
務
に

関
連
し
て
い
る
と
考
え
る
と
、
中
央
の
協
議
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
主
と
し
て
前
者
で
あ
っ
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
労
使
間
の
接
触

は
十
分
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
事
業
部
で
計
画
し
、
事
業
場
レ
ベ
ル
で
協
議
を
経
ず
に
実
施
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
管
理

者
に
よ
る
Ⅱ
衞
的
指
導
訓
譜
職
鯛
さ
れ
個
別
篭
で
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
鬮
藤
的
秀
耐
が
１
ヵ
鉢
で
な
く
Ｉ
労
使
鯛



Ａ
で
は
、
戦
後
の
混
乱
期
に
も
人
員
整
理
を
回
避
で
き
た
し
、
そ
の
後
の
不
況
期
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
近
で

は
、
人
件
費
の
高
騰
か
ら
会
社
は
省
力
化
を
迫
ら
れ
、
ま
た
、
昭
和
四
六
年
’
四
七
年
に
は
、
成
長
率
の
鈍
化
に
加
え
て
業
界
と
企
業
の

特
殊
螂
情
が
加
わ
っ
て
一
時
期
余
剰
人
員
を
生
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
蛎
情
か
ら
、
人
員
数
の
抑
制
や
、
配
侭
転
換
な
ど
が
、
労
使
間
の
問

題
と
な
っ
て
き
た
。
配
憧
転
換
は
ま
た
、
工
場
の
新
設
、
廃
止
に
伴
っ
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
Ⅲ
腿
は
、

中
央
に
輪
け
る
協
議
と
、
関
連
事
業
場
支
部
間
の
協
議
に
よ
り
、
処
理
さ
れ
て
き
た
。

協
約
上
の
関
係
と
し
て
は
、
通
常
の
配
置
転
換
（
異
動
Ｉ
所
属
事
業
場
。
所
属
部
課
係
の
変
更
、
関
係
会
社
へ
の
出
向
等
）
は
一
般
組

合
員
に
つ
い
て
は
会
社
の
権
限
で
あ
る
。
仕
事
と
人
員
の
関
係
は
何
も
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
「
経
営
権
」
に
属
す
る
と
解
さ
れ
る
。
採
用

の
韮
本
方
針
、
事
業
場
の
新
設
改
廃
等
に
伴
う
人
員
配
置
の
方
針
は
協
議
了
解
事
項
と
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
要
員
の
決
定
に
つ
い
て
蕊
る
と
、
仕
事
の
性
格
に
よ
っ
て
そ
の
方
法
が
異
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
昭
和
四
五
年
度
の
中
経
協

の
討
議
で
、
組
合
側
委
員
が
、
外
勤
者
の
一
人
当
り
売
上
げ
目
標
の
標
準
、
内
勤
者
の
事
務
量
の
基
準
等
に
つ
い
て
質
問
し
て
い
る
が
、

こ
れ
に
対
し
て
、
基
準
を
設
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
「
長
年
の
経
験
か
ら
定
数
を
割
出
し
て
い
く
以
外
に
方
法
は
な
い
」
と
答
え
て
い
る

（
昭
和
四
一
一
一
年
一
一
一
月
一
一
三
日
、
組
合
一
一
ユ
ー
ス
）
。
営
業
、
管
理
な
ど
の
部
門
で
は
こ
の
よ
う
に
、
｜
定
方
式
で
要
員
数
を
算
定
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
各
部
門
か
ら
小
規
模
、
日
常
的
な
人
員
の
要
求
に
つ
い
て
は
会
社
全
体
の
立
場
で
調
整
し
て
決
定
す
る
一
般
的

な
方
式
を
と
っ
て
い
る
。
東
京
地
域
（
東
京
支
社
ｌ
実
質
的
な
本
社
機
構
の
一
部
、
営
業
部
門
等
が
あ
る
）
の
例
を
と
る
と
、
各
部
門
が

職
場
レ
ベ
ル
の
譜
問
題
の
処
理
方
式

七
九

の
Ⅲ
題
と
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
人
事
考
課
、
休
暇
の
承
認
、
仕
事
の
割
当
な
ど
と
と
同
様
で
あ
る
。

一
四
要
員
問
題
と
配
置
転
換



職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

八
○

琳
負
職
必
要
と
す
る
場
合
、
支
社
人
事
課
に
要
求
を
持
ち
込
象
、
而
譜
で
協
議
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
こ
で
必
要
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
本

社
段
麟
の
協
議
に
移
り
、
本
社
人
事
部
が
調
整
の
う
え
人
員
枠
が
具
体
的
に
決
定
さ
れ
る
。
本
社
の
人
員
抑
制
等
の
方
針
は
こ
の
協
談
過

程
で
具
体
化
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
労
働
組
合
の
側
は
、
人
員
枠
の
決
定
に
直
接
関
与
し
て
い
な
い
が
、
残
業
が
多
い
、
休
暇
が

と
れ
な
い
と
い
っ
た
苦
情
が
あ
れ
ば
、
苦
情
処
理
の
一
環
と
し
て
蝋
負
を
要
請
し
て
い
る
。
支
社
人
事
課
で
は
こ
の
よ
う
な
指
嫡
が
あ
っ

た
場
合
実
情
を
調
査
し
、
他
部
門
と
の
均
衡
を
検
討
し
た
り
し
て
支
部
に
結
果
を
回
答
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
人
員
純
増
の
要
求
は
客
観

的
熱
準
が
な
く
、
最
近
で
は
本
社
の
人
員
抑
制
の
政
策
が
強
固
な
た
必
実
際
に
は
実
現
困
難
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

玉
場
の
直
接
部
門
で
は
、
機
械
，
設
備
の
客
観
的
条
件
か
ら
配
悩
人
員
が
決
ま
る
傾
向
が
つ
よ
い
が
、
完
全
に
客
観
的
と
い
う
訳
に
は

い
か
な
い
。
相
模
工
場
の
例
で
は
、
製
造
部
門
の
各
課
長
は
、
課
内
の
設
備
、
作
業
改
善
の
責
任
を
も
ち
、
係
長
、
職
長
、
関
係
課
と
協

議
し
な
が
ら
随
時
改
善
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
昭
和
四
七
年
秋
以
降
、
工
場
全
体
と
し
て
は
、
工
場
長
直
属
の
計
画
課
が
設
け
ら
れ
、
生

産
管
理
に
あ
た
り
、
各
課
ご
と
お
よ
び
工
場
全
体
と
し
て
労
働
力
の
効
率
的
使
用
が
図
ら
れ
て
い
る
。
作
業
量
と
所
要
労
働
量
の
関
係
は

各
課
長
の
も
と
で
「
埜
準
書
」
に
ま
と
め
ら
れ
、
計
画
課
に
提
Ⅲ
さ
れ
、
こ
れ
が
生
産
計
画
の
基
礎
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
工
場
の

地
方
経
営
協
議
会
で
は
、
昭
和
四
七
’
四
八
年
に
省
力
化
政
策
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
組
合
側
委
員
は
、
「
工
数
把
掘
が
厳
し
過

ぎ
る
」
「
能
力
の
限
界
ま
で
工
数
を
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
」
「
人
員
配
瞳
に
余
裕
が
な
く
休
暇
も
と
れ
な
い
」
と
い
う
主
張
迩
湘
こ
な

っ
て
い
る
。
会
社
側
は
「
設
備
の
更
新
と
か
作
業
員
の
熟
練
度
が
上
っ
て
き
て
作
業
能
率
が
良
く
な
り
」
そ
れ
が
工
数
算
定
に
反
映
し
て

い
筋
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
、
生
産
管
理
の
集
中
に
よ
り
工
場
全
体
と
し
て
損
失
時
間
が
減
少
し
て
い
る
が
、
仕
事
と
人
員
の
結
び
つ
き
を
厳

し
く
し
て
は
い
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
同
じ
時
期
の
苦
情
処
理
の
中
に
は
、
「
作
業
分
析
に
よ
る
ム
ダ
な
作
業
の
カ
ッ
ト
、
拾
の
結
果

に
よ
る
人
の
削
減
で
な
く
、
人
の
削
減
が
先
で
そ
の
対
策
が
後
に
な
為
と
い
う
よ
う
に
判
断
さ
れ
」
、
「
単
な
る
人
く
ら
し
に
走
り
す
ぎ



て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
批
判
が
で
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
会
社
側
は
、
省
力
化
は
重
要
施
策
で
あ
る
か
ら
実
施
す
る
、
そ
の

際
に
は
業
務
の
再
整
理
を
行
な
う
、
組
合
と
十
分
協
議
し
て
進
め
て
ゆ
く
、
と
回
答
し
、
支
部
は
了
解
し
て
い
る
。

支
部
執
行
部
は
、
作
業
と
エ
程
の
変
化
に
伴
う
摩
擦
を
、
支
部
独
自
に
何
ら
か
の
方
法
や
資
料
を
用
い
て
チ
ー
ー
ッ
ク
し
て
い
る
訳
で
は

な
く
、
組
合
員
の
労
働
の
実
感
を
対
話
の
中
で
汲
み
上
げ
て
発
言
し
て
い
る
の
で
、
重
要
な
疑
問
を
提
起
し
つ
つ
、
そ
れ
を
実
証
す
る
手

段
を
欠
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
相
模
工
場
の
以
上
の
ケ
ー
ス
は
生
産
に
お
け
る
協
力
が
原
則
的
に
可
能
で
あ
る
と
し

て
も
、
勵
露
に
職
場
で
農
擦
ｌ
感
情
的
瀬
も
の
で
あ
っ
て
も
ｌ
が
起
り
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
．
エ
場
で
は
ま
菫
篭
に

間
接
部
門
の
省
力
化
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
会
社
は
、
重
複
類
似
業
務
の
切
捨
て
、
業
務
の
集
約
化
、
処
理
方
式
の
簡
略
化
、
機
械

化
、
ｎ
動
化
に
よ
っ
て
こ
れ
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
工
場
の
間
接
、
管
理
部
門
で
は
、
東
京
地
区
の
場
合
の
よ
う
に

実
績
の
横
糸
上
げ
に
よ
り
配
置
人
員
が
決
っ
て
い
た
が
、
こ
の
際
仕
事
そ
の
も
の
を
検
討
し
つ
つ
洗
い
直
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
中

央
で
労
使
間
の
協
議
が
お
こ
な
わ
れ
る
一
方
、
相
模
工
場
で
は
特
別
の
委
員
会
お
よ
び
各
課
の
検
討
を
経
て
事
業
部
の
方
針
に
よ
る
二
○

％
減
の
Ⅲ
標
を
実
施
す
る
計
画
を
た
て
、
実
施
前
に
組
合
支
部
と
協
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
実
施
面
で
は
約
一
年
の
期
間
が
あ
り
、
退
職

者
の
穴
う
め
の
必
要
も
あ
っ
て
間
接
要
員
の
直
接
作
業
へ
の
配
転
は
な
く
摩
擦
は
生
じ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

Ａ
社
は
、
近
年
、
工
場
、
事
業
場
の
新
設
、
廃
止
等
を
い
く
つ
か
行
な
っ
て
い
る
。
社
史
の
書
か
れ
た
一
○
年
前
（
昭
和
三
七
年
）
に

は
、
阪
神
、
東
淀
川
、
東
京
、
瀬
戸
内
の
三
工
場
が
稼
働
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
相
模
、
東
海
、
播
磨
、
周
防
の
工
場
が
加
わ
り
、
来

京
、
東
淀
川
工
場
が
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
最
近
関
東
工
場
が
新
設
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
い
工
程
の
移
転
も
行
な
わ
れ
た
。
営
業
部
門
で
は
出

張
所
が
各
地
に
新
設
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
変
化
に
伴
う
、
雇
用
問
題
は
、
経
営
悪
化
に
伴
う
余
剰
人
員
対
策
、
直
間
比
率
の
変
更
計
画
な

ど
と
と
も
に
、
労
使
間
で
協
議
さ
れ
、
配
置
転
換
に
よ
り
処
理
さ
れ
て
い
る
。

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

八
一



醐
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
川
方
式

八
ニ

エ
鋤
新
設
に
伴
う
配
置
転
換
に
側
す
為
問
題
に
つ
い
て
は
、
労
Ⅲ
組
合
は
ほ
堂
送
出
側
の
支
部
の
活
動
に
委
ね
て
い
る
。
瀬
戸
内
工
場

か
ら
関
東
工
場
へ
の
約
五
○
名
の
配
砿
（
昭
和
四
七
年
に
新
工
場
の
関
連
プ
ラ
ン
ト
操
業
）
を
例
に
と
れ
ば
、
組
合
と
し
て
は
、
会
社
側

か
ら
協
議
を
う
け
た
が
、
基
本
的
に
反
対
は
し
な
い
の
で
、
運
用
上
の
要
望
（
た
と
え
ば
、
対
象
者
の
希
望
を
き
く
こ
と
、
配
転
先
の
事

情
を
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
）
を
出
し
た
程
度
で
あ
っ
た
。
つ
ぎ
に
、
送
出
先
の
事
業
場
支
部
間
で
協
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
了
解
が
成

立
す
る
と
、
事
業
場
人
事
課
は
配
順
子
走
者
に
つ
い
て
個
別
に
側
意
を
と
り
つ
け
た
。
こ
の
際
に
は
、
転
出
先
の
仕
事
の
内
容
、
配
購
の

川
Ⅲ
、
社
宅
、
子
供
の
教
育
等
☆
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
仙
人
的
獅
附
で
応
じ
ら
れ
な
い
者
も
出
る
か
ら
、
候
補
者
は
所
定
人
風
よ

り
や
や
多
く
し
て
お
い
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
合
意
の
得
ら
れ
な
い
譜
に
は
配
伝
を
強
制
せ
ず
、
会
社
が
協
約
、
就
業
規
則
の
文
蔚
ど
お

り
に
は
配
賑
を
一
方
的
に
命
じ
て
は
い
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。
相
模
工
場
で
は
、
昭
和
四
六
年
年
央
以
降
製
品
の
売
上
低
下
か
ら
余
刺

人
員
を
生
じ
、
そ
の
処
置
に
つ
い
て
は
、
中
経
協
の
場
で
会
社
が
対
策
を
提
案
し
た
。
余
剰
人
員
の
う
ち
東
京
営
業
所
に
と
り
あ
え
ず
四

○
名
を
応
援
に
回
し
、
そ
の
後
所
要
人
員
を
配
置
転
換
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
応
援
の
意
味
な
ど
が
問
題
と
な
っ
た
が
組
合
は

こ
れ
を
丁
解
し
た
。
そ
の
後
一
六
名
に
つ
い
て
配
転
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
相
枇
支
部
と
工
場
勤
労
課
と
の
川
で
協
瀧

が
あ
っ
た
。
身
上
調
需
等
を
参
川
し
て
希
望
渚
を
対
象
と
し
た
の
で
爽
施
上
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
。

那
伽
の
了
解
に
加
え
て
配
臓
松
換
後
は
受
入
側
の
組
合
支
部
の
、
誹
怖
処
理
活
動
も
あ
り
、
取
近
の
比
較
的
小
規
模
な
配
慨
蛎
拠
ば
概

し
て
円
滑
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

企
業
内
の
配
置
転
換
と
平
行
し
て
関
係
会
社
へ
の
「
出
向
・
「
一
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
数
も
増
加
し
て
い
る
が
、
昭
和
四
八
年
に
は
、
中

央
で
労
使
協
議
の
う
え
「
出
向
社
員
取
扱
規
則
」
を
決
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
則
で
は
「
出
向
と
は
会
社
の
命
に
よ
り
社
員
と
し
て
当
社

に
在
繍
の
ま
ま
関
係
会
社
あ
る
い
は
剛
体
等
に
転
出
す
る
こ
と
を
い
う
」
と
し
て
、
従
業
員
身
分
が
継
続
す
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
お
・



出
向
期
間
は
三
年
間
ま
で
で
あ
る
。
経
常
の
服
務
は
出
向
先
の
就
業
規
則
等
に
従
う
が
、
労
働
条
件
、
福
利
厚
生
な
ど
に
つ
い
て
は
、
給

与
差
額
や
代
償
的
な
金
銭
の
給
付
に
よ
り
Ａ
社
並
糸
に
取
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

◇
や

相
模
工
場
で
発
生
し
た
余
剰
人
員
問
題
は
経
営
状
態
の
深
刻
化
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
会
社
は
昭
和
四
七
年
度
の
中
経
協
で
、
人
員

抑
制
と
配
置
転
換
を
含
む
よ
り
根
本
的
な
合
理
化
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。
前
者
は
新
規
採
用
を
極
力
抑
え
、
男
子
の
基
幹
職
種
の
蕊
に

限
り
、
女
子
の
退
職
者
の
補
充
は
最
少
限
と
す
る
こ
と
、
後
者
は
、
営
業
第
一
線
を
強
化
す
る
一
方
、
不
要
不
急
業
務
を
切
り
捨
て
、
い

く
つ
か
の
部
川
で
一
○
％
の
人
員
削
減
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
組
合
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「
人
員
の
合
理
化
と
人
材
の
甑
点

配
置
は
人
事
部
門
が
中
心
に
な
っ
て
強
力
迅
速
に
行
な
う
」
「
営
業
第
一
線
の
強
化
は
緊
急
に
必
要
で
あ
り
、
思
い
き
っ
た
墹
負
を
行
な

う
」
（
昭
和
四
七
年
度
運
動
方
針
）
こ
と
を
提
案
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
組
合
は
、
自
然
減
粍
不
補
充
、
職
種
の
転
換
を
原
則
的
に
支

持
、
推
進
し
よ
う
と
し
、
合
理
化
を
め
ぐ
る
基
本
方
針
に
労
使
間
の
対
立
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
組
合
は
、
夏
の
大
会

で
「
最
近
、
会
社
業
績
の
動
き
に
よ
っ
て
生
産
部
門
の
生
産
計
画
、
人
員
対
策
、
省
力
化
な
ど
に
多
く
の
問
題
点
が
で
て
き
て
い
ま
す
」

と
し
て
、
組
合
内
に
生
産
委
員
会
と
い
う
専
門
委
員
会
の
設
置
を
決
定
し
た
。
実
際
面
で
は
摩
擦
の
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
処
班
に
当

ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
実
際
に
は
労
使
合
同
の
専
門
委
員
会
が
開
か
れ
、
間
接
業
務
の
省
力
化
等
に
つ
い
て
協
議
が
お
こ

な
わ
れ
た
。
そ
の
際
会
社
側
は
数
年
間
に
、
間
接
部
門
か
ら
直
接
部
門
に
大
規
模
な
配
置
換
え
を
行
な
う
計
画
を
示
し
た
。
前
記
の
相
模

工
場
の
間
接
部
門
の
効
率
化
政
策
も
、
中
央
に
お
け
る
こ
の
方
針
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
霧
を
み
る
と
、
従
叢
賞
身
分
の
安
定
ｌ
出
向
に
関
す
。
取
扱
が
代
鬚
的
ｌ
蓬
翼
と
し
て
、
仕
事
○
種
類
仕
事
の
場

所
に
つ
い
て
は
、
弾
力
的
に
処
置
す
る
こ
と
を
労
使
と
も
了
解
し
、
従
業
員
Ⅱ
組
合
員
も
条
件
さ
え
整
え
ば
こ
れ
に
同
意
し
て
き
た
と
思

わ
れ
る
。
一
○
％
の
実
質
雇
用
減
、
数
百
名
の
職
種
の
転
換
な
ど
は
、
数
年
に
及
ぶ
と
し
て
も
大
き
な
合
理
化
で
あ
る
が
、
ｎ
然
減
粍
不

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式
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本
稿
で
は
、
職
場
問
題
の
処
理
と
関
連
し
、
前
半
で
は
、
協
力
的
労
使
関
係
の
成
立
過
程
と
、
労
使
の
接
触
の
手
続
的
側
面
に
つ
い
て

概
観
し
た
。
後
半
で
は
、
労
働
条
件
等
の
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
埜
準
の
決
定
と
運
用
を
叙
述
し
、
分
析
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
職
場
問
題
に
い
う
職
場
と
は
経
営
の
末
端
と
し
一
定
の
業
務
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
た
め
の
物
的
施
設
や
組
織
な
ど
が
あ

り
、
一
定
の
場
所
に
位
置
し
、
特
有
の
勤
務
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
職
場
の
範
囲
は
、
業
務
の
末
端
と
し
て
一
人
の
監
督
者
が
統
制
し
て

い
る
範
囲
を
最
小
単
位
と
し
、
事
業
場
ま
で
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
Ａ
で
は
、
他
の
企
業
と
同
様
に
、
最
小
単
位
で
は
労
使
間

で
問
題
が
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
な
く
、
非
組
合
員
で
あ
る
管
理
者
の
統
制
範
囲
で
、
は
じ
め
て
問
題
が
顕
在
化
す
る
。
さ
て
、
職
場
問

題
の
一
つ
は
職
場
固
有
の
諸
条
件
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
、
Ａ
の
苦
情
処
理
の
第
一
ｌ
第
二
段
階
で
登
場
し

た
、
施
設
の
改
善
、
事
業
場
限
り
で
の
運
用
の
改
善
な
ど
の
要
求
、
事
業
場
の
生
産
計
画
等
に
関
す
為
協
議
、
特
定
地
域
の
生
活
条
件
に

関
す
る
問
題
が
あ
る
。
最
後
の
も
の
と
し
て
は
北
海
道
勤
務
者
の
石
炭
手
当
、
寒
冷
地
手
当
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
組
合
本
部
の
承
認
の
も

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式
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補
充
の
範
囲
で
処
理
さ
れ
る
と
い
う
期
待
の
も
と
で
は
、
組
合
お
よ
び
下
部
に
格
別
の
動
揺
を
起
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
配
置
転
換

の
過
程
で
の
慎
露
一
な
事
前
の
協
議
、
と
く
に
事
業
所
レ
ベ
ル
の
協
議
、
個
別
の
説
得
、
苦
情
処
理
は
非
自
発
的
な
異
動
に
伴
う
摩
擦
を
緩

和
す
る
た
め
有
効
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

相
模
工
場
現
場
に
お
け
為
労
働
力
の
節
約
を
め
ぐ
る
摩
擦
は
多
分
に
心
理
的
な
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
工
場
全
体
と
し
て
工
数
管
理

が
鮨
こ
な
わ
れ
、
応
援
が
ふ
え
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
で
、
職
場
集
団
の
自
律
性
が
弱
め
ら
れ
た
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
興
味

深
い
。

一
五
む
す
び



と
に
札
幌
支
部
が
毎
年
交
渉
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
Ａ
に
お
け
る
鯛
業
場
レ
ベ
ル
の
唯
一
の
団
体
交
渉
と
承
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
（
も
っ

と
咄
、
協
議
と
交
渉
の
差
は
あ
ま
り
明
瞭
で
な
い
）
。
以
上
の
諸
問
題
は
会
社
側
の
予
算
、
権
限
の
制
約
、
会
社
全
体
と
し
て
の
統
制
の

必
要
か
ら
、
あ
る
い
は
、
組
合
の
職
場
レ
ベ
ル
の
委
員
等
の
折
衝
能
力
と
支
部
の
政
策
か
ら
、
問
題
の
発
生
し
た
レ
ベ
ル
よ
り
上
位
で
処

理
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
も
う
一
つ
の
職
場
問
題
の
型
は
、
企
業
レ
ベ
ル
で
決
定
さ
れ
た
雇
用
関
係
の
鎚
準
等
の
個
人
へ
の
適
用
に

関
す
る
も
の
で
、
Ａ
社
で
個
人
苦
情
と
よ
ば
れ
た
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
職
場
の
組
合
員
Ⅱ
従
業
員
は
ま
た
、
社
会
生
活
上
の
諸
要
求
を

も
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
職
場
、
仕
事
に
も
関
連
す
る
が
む
し
ろ
全
社
的
共
通
性
が
あ
り
、
ま
た
企
業
の
レ
ベ
ル
で
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
限
り
で
は
本
来
的
な
職
場
問
題
と
は
い
え
な
い
。
賃
上
げ
、
賞
与
、
賃
金
率
の
均
衡
（
男
女
間
、
学
歴
間
な
ど
）

時
間
短
縮
、
住
宅
対
策
な
ど
、
従
業
員
に
共
通
的
な
事
項
に
つ
い
て
の
一
般
の
関
心
が
ｌ
職
場
問
題
よ
り
も
ｌ
強
い
か
ら
、
労
組
と
し
て

も
こ
の
分
野
で
有
効
に
活
動
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
単
一
化
の
狙
い
も
こ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
組
合
の
企
業
レ
ベ
ル
の
活
動
を
み
る
と
、
組
合
は
、
正
規
従
業
員
の
組
織
と
し
て
、
そ
の
身
分
の
確
保
、
条
件
の
向
上
、
経
営

へ
の
参
画
の
諸
機
能
を
中
央
執
行
部
（
中
央
専
従
役
員
、
支
部
長
等
）
を
中
心
と
し
て
果
し
て
き
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
従
業
員
身
分

を
め
ぐ
っ
て
は
、
最
近
で
は
定
年
延
長
問
題
が
あ
り
、
昭
和
四
四
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
団
体
交
渉
が
あ
っ
た
が
、
当
社
と
し
て
は
交

渉
が
難
航
し
た
。
従
業
員
身
分
そ
の
も
の
に
関
す
る
問
題
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
交
渉
の
第
一
次
回
答
に
対
し
、
組
合
は
「
今

ま
で
の
労
使
関
係
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
会
社
と
組
合
の
考
え
方
が
相
逃
し
て
い
た
の
は
め
ず
ら
し
い
と
思
う
」
と
発
言
し
、
専
門
委
員
会

で
協
議
し
た
い
と
い
う
会
社
の
申
入
れ
に
対
し
、
組
合
は
団
体
交
渉
で
臨
む
と
拒
否
し
て
い
る
（
組
合
ニ
ュ
ー
ス
昭
和
四
四
年
一
一
月
一
一

八
日
）
。
結
局
、
従
業
員
と
し
て
の
地
位
を
三
年
間
（
五
五
才
か
ら
五
八
才
Ｃ
延
長
し
、
配
置
と
人
件
費
負
担
を
軽
減
す
る
と
い
う
妥

八
日
）
ｃ
結
局
、
従
灘

協
に
よ
り
解
決
し
た
。

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

八
五
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ベ
ル
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処
理
方
式
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Ａ
社
は
、
巨
大
企
業
と
し
て
、
終
身
雇
用
的
な
慣
行
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
若
い
従
業
員
の
中
に
、
転
職
を
考
え
る
層
も

無
視
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
（
第
狸
表
、
第
鯛
表
）
、
実
際
上
、
定
年
以
外
で
退
職
す
る
男
子
正
規
従
業
員
は
例
外
的
で
あ
り
、

退
職
率
も
年
間
一
’
二
・
〈
－
セ
ン
ト
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
第
“
表
）
。
若
年
層
の
中
に
動
揺
が
あ
っ
て
も
、
組
合
の
運
営
は
会
社

勤
続
年
数
が
叺
程
度
以
上
の
者
を
中
心
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
政
策
も
、
従
業
員
身
分
の
安
定
と
向
上
を
第
一
義
的
な
も
の
と
す
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
終
身
雇
用
と
企
業
別
組
合
の
関
係
と
し
て
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
傾
向
に
外

な
ら
な
い
。

基
本
的
労
働
条
件
の
向
上
を
め
ぐ
っ
て
は
、
労
使
間
に
は
対
立
が
あ
る
。
組
合
中
央
は
、
下
部
の
要
求
を
推
測
し
、
外
部
の
条
件
も
考

第42表「現在の仕事をずっと続けたいと

思いますか」（％）

男女計男｜女

100.0100.0 

(364）（414） 

１１．６５．１ 

４０．８２１．４ 

２６．０３４．８ 

１６．８３０．２ 

４．９８．５ 

100.0 

(778） 

８．１ 

３０．３ 

３０．８ 

24.0 

６．９ 

計

ずっと続けたい

当分続けたい

どちらと?Lいえない

出来れば変りたい

ぜひ変りたい

相模支部昭和47年７月

（注）設問から企業内配転も含まれよう。

第43麦転職に関する意識（％）

ﾘ』女計り］｜女

1００１００１００ 計

職鰯|露`：

社
て
件
り
社
と
か
回

会
え
条
変
会
こ
わ
無

１
２
９
４
 

たい

を変り
もある
らない

答

たいと思う１２４２４２６

６７４ 

１１０ 

労連調査昭和42年11月

数え年30才以下Ｎ＝737

問先日Ａさんは「条件のよい会

社があったから」といって退社し

てゆきました。あなたは他社へ変

わることについてどう考えますか。

(注)1

２ 

３ 



特
し
、
世
間
州
場
以
上
の
賃
上
げ
と
賞
与
支
払
に
応
じ
、
す
ぐ
れ
た
福
利
厚
生
に
よ

っ
て
協
力
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
会
社
の
対
応
は
、
こ
の
産
業
と
企
業
が
好
条
件
に
媚
か
れ
、
高
い
収
益
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
会
社
は
積
極
的
な
拡
張
政
策
を
婚
こ
な
い
、
売
上
や
利
益
も
急
成
長
し
た
（
第
８

図
）
。
昭
和
四
五
、
六
年
以
降
は
、
こ
の
産
業
の
従
来
の
発
展
を
阻
む
要
素
が
加
わ
り
、
こ
の
会
社
の
経
営
状
況
も
か
な
り
悪
化
し
、
転

期
を
迎
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
総
体
と
し
て
は
柵
典
の
安
定
し
た
こ
の
倣
業
分
叫
の
股
有
力
企
業
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
競
争
を
有
利
に

進
め
る
こ
と
さ
え
脳
来
れ
ば
将
来
の
発
展
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
会
社
は
産
業
に
お
け
る
競
争
力
の
確
保
の
た

め
、
人
事
に
関
し
て
は
営
業
部
門
の
強
化
、
労
働
の
効
率
化
を
打
ち
出
し
て
い
為
。

磐
雌
従
諜
鳳
細
織
と
し
て
、
経
営
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
淑
木
的
に
縦
ｌ
具
体
的
汰
那
蕊
に
つ
き
批
判
は
あ
っ
て
も
ｌ
こ

れ
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
方
針
は
単
に
幹
部
の
象
で
な
く
、
支
部
委
員
等
の
勤
続
の
や
や
長
い
層
の
態
度
を

反
映
し
て
い
る
。

第44表正規従業員の退職率

（年度'１Ｍ％）

組
合
が
こ
こ
一
’
二
年
お
こ
な
っ
て
き
た
経
営
そ
れ
自
体
に
対
す
る
提
案
は
、
企
業
の
競
争
力
強
化
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

職
場
レ
ベ
ル
の
諸
問
題
の
処
理
方
式

八
七

年度，男｜女
８．８ 

8.2 

12.1 

14.8 

13.4 

13.9 

13.6 

14.4 

６
０
２
３
４
５
６
７
 

３
４
４
４
４
４
４
４
－
 

２
７
，
４
１
◎
］
、
。
（
Ｕ
○
］

。
●
■
●
６
ロ
ロ
■

２
１
ｏ
言
２
２
１
１
△
１
一

(注）社員の蕊につき算出

噸
し
て
要
求
を
提
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
交
渉
が
難
行
す
る
際
に
は
、
し
ば
し
ば

労
使
の
信
頼
関
係
維
持
の
た
め
、
会
社
の
譲
歩
を
迫
る
場
面
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ

う
な
意
味
で
組
合
が
会
社
に
譲
歩
を
迫
り
得
る
の
は
、
闘
争
的
な
運
動
が
企
業
外
に

存
在
し
、
従
業
員
と
組
合
の
地
位
が
悪
化
す
れ
ば
、
そ
の
影
響
を
う
け
る
可
能
性
が

皆
無
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
労
使
の
判
断
を
前
提
と
し
て
い
る
。
組
合
は
、
労
使

協
力
の
代
価
を
請
求
し
て
き
た
と
も
い
え
よ
う
。
会
社
は
、
不
況
下
で
も
雇
用
を
誰



才８回売上高、利益の推移
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上
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4５ 年
度

八
八

組
合
ば
、
従
業
員
身
分
の
安
定
を
一
別
提
と
し
て
配
置
転

換
に
応
じ
、
省
力
化
に
協
力
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
企
業

の
繁
栄
と
、
従
業
員
の
雇
用
の
安
定
、
労
働
条
件
の
向
上

が
相
補
う
関
係
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

Ａ
労
纐
ｌ
労
組
の
中
心
的
，
「
減
１
１
の
政
策

は
、
企
業
別
組
合
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
成
果
を

獲
得
す
る
実
利
主
義
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
当
面
の
問
題

も
乗
り
切
ろ
う
と
し
て
い
る
。

組
合
は
、
労
使
協
力
に
熱
心
で
あ
る
が
、
会
社
に
支
配

さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
組
合
は
「
力
の
均
衡
の
も
と

に
お
け
る
労
使
協
力
」
と
い
う
綱
領
の
精
神
で
闘
争
資
金

を
蓄
積
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
団
体
交
渉
も
ス
ト
ラ
イ

キ
を
背
景
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
ば
な
い
。
組
合
が

争
議
権
の
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
昭
和
二

一
一
丁
二
七
成
立
し
た
協
約
関
係
を
尊
重
す
る
こ
と
に
労
使

が
利
益
を
認
め
て
い
る
こ
と
、
労
働
組
合
側
は
上
部
団
体

と
の
関
連
で
企
業
を
超
え
た
視
野
か
ら
政
策
を
決
定
し
て



公
嵩
題
を
め
ぐ
る
憲
の
態
篭
会
社
の
棗
と
裏
し
つ
つ
同
遣
広
い
菅
の
観
点
ｌ
同
盟
の
方
針
を
反
峡
し
つ
つ

Ｃ
 

ｌ
に
立
と
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
…
．
す
な
わ
ち
、
全
化
同
鍵
労
使
合
同
の
實
会
に
よ
っ
て
、
公
的
な
蓋
鑿
に
は
そ
れ
髭

上
回
る
基
準
に
達
し
て
い
る
か
ど
う
か
総
点
検
し
、
予
算
を
要
求
し
て
改
善
を
徹
底
す
る
、
公
害
の
で
る
職
場
は
休
止
も
止
む
を
得
な
い

と
い
う
方
針
を
と
っ
て
い
る
が
、
Ａ
労
組
も
同
じ
方
針
で
臨
ん
で
い
る
。

組
合
の
運
営
は
幹
部
中
心
的
で
あ
り
、
単
一
化
に
よ
っ
て
中
央
染
権
化
が
進
ん
だ
。
組
合
の
会
社
に
対
す
る
要
求
の
決
定
、
団
体
交
渉
「

妥
結
に
あ
た
っ
て
一
般
組
合
員
が
参
加
す
る
機
会
は
、
大
き
な
支
部
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
会
社
と
の
接
触
で
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を

果
し
て
い
る
専
門
委
員
会
が
多
数
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
組
合
側
委
員
は
、
ほ
と
ん
ど
本
部
お
よ
び
支
部
の
専
従
的
役
員
か
ら
な
り
、
審
議

過
程
で
重
要
な
も
の
（
職
務
手
当
、
勤
務
制
度
変
更
等
）
は
中
間
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
結
論
に
達
し

た
後
報
告
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
何
が
審
議
さ
れ
て
い
る
か
報
告
さ
れ
て
い
な
い
委
員
会
も
あ
っ
た
。
苦
情
処
理
は
、
支
部
執
行

部
が
中
心
と
な
っ
て
推
進
さ
れ
る
が
、
組
合
に
と
っ
て
は
、
一
般
組
合
員
の
側
か
ら
不
満
や
要
望
が
提
出
さ
れ
、
上
記
の
よ
う
な
幹
部
中

心
の
迦
営
を
補
い
か
つ
そ
れ
を
可
能
と
す
る
重
要
な
手
続
で
あ
る
。

中
央
に
お
け
る
労
使
の
接
触
の
性
格
は
問
題
に
よ
り
異
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
協
約
に
よ
る
組
合
の
意
思
決
定
へ
の
参
加
の
程
度
の
区

分
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
イ
ニ
シ
ャ
チ
ー
ブ
の
所
在
と
関
連
し
て
類
型
的
に
は
一
一
一
つ
に
分
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
団
体
交

渉
的
准
も
の
で
あ
り
、
組
合
が
独
自
の
要
求
を
も
つ
分
野
で
あ
る
。
第
二
は
、
会
社
が
独
自
に
、
ま
た
は
組
合
の
要
望
に
よ
り
原
案
を
出

職
場
レ
ベ
ル
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諸
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位
を
維
持
し
て
い
る
以
上
は
、

は
た
い
と
い
う
事
情
も
あ
る
。

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
組
合
は
自
律
性
を
確
保
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
組
合
リ
ー
ダ
ー
が
、
従
業
員
の
支
持
に
よ
っ
て
そ
の
地

区
を
維
持
し
て
い
る
以
上
は
、
そ
の
利
益
を
推
進
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
従
業
員
の
生
活
上
の
要
求
は
、
社
会
一
般
の
も
の
と
異
る
訳
で



中
央
で
方
針
や
規
則
等
が
決
定
さ
れ
た
場
合
、
（
す
な
わ
ち
、
事
業
所
独
自
の
問
題
、
例
え
ば
給
食
、
安
全
衛
生
、
文
体
活
動
な
ど
で

は
な
く
）
事
業
場
、
職
場
レ
ベ
ル
で
組
合
が
そ
の
運
用
に
参
加
し
た
り
、
監
視
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
例
え
ば
人
事
考
課
に
つ
い
て
は
方
式
自
体
が
中
央
で
協
議
さ
れ
る
が
、
支
部
が
考
課
に
加
わ
る
』
」
と
も
、
結
果
の
分
布
状
況
を
チ
ェ

ッ
ク
す
る
こ
と
も
な
い
。
運
用
は
会
社
側
を
信
頼
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
苦
情
処
理
で
と
り
あ
げ
る
建
前
で
あ
る
。

蔦
処
理
に
よ
っ
て
取
上
げ
ら
れ
る
問
題
椎
多
様
ｌ
藥
員
身
分
に
関
す
為
福
利
厚
生
蕊
蓼
の
謡
施
設
を
中
心
と
す
る
ｌ
で

■
 

あ
る
が
、
概
し
て
日
常
的
な
管
理
以
外
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
日
常
的
な
管
理
に
関
す
る
も
の
は
、
管
理
系
列
の
中
で
取
扱
わ
れ
て
い

る
。
部
課
長
が
人
事
考
課
の
権
限
を
も
ち
実
質
的
に
は
下
位
の
監
督
者
が
そ
の
役
割
の
一
部
を
分
担
し
て
い
る
こ
と
も
、
業
務
に
関
連
し

た
苦
情
が
潜
在
化
す
る
一
因
で
あ
る
。
職
場
問
題
の
中
心
と
思
わ
れ
る
労
働
条
件
の
細
目
、
す
な
わ
ち
個
別
の
賃
金
の
具
体
的
金
額
、
時

間
、
休
暇
等
の
運
川
の
詳
細
、
作
業
の
制
当
な
ど
は
、
例
外
的
に
し
か
苦
情
に
し
っ
て
》
」
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
職
場
集
川
の
中

も計|Ｉ
強純
い、
。zＩＸＰ
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し
、
組
合
が
修
正
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
為
。
専
門
委
員
会
に
お
け
る
規
則
や
細
則
的
運
営
準
の
決
定
が
こ
れ
に
あ
た
っ
て
い
為
。
第
三

は
、
会
社
側
が
方
針
を
示
し
組
合
が
質
問
し
た
り
意
見
を
述
べ
た
り
す
る
も
の
で
、
経
営
方
針
、
教
育
や
福
利
厚
生
の
年
次
計
画
に
関
す

る
協
議
が
こ
れ
に
当
る
。
こ
の
種
の
問
題
に
つ
い
て
苦
情
処
理
手
続
な
ど
で
下
部
か
ら
提
起
さ
れ
た
問
題
は
第
二
、
第
三
の
型
の
協
議
で

取
扱
わ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
の
靭
一
で
は
組
合
側
が
、
会
社
側
の
意
思
決
定
に
先
立
っ
て
方
針
や
制
度
の
内
容
を
事
前
に
知

り
、
懲
几
を
述
べ
、
要
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
意
味
で
労
使
は
対
等
で
あ
る
が
、
原
案
を
作
成
し
糠
理
す
る
側
の
実
質
的
な
優
位

は
否
定
で
き
な
い
。
協
議
す
べ
き
事
頃
は
多
方
面
に
わ
た
り
、
ま
た
、
と
く
に
専
門
技
法
的
要
素
の
強
い
職
務
手
当
、
人
事
考
課
、
教
育

訓
練
、
要
員
管
理
な
ど
の
部
分
で
は
、
協
約
上
の
建
前
も
あ
る
が
、
専
門
ス
タ
フ
を
も
つ
会
社
の
ペ
ー
ス
で
問
題
が
処
理
さ
れ
る
可
能
性



で
、
そ
の
監
督
者
、
リ
ー
ダ
ー
の
指
示
の
も
と
に
自
律
的
に
処
理
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
職
場
集
団
の
こ
の
種
の
自
律
性
は
従
来
年

功
的
熟
練
を
要
す
る
職
場
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
相
模
工
場
の
よ
う
な
新
工
場
に
も
博
税
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
集
団
の

リ
ー
ダ
ー
の
中
か
ら
、
組
合
内
で
は
支
部
委
員
な
ど
が
出
て
い
る
が
、
経
営
の
末
端
の
単
位
と
し
て
の
職
場
ま
で
は
、
労
働
力
取
引
、
協
約

の
具
体
化
と
い
う
観
点
は
此
か
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
員
抑
制
、
省
力
化
生
産
管
理
の
組
織
化
と
と
も
に
問
題
の
発
生
も
予
見
さ
れ
た
。

Ａ
の
労
使
関
係
で
は
、
協
力
的
雰
囲
気
の
も
と
で
、
広
範
囲
の
労
使
協
議
に
よ
っ
て
、
多
様
な
問
題
を
処
理
し
、
従
業
員
の
不
平
を
微

細
な
も
の
に
つ
い
て
も
汲
糸
上
げ
て
き
た
。
組
合
が
こ
の
よ
う
に
広
範
囲
な
問
題
に
詳
細
に
関
与
で
き
た
の
は
、
組
合
の
協
力
的
な
姿
勢

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
組
合
ほ
こ
こ
で
は
、
労
働
力
の
取
引
者
、
協
約
の
当
事
者
と
し
て
よ
り
は
、
経
営
へ
の
参
加
者
と

し
て
、
職
場
間
題
を
扱
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
企
業
別
組
合
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
為
成
果
で
あ
ぁ
と
と
も
に
限
界
で
あ
る
。

な
お
ま
た
、
こ
の
諸
関
係
を
成
立
さ
せ
て
い
た
埜
驍
に
変
化
が
な
い
と
も
い
え
な
い
。
労
働
条
件
の
改
善
と
企
業
の
繁
栄
が
両
立
す
る
と

い
う
労
組
の
哲
学
は
、
経
営
環
境
の
悪
化
し
続
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
改
め
て
問
題
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
戦
後
の
労

使
関
係
の
変
革
を
経
験
し
て
い
な
い
会
社
へ
の
帰
属
意
識
の
低
い
労
働
者
も
ふ
え
て
い
る
。
世
間
一
般
の
風
潮
と
し
て
公
害
問
題
を
は
じ

め
企
業
行
動
に
対
す
る
批
判
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
個
別
企
業
の
従
業
員
の
意
識
に
影
辨
を
及
ぼ
さ
な
い
と
は
い
え
な
い
。
全
員
参
画
的

な
管
理
方
式
に
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
問
題
へ
の
対
応
の
意
図
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

付
記
。
こ
の
事
例
調
査
に
あ
た
り
、
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
、
組
合
、
会
社
の
諸
氏
に
謝
意
を
表
し
た
い
。
○
こ
の
事
例
調
査
は
、
一
般
的
な
事
実
と

論
理
の
例
証
の
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
対
す
る
批
判
・
提
言
を
窓
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
○
こ
の
調
査
の
た
め
、
文
部
欄
科
学
研

究
費
（
特
定
研
究
）
お
よ
び
法
政
大
学
特
別
研
究
助
成
金
を
利
用
し
た
。

職
場
レ
ベ
ル
の
諾
問
題
の
処
理
方
式
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